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図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称日付日付日付日付日付日付日付

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺　 A1：　 A1：　 A1：　 A1：　 A1：　 A1：　 A1：

　 A3：　 A3：　 A3：　 A3：　 A3：　 A3：　 A3：

図面No.図面No.図面No.図面No.図面No.図面No.図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書電気設備工事特記仕様書

１ . ９ 　 同時期発注の 関連工事　 　 ・ 　 建築工事　 　 　 ・ 　 機械設備工事１ . ９ 　 同時期発注の 関連工事　 　 ・ 　 建築工事　 　 　 ・ 　 機械設備工事１ . ９ 　 同時期発注の 関連工事　 　 ・ 　 建築工事　 　 　 ・ 　 機械設備工事１ . ９ 　 同時期発注の 関連工事　 　 ・ 　 建築工事　 　 　 ・ 　 機械設備工事１ . ９ 　 同時期発注の 関連工事　 　 ・ 　 建築工事　 　 　 ・ 　 機械設備工事１ . ９ 　 同時期発注の 関連工事　 　 ・ 　 建築工事　 　 　 ・ 　 機械設備工事１ . ９ 　 同時期発注の 関連工事　 　 ・ 　 建築工事　 　 　 ・ 　 機械設備工事

施設管理者 ：施設管理者 ：施設管理者 ：施設管理者 ：施設管理者 ：施設管理者 ：施設管理者 ：

電話会社 ：電話会社 ：電話会社 ：電話会社 ：電話会社 ：電話会社 ：電話会社 ：

ケ ーブルテ レ ビ 会社 ：ケ ーブルテ レ ビ 会社 ：ケ ーブルテ レ ビ 会社 ：ケ ーブルテ レ ビ 会社 ：ケ ーブルテ レ ビ 会社 ：ケ ーブルテ レ ビ 会社 ：ケ ーブルテ レ ビ 会社 ：
消防本部 ：消防本部 ：消防本部 ：消防本部 ：消防本部 ：消防本部 ：消防本部 ：

１ . ６ 　 主任技術者又は 監理技術者の専任期間（ 建設業法に よ り 必要にな っ た 場合）１ . ６ 　 主任技術者又は 監理技術者の専任期間（ 建設業法に よ り 必要にな っ た 場合）１ . ６ 　 主任技術者又は 監理技術者の専任期間（ 建設業法に よ り 必要にな っ た 場合）１ . ６ 　 主任技術者又は 監理技術者の専任期間（ 建設業法に よ り 必要にな っ た 場合）１ . ６ 　 主任技術者又は 監理技術者の専任期間（ 建設業法に よ り 必要にな っ た 場合）１ . ６ 　 主任技術者又は 監理技術者の専任期間（ 建設業法に よ り 必要にな っ た 場合）１ . ６ 　 主任技術者又は 監理技術者の専任期間（ 建設業法に よ り 必要にな っ た 場合）

　 　 　 １ 　 専任期間の 始期　 　 　 １ 　 専任期間の始期　 　 　 １ 　 専任期間の 始期　 　 　 １ 　 専任期間の始期　 　 　 １ 　 専任期間の 始期　 　 　 １ 　 専任期間の始期　 　 　 １ 　 専任期間の 始期

　 　 　 　 　 請負契約締結の 日か ら 、 ( ・ 現場施工に着手する ま で（ 現場事務所の 設置、 資機材の 搬入　 　 　 　 　 請負契約締結の 日か ら 、 ( ・ 現場施工に着手する ま で （ 現場事務所の 設置、 資機材の搬入　 　 　 　 　 請負契約締結の 日か ら 、 ( ・ 現場施工に着手する ま で（ 現場事務所の 設置、 資機材の 搬入　 　 　 　 　 請負契約締結の 日か ら 、 ( ・ 現場施工に着手する ま で （ 現場事務所の 設置、 資機材の搬入　 　 　 　 　 請負契約締結の 日か ら 、 ( ・ 現場施工に着手する ま で（ 現場事務所の 設置、 資機材の 搬入　 　 　 　 　 請負契約締結の 日か ら 、 ( ・ 現場施工に着手する ま で （ 現場事務所の 設置、 資機材の搬入　 　 　 　 　 請負契約締結の 日か ら 、 ( ・ 現場施工に着手する ま で （ 現場事務所の 設置、 資機材の搬入

　 　 　 　 　 主任技術者又は 監理技術者の専任を 要し な いも のと する 。　 　 　 　 　 主任技術者又は 監理技術者の専任を 要し な いも のと する 。　 　 　 　 　 主任技術者又は 監理技術者の専任を 要し な いも のと する 。　 　 　 　 　 主任技術者又は 監理技術者の専任を 要し な いも のと する 。　 　 　 　 　 主任技術者又は 監理技術者の専任を 要し な いも のと する 。　 　 　 　 　 主任技術者又は 監理技術者の専任を 要し な いも のと する 。　 　 　 　 　 主任技術者又は 監理技術者の専任を 要し な いも のと する 。

　 　 　 ２ 　 専任期間の 終期　 　 　 ２ 　 専任期間の終期　 　 　 ２ 　 専任期間の 終期　 　 　 ２ 　 専任期間の終期　 　 　 ２ 　 専任期間の 終期　 　 　 ２ 　 専任期間の終期　 　 　 ２ 　 専任期間の 終期

　 　 　 　 　 工事完成後、 検査が 終了し （ 発注者の都合によ り 検査が遅延し た 場合は 除く 。 ） 、 事務手続き 、　 　 　 　 　 工事完成後、 検査が 終了し （ 発注者の都合によ り 検査が遅延し た 場合は 除く 。 ） 、 事務手続き 、　 　 　 　 　 工事完成後、 検査が 終了し （ 発注者の都合によ り 検査が遅延し た 場合は 除く 。 ） 、 事務手続き 、　 　 　 　 　 工事完成後、 検査が 終了し （ 発注者の都合によ り 検査が遅延し た 場合は 除く 。 ） 、 事務手続き 、　 　 　 　 　 工事完成後、 検査が 終了し （ 発注者の都合によ り 検査が遅延し た 場合は 除く 。 ） 、 事務手続き 、　 　 　 　 　 工事完成後、 検査が 終了し （ 発注者の都合によ り 検査が遅延し た 場合は 除く 。 ） 、 事務手続き 、　 　 　 　 　 工事完成後、 検査が 終了し （ 発注者の都合によ り 検査が遅延し た 場合は 除く 。 ） 、 事務手続き 、

　 　 　 　 　 後片付け の みが残っ て いる 場合は 、 主任技術者又は監理技術者の 専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 後片付け のみが残っ て いる 場合は 、 主任技術者又は監理技術者の 専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 後片付け の みが残っ て いる 場合は 、 主任技術者又は監理技術者の 専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 後片付け のみが残っ て いる 場合は 、 主任技術者又は監理技術者の 専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 後片付け の みが残っ て いる 場合は 、 主任技術者又は監理技術者の 専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 後片付け のみが残っ て いる 場合は 、 主任技術者又は監理技術者の 専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 後片付け の みが残っ て いる 場合は 、 主任技術者又は監理技術者の 専任を 要し な いも の と する 。

　 　 　 ３ 　 専任期間の 中断　 　 　 ３ 　 専任期間の中断　 　 　 ３ 　 専任期間の 中断　 　 　 ３ 　 専任期間の中断　 　 　 ３ 　 専任期間の 中断　 　 　 ３ 　 専任期間の中断　 　 　 ３ 　 専任期間の 中断

　 　 　 　 　 自然災害の 発生又は 埋蔵文化財調査等に よ り 発注者か ら の通知に よ り 、　 　 　 　 　 自然災害の発生又は 埋蔵文化財調査等に よ り 発注者か ら の通知に よ り 、　 　 　 　 　 自然災害の 発生又は 埋蔵文化財調査等に よ り 発注者か ら の通知に よ り 、　 　 　 　 　 自然災害の発生又は 埋蔵文化財調査等に よ り 発注者か ら の通知に よ り 、　 　 　 　 　 自然災害の 発生又は 埋蔵文化財調査等に よ り 発注者か ら の通知に よ り 、　 　 　 　 　 自然災害の発生又は 埋蔵文化財調査等に よ り 発注者か ら の通知に よ り 、　 　 　 　 　 自然災害の 発生又は 埋蔵文化財調査等に よ り 発注者か ら の通知に よ り 、

　 　 　 　 　 工事を 全面的に 一時中止に し て い る 場合は、 主任技術者又は監理技術者の専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 工事を 全面的に 一時中止に し て い る 場合は、 主任技術者又は監理技術者の専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 工事を 全面的に 一時中止に し て い る 場合は、 主任技術者又は監理技術者の専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 工事を 全面的に 一時中止に し て い る 場合は、 主任技術者又は監理技術者の専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 工事を 全面的に 一時中止に し て い る 場合は、 主任技術者又は監理技術者の専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 工事を 全面的に 一時中止に し て い る 場合は、 主任技術者又は監理技術者の専任を 要し な いも の と する 。　 　 　 　 　 工事を 全面的に 一時中止に し て い る 場合は、 主任技術者又は監理技術者の専任を 要し な いも の と する 。

１ . ７ 　 建物概要１ . ７ 　 建物概要１ . ７ 　 建物概要１ . ７ 　 建物概要１ . ７ 　 建物概要１ . ７ 　 建物概要１ . ７ 　 建物概要

　 すべて 受注者の 負担と し 、 構内に つく る こ と が で き る 。　 すべて 受注者の 負担と し 、 構内に つく る こ と が で き る 。　 すべて 受注者の 負担と し 、 構内に つく る こ と が で き る 。　 すべて 受注者の 負担と し 、 構内に つく る こ と が で き る 。　 すべて 受注者の 負担と し 、 構内に つく る こ と が で き る 。　 すべて 受注者の 負担と し 、 構内に つく る こ と が で き る 。　 すべて 受注者の 負担と し 、 構内に つく る こ と が で き る 。

　 ※別契約の関連工事の 受注者が定着し た も のは 無償で 使用で き る 。　 ※別契約の関連工事の 受注者が定着し た も のは 無償で 使用で き る 。　 ※別契約の関連工事の 受注者が定着し た も のは 無償で 使用で き る 。　 ※別契約の関連工事の 受注者が定着し た も のは 無償で 使用で き る 。　 ※別契約の関連工事の 受注者が定着し た も のは 無償で 使用で き る 。　 ※別契約の関連工事の 受注者が定着し た も のは 無償で 使用で き る 。　 ※別契約の関連工事の 受注者が定着し た も のは 無償で 使用で き る 。

　 ・ 本工事と する 。　 ・ 本工事と する 。　 ・ 本工事と する 。　 ・ 本工事と する 。　 ・ 本工事と する 。　 ・ 本工事と する 。　 ・ 本工事と する 。

　 　 　 塗装　 　 　 塗装　 　 　 塗装　 　 　 塗装　 　 　 塗装　 　 　 塗装　 　 　 塗装

ま た 、 屋外で 溶融亜鉛メ ッ キ 電線管を 使用する 場合は 、 塗装を 行わな い 。ま た 、 屋外で 溶融亜鉛メ ッ キ 電線管を 使用する 場合は、 塗装を 行わな い 。ま た 、 屋外で 溶融亜鉛メ ッ キ 電線管を 使用する 場合は 、 塗装を 行わな い 。ま た 、 屋外で 溶融亜鉛メ ッ キ 電線管を 使用する 場合は、 塗装を 行わな い 。ま た 、 屋外で 溶融亜鉛メ ッ キ 電線管を 使用する 場合は 、 塗装を 行わな い 。ま た 、 屋外で 溶融亜鉛メ ッ キ 電線管を 使用する 場合は、 塗装を 行わな い 。ま た 、 屋外で 溶融亜鉛メ ッ キ 電線管を 使用する 場合は 、 塗装を 行わな い 。

　 　  敷き 均し 土　 　  　 　  敷き 均し 土　 　  　 　  敷き 均し 土　 　  　 　  敷き 均し 土　 　  　 　  敷き 均し 土　 　  　 　  敷き 均し 土　 　  　 　  敷き 均し 土　 　  　 　  　 　 　 管　 　 種　 　 別　 　 　 　 　 　　 　  　 　 　 管　 　 種　 　 別　 　 　 　 　 　　 　  　 　 　 管　 　 種　 　 別　 　 　 　 　 　　 　  　 　 　 管　 　 種　 　 別　 　 　 　 　 　　 　  　 　 　 管　 　 種　 　 別　 　 　 　 　 　　 　  　 　 　 管　 　 種　 　 別　 　 　 　 　 　　 　  　 　 　 管　 　 種　 　 別　 　 　 　 　 　

（ １ ） 管路等の敷設に伴う 敷き 均し 土は 、 標準仕様書のほ か下記及び図面特記（ １ ） 管路等の敷設に伴う 敷き 均し 土は 、 標準仕様書の ほ か下記及び図面特記（ １ ） 管路等の敷設に伴う 敷き 均し 土は 、 標準仕様書のほ か下記及び図面特記（ １ ） 管路等の敷設に伴う 敷き 均し 土は 、 標準仕様書の ほ か下記及び図面特記（ １ ） 管路等の敷設に伴う 敷き 均し 土は 、 標準仕様書のほ か下記及び図面特記（ １ ） 管路等の敷設に伴う 敷き 均し 土は 、 標準仕様書の ほ か下記及び図面特記（ １ ） 管路等の敷設に伴う 敷き 均し 土は 、 標準仕様書のほ か下記及び図面特記

　 露出配管は 原則と し て 塗装を 行う 。 た だし 、 機械室、 倉庫等の 露出配管は 塗　 露出配管は 原則と し て 塗装を 行う 。 た だし 、 機械室、 倉庫等の 露出配管は 塗　 露出配管は 原則と し て 塗装を 行う 。 た だし 、 機械室、 倉庫等の 露出配管は 塗　 露出配管は 原則と し て 塗装を 行う 。 た だし 、 機械室、 倉庫等の 露出配管は 塗　 露出配管は 原則と し て 塗装を 行う 。 た だし 、 機械室、 倉庫等の 露出配管は 塗　 露出配管は 原則と し て 塗装を 行う 。 た だし 、 機械室、 倉庫等の 露出配管は 塗　 露出配管は 原則と し て 塗装を 行う 。 た だし 、 機械室、 倉庫等の 露出配管は 塗

装を 行わ な い 。装を 行わ な い 。装を 行わ な い 。装を 行わ な い 。装を 行わ な い 。装を 行わ な い 。装を 行わ な い 。

　 　 によ る 。　 　 によ る 。　 　 によ る 。　 　 によ る 。　 　 によ る 。　 　 によ る 。　 　 によ る 。

（ ２ ） 地中電線路には 、 ケ ーブ ル埋設標及び標識シ ート を 設け る 。 た だし 、 低（ ２ ） 地中電線路には 、 ケ ーブ ル埋設標及び標識シ ート を 設け る 。 た だ し 、 低（ ２ ） 地中電線路には 、 ケ ーブ ル埋設標及び標識シ ート を 設け る 。 た だし 、 低（ ２ ） 地中電線路には 、 ケ ーブ ル埋設標及び標識シ ート を 設け る 。 た だ し 、 低（ ２ ） 地中電線路には 、 ケ ーブ ル埋設標及び標識シ ート を 設け る 。 た だし 、 低（ ２ ） 地中電線路には 、 ケ ーブ ル埋設標及び標識シ ート を 設け る 。 た だ し 、 低（ ２ ） 地中電線路には 、 ケ ーブ ル埋設標及び標識シ ート を 設け る 。 た だし 、 低

　 　 圧・ 弱電回路の 標識シ ート は 図面特記によ る 。　 　 圧・ 弱電回路の 標識シ ート は 図面特記によ る 。　 　 圧・ 弱電回路の 標識シ ート は 図面特記によ る 。　 　 圧・ 弱電回路の 標識シ ート は 図面特記によ る 。　 　 圧・ 弱電回路の 標識シ ート は 図面特記によ る 。　 　 圧・ 弱電回路の 標識シ ート は 図面特記によ る 。　 　 圧・ 弱電回路の 標識シ ート は 図面特記によ る 。

 　 　  良質土　 　 　   　 　  良質土　 　 　   　 　  良質土　 　 　   　 　  良質土　 　 　   　 　  良質土　 　 　   　 　  良質土　 　 　   　 　  良質土　 　 　  

　 　 硬質ビ ニ ル電線管（ VE）　 　 硬質ビ ニ ル電線管（ VE）　 　 硬質ビ ニ ル電線管（ VE）　 　 硬質ビ ニ ル電線管（ VE）　 　 硬質ビ ニ ル電線管（ VE）　 　 硬質ビ ニ ル電線管（ VE）　 　 硬質ビ ニ ル電線管（ VE）

　 　 耐衝撃性塩化ビ ニ ル管（ HI VE）　 　 耐衝撃性塩化ビ ニ ル管（ HI VE）　 　 耐衝撃性塩化ビ ニ ル管（ HI VE）　 　 耐衝撃性塩化ビ ニ ル管（ HI VE）　 　 耐衝撃性塩化ビ ニ ル管（ HI VE）　 　 耐衝撃性塩化ビ ニ ル管（ HI VE）　 　 耐衝撃性塩化ビ ニ ル管（ HI VE）

　 　 波付硬質合成樹脂管（ FEP）　 　 波付硬質合成樹脂管（ FEP）　 　 波付硬質合成樹脂管（ FEP）　 　 波付硬質合成樹脂管（ FEP）　 　 波付硬質合成樹脂管（ FEP）　 　 波付硬質合成樹脂管（ FEP）　 　 波付硬質合成樹脂管（ FEP）

　 　 ポ リ エ チレ ン 被覆鋼管（ PLP）　 　 ポ リ エ チ レ ン 被覆鋼管（ PLP）　 　 ポ リ エ チレ ン 被覆鋼管（ PLP）　 　 ポ リ エ チ レ ン 被覆鋼管（ PLP）　 　 ポ リ エ チレ ン 被覆鋼管（ PLP）　 　 ポ リ エ チ レ ン 被覆鋼管（ PLP）　 　 ポ リ エ チレ ン 被覆鋼管（ PLP）

　 本工事に 必要な 電力及び水な ど の費用は、 受注者の負担と する 。　 本工事に必要な 電力及び水な ど の費用は、 受注者の負担と する 。　 本工事に 必要な 電力及び水な ど の費用は、 受注者の負担と する 。　 本工事に必要な 電力及び水な ど の費用は、 受注者の負担と する 。　 本工事に 必要な 電力及び水な ど の費用は、 受注者の負担と する 。　 本工事に必要な 電力及び水な ど の費用は、 受注者の負担と する 。　 本工事に 必要な 電力及び水な ど の費用は、 受注者の負担と する 。

　 本工事で 　 ・ 設け る （ 規模　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 ※設け な い　 本工事で 　 ・ 設け る （ 規模　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 ※設け な い　 本工事で 　 ・ 設け る （ 規模　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 ※設け な い　 本工事で 　 ・ 設け る （ 規模　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 ※設け な い　 本工事で 　 ・ 設け る （ 規模　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 ※設け な い　 本工事で 　 ・ 設け る （ 規模　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 ※設け な い　 本工事で 　 ・ 設け る （ 規模　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 ※設け な い

　 受注者は工事目的物及び工事材料について 工事完成期日後１ ４ 日ま で 、 こ れを　 受注者は工事目的物及び工事材料について 工事完成期日後１ ４ 日ま で 、 こ れを　 受注者は工事目的物及び工事材料について 工事完成期日後１ ４ 日ま で 、 こ れを　 受注者は工事目的物及び工事材料について 工事完成期日後１ ４ 日ま で 、 こ れを　 受注者は工事目的物及び工事材料について 工事完成期日後１ ４ 日ま で 、 こ れを　 受注者は工事目的物及び工事材料について 工事完成期日後１ ４ 日ま で 、 こ れを　 受注者は工事目的物及び工事材料について 工事完成期日後１ ４ 日ま で 、 こ れを

る 。る 。る 。る 。る 。る 。る 。
火災が保障対象に な っ て い る 組立保険等にかけ て 、 証書の 写し を 監督員に提出す火災が保障対象に な っ て い る 組立保険等にかけ て 、 証書の 写し を 監督員に提出す火災が保障対象に な っ て い る 組立保険等にかけ て 、 証書の 写し を 監督員に提出す火災が保障対象に な っ て い る 組立保険等にかけ て 、 証書の 写し を 監督員に提出す火災が保障対象に な っ て い る 組立保険等にかけ て 、 証書の 写し を 監督員に提出す火災が保障対象に な っ て い る 組立保険等にかけ て 、 証書の 写し を 監督員に提出す火災が保障対象に な っ て い る 組立保険等にかけ て 、 証書の 写し を 監督員に提出す
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・  印と  ※ 印の付い た 場合は、 共に適用する 。 ）・  印と  ※ 印の付い た 場合は、 共に 適用する 。 ）・  印と  ※ 印の付い た 場合は、 共に適用する 。 ）・  印と  ※ 印の付い た 場合は、 共に 適用する 。 ）・  印と  ※ 印の付い た 場合は、 共に適用する 。 ）・  印と  ※ 印の付い た 場合は、 共に 適用する 。 ）・  印と  ※ 印の付い た 場合は、 共に適用する 。 ）

項　 　 　 　 　 目項　 　 　 　 　 目項　 　 　 　 　 目項　 　 　 　 　 目項　 　 　 　 　 目項　 　 　 　 　 目項　 　 　 　 　 目 特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項

（ ２ ） 機械設備工事及び建築工事を 本工事に含む場合は 、 それぞ れの 特別共通仕様書及び標準仕様書等を 適用する 。（ ２ ） 機械設備工事及び建築工事を 本工事に含む場合は、 それぞ れの 特別共通仕様書及び標準仕様書等を 適用する 。（ ２ ） 機械設備工事及び建築工事を 本工事に含む場合は 、 それぞ れの 特別共通仕様書及び標準仕様書等を 適用する 。（ ２ ） 機械設備工事及び建築工事を 本工事に含む場合は、 それぞ れの 特別共通仕様書及び標準仕様書等を 適用する 。（ ２ ） 機械設備工事及び建築工事を 本工事に含む場合は 、 それぞ れの 特別共通仕様書及び標準仕様書等を 適用する 。（ ２ ） 機械設備工事及び建築工事を 本工事に含む場合は、 それぞ れの 特別共通仕様書及び標準仕様書等を 適用する 。（ ２ ） 機械設備工事及び建築工事を 本工事に含む場合は 、 それぞれの 特別共通仕様書及び標準仕様書等を 適用する 。

（ ３ ） 法令・ 基準・ 仕様書等は 、 原則と し て 施工時において 最新のも のを 適用する 。（ ３ ） 法令・ 基準・ 仕様書等は、 原則と し て 施工時に おいて 最新のも の を 適用する 。（ ３ ） 法令・ 基準・ 仕様書等は 、 原則と し て 施工時において 最新のも のを 適用する 。（ ３ ） 法令・ 基準・ 仕様書等は、 原則と し て 施工時に おいて 最新のも の を 適用する 。（ ３ ） 法令・ 基準・ 仕様書等は 、 原則と し て 施工時において 最新のも のを 適用する 。（ ３ ） 法令・ 基準・ 仕様書等は、 原則と し て 施工時に おいて 最新のも の を 適用する 。（ ３ ） 法令・ 基準・ 仕様書等は 、 原則と し て 施工時に おいて 最新のも の を 適用する 。

と する 。 な お、 資材名、 製造所名およ び発注先を 記載し た 報告書を 監督員に提と する 。 な お、 資材名、 製造所名およ び発注先を 記載し た 報告書を 監督員に提と する 。 な お、 資材名、 製造所名およ び発注先を 記載し た 報告書を 監督員に提と する 。 な お、 資材名、 製造所名およ び発注先を 記載し た 報告書を 監督員に提と する 。 な お、 資材名、 製造所名およ び発注先を 記載し た 報告書を 監督員に提と する 。 な お、 資材名、 製造所名およ び発注先を 記載し た 報告書を 監督員に提と する 。 な お、 資材名、 製造所名およ び発注先を 記載し た 報告書を 監督員に提

出し 承諾を 受け る も の と する 。出し 承諾を 受け る も の と する 。出し 承諾を 受け る も の と する 。出し 承諾を 受け る も の と する 。出し 承諾を 受け る も の と する 。出し 承諾を 受け る も の と する 。出し 承諾を 受け る も の と する 。

　 使用機材等について は、 ア ス ベス ト 含有の 有無を 確認し 、 ア ス ベス ト を 含む　 使用機材等につい て は、 ア ス ベス ト 含有の 有無を 確認し 、 ア ス ベス ト を 含む　 使用機材等について は、 ア ス ベス ト 含有の 有無を 確認し 、 ア ス ベス ト を 含む　 使用機材等につい て は、 ア ス ベス ト 含有の 有無を 確認し 、 ア ス ベス ト を 含む　 使用機材等について は、 ア ス ベス ト 含有の 有無を 確認し 、 ア ス ベス ト を 含む　 使用機材等につい て は、 ア ス ベス ト 含有の 有無を 確認し 、 ア ス ベス ト を 含む　 使用機材等につい て は、 ア ス ベス ト 含有の 有無を 確認し 、 ア ス ベス ト を 含む

機材等は使用し な いこ と 。機材等は使用し な い こ と 。機材等は使用し な いこ と 。機材等は使用し な い こ と 。機材等は使用し な いこ と 。機材等は使用し な い こ と 。機材等は使用し な い こ と 。
　 「 国等によ る 環境物品等の 調達の推進等に 関する 法律」 に 基づく 特定調達品　 「 国等によ る 環境物品等の調達の推進等に 関する 法律」 に基づく 特定調達品　 「 国等によ る 環境物品等の 調達の推進等に 関する 法律」 に 基づく 特定調達品　 「 国等によ る 環境物品等の調達の推進等に 関する 法律」 に基づく 特定調達品　 「 国等によ る 環境物品等の 調達の推進等に 関する 法律」 に 基づく 特定調達品　 「 国等によ る 環境物品等の調達の推進等に 関する 法律」 に基づく 特定調達品　 「 国等によ る 環境物品等の調達の推進等に 関する 法律」 に基づく 特定調達品
目に該当する 機材を 使用する 場合は、 原則と し て 、 そ の判断の基準、 配慮事項目に 該当する 機材を 使用する 場合は、 原則と し て 、 そ の判断の基準、 配慮事項目に該当する 機材を 使用する 場合は、 原則と し て 、 そ の判断の基準、 配慮事項目に 該当する 機材を 使用する 場合は、 原則と し て 、 そ の判断の基準、 配慮事項目に該当する 機材を 使用する 場合は、 原則と し て 、 そ の判断の基準、 配慮事項目に 該当する 機材を 使用する 場合は、 原則と し て 、 そ の判断の基準、 配慮事項目に 該当する 機材を 使用する 場合は、 原則と し て 、 そ の判断の基準、 配慮事項
を 満た すこ と 。を 満た すこ と 。を 満た すこ と 。を 満た すこ と 。を 満た すこ と 。を 満た すこ と 。を 満た すこ と 。
　 調達する 工事材料は 、 埼玉県産と する よ う 努め る も の と する 。　 調達する 工事材料は 、 埼玉県産と する よ う 努める も の と する 。　 調達する 工事材料は 、 埼玉県産と する よ う 努め る も の と する 。　 調達する 工事材料は 、 埼玉県産と する よ う 努める も の と する 。　 調達する 工事材料は 、 埼玉県産と する よ う 努め る も の と する 。　 調達する 工事材料は 、 埼玉県産と する よ う 努める も の と する 。　 調達する 工事材料は 、 埼玉県産と する よ う 努める も の と する 。

　 ・ 上記以外の時間に 施工する 場合は事前に 監督員と 協議する こ と 。　 ・ 上記以外の時間に 施工する 場合は事前に 監督員と 協議する こ と 。　 ・ 上記以外の時間に 施工する 場合は事前に 監督員と 協議する こ と 。　 ・ 上記以外の時間に 施工する 場合は事前に 監督員と 協議する こ と 。　 ・ 上記以外の時間に 施工する 場合は事前に 監督員と 協議する こ と 。　 ・ 上記以外の時間に 施工する 場合は事前に 監督員と 協議する こ と 。　 ・ 上記以外の時間に 施工する 場合は事前に 監督員と 協議する こ と 。

　 ※行政機関の休日に 関する 法律（ S63第91号） に定め る 行政機関の休日以外。　 ※行政機関の休日に 関する 法律（ S63第91号） に定め る 行政機関の休日以外。　 ※行政機関の休日に 関する 法律（ S63第91号） に定め る 行政機関の休日以外。　 ※行政機関の休日に 関する 法律（ S63第91号） に定め る 行政機関の休日以外。　 ※行政機関の休日に 関する 法律（ S63第91号） に定め る 行政機関の休日以外。　 ※行政機関の休日に 関する 法律（ S63第91号） に定め る 行政機関の休日以外。　 ※行政機関の休日に 関する 法律（ S63第91号） に定め る 行政機関の休日以外。

施工時間施工時間施工時間施工時間施工時間施工時間施工時間

３ 　 工事用電力・ 水３ 　 工事用電力・ 水３ 　 工事用電力・ 水３ 　 工事用電力・ 水３ 　 工事用電力・ 水３ 　 工事用電力・ 水３ 　 工事用電力・ 水

２ 　 施工条件２ 　 施工条件２ 　 施工条件２ 　 施工条件２ 　 施工条件２ 　 施工条件２ 　 施工条件

１ 　 機材等１ 　 機材等１ 　 機材等１ 　 機材等１ 　 機材等１ 　 機材等１ 　 機材等

４ 　 工事用仮設物４ 　 工事用仮設物４ 　 工事用仮設物４ 　 工事用仮設物４ 　 工事用仮設物４ 　 工事用仮設物４ 　 工事用仮設物

５ 　 足場・ さ ん ばし 類５ 　 足場・ さ んばし 類５ 　 足場・ さ ん ばし 類５ 　 足場・ さ んばし 類５ 　 足場・ さ ん ばし 類５ 　 足場・ さ んばし 類５ 　 足場・ さ んばし 類

６ 　 監督員事務所６ 　 監督員事務所６ 　 監督員事務所６ 　 監督員事務所６ 　 監督員事務所６ 　 監督員事務所６ 　 監督員事務所

７ 　 保　 　 険７ 　 保　 　 険７ 　 保　 　 険７ 　 保　 　 険７ 　 保　 　 険７ 　 保　 　 険７ 　 保　 　 険

１ ４ 　 地中電線路１ ４ 　 地中電線路１ ４ 　 地中電線路１ ４ 　 地中電線路１ ４ 　 地中電線路１ ４ 　 地中電線路１ ４ 　 地中電線路

１ 　 工事概要１ 　 工事概要１ 　 工事概要１ 　 工事概要１ 　 工事概要１ 　 工事概要１ 　 工事概要

１ . ３ 　 工　 　 期　１ . ３ 　 工　 　 期　１ . ３ 　 工　 　 期　１ . ３ 　 工　 　 期　１ . ３ 　 工　 　 期　１ . ３ 　 工　 　 期　１ . ３ 　 工　 　 期　

１ . ２ 　 工事場所１ . ２ 　 工事場所１ . ２ 　 工事場所１ . ２ 　 工事場所１ . ２ 　 工事場所１ . ２ 　 工事場所１ . ２ 　 工事場所
１ . １ 　 工 事 名１ . １ 　 工 事 名１ . １ 　 工 事 名１ . １ 　 工 事 名１ . １ 　 工 事 名１ . １ 　 工 事 名１ . １ 　 工 事 名

　 湿気の 多い 場所、 水を 使用する 場所及び屋外は 、 圧着接続し 自己融着テ ープ　 湿気の 多い 場所、 水を 使用する 場所及び屋外は、 圧着接続し 自己融着テ ープ　 湿気の 多い 場所、 水を 使用する 場所及び屋外は 、 圧着接続し 自己融着テ ープ　 湿気の 多い 場所、 水を 使用する 場所及び屋外は、 圧着接続し 自己融着テ ープ　 湿気の 多い 場所、 水を 使用する 場所及び屋外は 、 圧着接続し 自己融着テ ープ　 湿気の 多い 場所、 水を 使用する 場所及び屋外は、 圧着接続し 自己融着テ ープ　 湿気の 多い 場所、 水を 使用する 場所及び屋外は 、 圧着接続し 自己融着テ ープ

　 上記以外の 場所に おいて は、 屋内配線用電線コ ネ ク タ に よ る 接続を し て も よ　 上記以外の 場所に おい て は、 屋内配線用電線コ ネ ク タ に よ る 接続を し て も よ　 上記以外の 場所に おいて は、 屋内配線用電線コ ネ ク タ に よ る 接続を し て も よ　 上記以外の 場所に おい て は、 屋内配線用電線コ ネ ク タ に よ る 接続を し て も よ　 上記以外の 場所に おいて は、 屋内配線用電線コ ネ ク タ に よ る 接続を し て も よ　 上記以外の 場所に おい て は、 屋内配線用電線コ ネ ク タ に よ る 接続を し て も よ　 上記以外の 場所に おいて は、 屋内配線用電線コ ネ ク タ に よ る 接続を し て も よ

い 。 た だ し 、 接続は ボ ッ ク ス 内と する 。い 。 た だ し 、 接続は ボッ ク ス 内と する 。い 。 た だ し 、 接続は ボ ッ ク ス 内と する 。い 。 た だ し 、 接続は ボッ ク ス 内と する 。い 。 た だ し 、 接続は ボ ッ ク ス 内と する 。い 。 た だ し 、 接続は ボッ ク ス 内と する 。い 。 た だ し 、 接続は ボ ッ ク ス 内と する 。

し た ねじ な し 工法と し て も よ い 。し た ねじ な し 工法と し て も よ い。し た ねじ な し 工法と し て も よ い 。し た ねじ な し 工法と し て も よ い。し た ねじ な し 工法と し て も よ い 。し た ねじ な し 工法と し て も よ い。し た ねじ な し 工法と し て も よ い 。

　 屋外に おけ る ケ ーブルの 保護管に用い る 厚鋼電線管の接続は 、 防水処置を 施　 屋外に おけ る ケ ーブルの 保護管に用い る 厚鋼電線管の 接続は、 防水処置を 施　 屋外に おけ る ケ ーブルの 保護管に用い る 厚鋼電線管の接続は 、 防水処置を 施　 屋外に おけ る ケ ーブルの 保護管に用い る 厚鋼電線管の 接続は、 防水処置を 施　 屋外に おけ る ケ ーブルの 保護管に用い る 厚鋼電線管の接続は 、 防水処置を 施　 屋外に おけ る ケ ーブルの 保護管に用い る 厚鋼電線管の 接続は、 防水処置を 施　 屋外に おけ る ケ ーブルの 保護管に用い る 厚鋼電線管の接続は 、 防水処置を 施

を 巻き 付け た う え で 絶縁テ ープ 巻き と する 。を 巻き 付け た う え で 絶縁テ ープ巻き と する 。を 巻き 付け た う え で 絶縁テ ープ 巻き と する 。を 巻き 付け た う え で 絶縁テ ープ巻き と する 。を 巻き 付け た う え で 絶縁テ ープ 巻き と する 。を 巻き 付け た う え で 絶縁テ ープ巻き と する 。を 巻き 付け た う え で 絶縁テ ープ 巻き と する 。

１ ６ 　 電線の接続１ ６ 　 電線の接続１ ６ 　 電線の接続１ ６ 　 電線の接続１ ６ 　 電線の接続１ ６ 　 電線の接続１ ６ 　 電線の接続

１ ７ 　 電線管の 接続１ ７ 　 電線管の 接続１ ７ 　 電線管の 接続１ ７ 　 電線管の 接続１ ７ 　 電線管の 接続１ ７ 　 電線管の 接続１ ７ 　 電線管の 接続

（ ３ ） 地中電線路の敷設は 管路式と し 、 埋設深さ は地表面（ 舗装する 部分で は（ ３ ） 地中電線路の敷設は 管路式と し 、 埋設深さ は地表面（ 舗装する 部分で は（ ３ ） 地中電線路の敷設は 管路式と し 、 埋設深さ は地表面（ 舗装する 部分で は（ ３ ） 地中電線路の敷設は 管路式と し 、 埋設深さ は地表面（ 舗装する 部分で は（ ３ ） 地中電線路の敷設は 管路式と し 、 埋設深さ は地表面（ 舗装する 部分で は（ ３ ） 地中電線路の敷設は 管路式と し 、 埋設深さ は地表面（ 舗装する 部分で は（ ３ ） 地中電線路の敷設は 管路式と し 、 埋設深さ は地表面（ 舗装する 部分で は

　 　 路盤材下面） か ら 配管の上端ま で 原則、 600mmと する 。 た だし 、 公道への　 　 路盤材下面） か ら 配管の上端ま で 原則、 600mmと する 。 た だし 、 公道への　 　 路盤材下面） か ら 配管の上端ま で 原則、 600mmと する 。 た だし 、 公道への　 　 路盤材下面） か ら 配管の上端ま で 原則、 600mmと する 。 た だし 、 公道への　 　 路盤材下面） か ら 配管の上端ま で 原則、 600mmと する 。 た だし 、 公道への　 　 路盤材下面） か ら 配管の上端ま で 原則、 600mmと する 。 た だし 、 公道への　 　 路盤材下面） か ら 配管の上端ま で 原則、 600mmと する 。 た だし 、 公道への

　 　 引込み管路等の 埋設深さ に ついて は 、 供給事業者と 協議の う え 決定する 。　 　 引込み管路等の 埋設深さ について は 、 供給事業者と 協議のう え 決定する 。　 　 引込み管路等の 埋設深さ に ついて は 、 供給事業者と 協議の う え 決定する 。　 　 引込み管路等の 埋設深さ について は 、 供給事業者と 協議のう え 決定する 。　 　 引込み管路等の 埋設深さ に ついて は 、 供給事業者と 協議の う え 決定する 。　 　 引込み管路等の 埋設深さ について は 、 供給事業者と 協議のう え 決定する 。　 　 引込み管路等の 埋設深さ に ついて は 、 供給事業者と 協議の う え 決定する 。

 　 　 　 現場施工期間 　 　 　 現場施工期間 　 　 　 現場施工期間 　 　 　 現場施工期間 　 　 　 現場施工期間 　 　 　 現場施工期間 　 　 　 現場施工期間
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現場施工期間は 、 施設管理者と の 調整によ り 変更する こ と が あ る 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現場施工期間は 、 施設管理者と の調整によ り 変更する こ と が あ る 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現場施工期間は 、 施設管理者と の 調整によ り 変更する こ と が あ る 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現場施工期間は 、 施設管理者と の調整によ り 変更する こ と が あ る 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現場施工期間は 、 施設管理者と の 調整によ り 変更する こ と が あ る 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現場施工期間は 、 施設管理者と の調整によ り 変更する こ と が あ る 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 現場施工期間は 、 施設管理者と の 調整によ り 変更する こ と が あ る 。

※処理に 先立ち 計画書を 提出し 、 処理後は調書を 提出する こ と 。※処理に 先立ち 計画書を 提出し 、 処理後は調書を 提出する こ と 。※処理に 先立ち 計画書を 提出し 、 処理後は調書を 提出する こ と 。※処理に 先立ち 計画書を 提出し 、 処理後は調書を 提出する こ と 。※処理に 先立ち 計画書を 提出し 、 処理後は調書を 提出する こ と 。※処理に 先立ち 計画書を 提出し 、 処理後は調書を 提出する こ と 。※処理に 先立ち 計画書を 提出し 、 処理後は調書を 提出する こ と 。
（ ４ ） 特別管理産業廃棄物　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ４ ） 特別管理産業廃棄物　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ４ ） 特別管理産業廃棄物　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ４ ） 特別管理産業廃棄物　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ４ ） 特別管理産業廃棄物　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ４ ） 特別管理産業廃棄物　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ４ ） 特別管理産業廃棄物　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）
　 蛍光管等は再資源化施設等に 搬入し 、 全て リ サ イ ク ルする も のと する 。　 蛍光管等は再資源化施設等に 搬入し 、 全て リ サ イ ク ルする も のと する 。　 蛍光管等は再資源化施設等に 搬入し 、 全て リ サ イ ク ルする も のと する 。　 蛍光管等は再資源化施設等に 搬入し 、 全て リ サ イ ク ルする も のと する 。　 蛍光管等は再資源化施設等に 搬入し 、 全て リ サ イ ク ルする も のと する 。　 蛍光管等は再資源化施設等に 搬入し 、 全て リ サ イ ク ルする も のと する 。　 蛍光管等は再資源化施設等に 搬入し 、 全て リ サ イ ク ルする も のと する 。

（ １ ） 引渡し を 要する も の 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ １ ） 引渡し を 要する も の 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ １ ） 引渡し を 要する も の 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ １ ） 引渡し を 要する も の 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ １ ） 引渡し を 要する も の 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ １ ） 引渡し を 要する も の 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ １ ） 引渡し を 要する も の 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）
（ 構外搬出処理費は 、 ※本工事　 ・ 別途）（ 構外搬出処理費は 、 ※本工事　 ・ 別途）（ 構外搬出処理費は 、 ※本工事　 ・ 別途）（ 構外搬出処理費は 、 ※本工事　 ・ 別途）（ 構外搬出処理費は 、 ※本工事　 ・ 別途）（ 構外搬出処理費は 、 ※本工事　 ・ 別途）（ 構外搬出処理費は 、 ※本工事　 ・ 別途）
　 引渡を 要する も の 以外は 構外に搬出し 、 適切に 処理する 。　 引渡を 要する も の 以外は 構外に搬出し 、 適切に 処理する 。　 引渡を 要する も の 以外は 構外に搬出し 、 適切に 処理する 。　 引渡を 要する も の 以外は 構外に搬出し 、 適切に 処理する 。　 引渡を 要する も の 以外は 構外に搬出し 、 適切に 処理する 。　 引渡を 要する も の 以外は 構外に搬出し 、 適切に 処理する 。　 引渡を 要する も の 以外は 構外に搬出し 、 適切に 処理する 。

（ ３ ） 再生資源化を 図る も の（ 蛍光管　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ３ ） 再生資源化を 図る も の（ 蛍光管　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ３ ） 再生資源化を 図る も の（ 蛍光管　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ３ ） 再生資源化を 図る も の（ 蛍光管　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ３ ） 再生資源化を 図る も の（ 蛍光管　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ３ ） 再生資源化を 図る も の（ 蛍光管　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）（ ３ ） 再生資源化を 図る も の（ 蛍光管　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）
（ ２ ） 買取処分を する も の 　 （ 銅屑・ 鉄屑　 　 　 　 　 　 　 ）（ ２ ） 買取処分を する も の 　 （ 銅屑・ 鉄屑　 　 　 　 　 　 　 ）（ ２ ） 買取処分を する も の 　 （ 銅屑・ 鉄屑　 　 　 　 　 　 　 ）（ ２ ） 買取処分を する も の 　 （ 銅屑・ 鉄屑　 　 　 　 　 　 　 ）（ ２ ） 買取処分を する も の 　 （ 銅屑・ 鉄屑　 　 　 　 　 　 　 ）（ ２ ） 買取処分を する も の 　 （ 銅屑・ 鉄屑　 　 　 　 　 　 　 ）（ ２ ） 買取処分を する も の 　 （ 銅屑・ 鉄屑　 　 　 　 　 　 　 ）

１ １ 　 発生材処理１ １ 　 発生材処理１ １ 　 発生材処理１ １ 　 発生材処理１ １ 　 発生材処理１ １ 　 発生材処理１ １ 　 発生材処理

　 　 法の適用　 　 法の 適用　 　 法の適用　 　 法の 適用　 　 法の適用　 　 法の 適用　 　 法の 適用
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　 ※　 適用する （ 契約金額によ る ） 　 ・ 　 適用し な い　 ※　 適用する （ 契約金額によ る ） 　 ・ 　 適用し な い　 ※　 適用する （ 契約金額によ る ） 　 ・ 　 適用し な い　 ※　 適用する （ 契約金額によ る ） 　 ・ 　 適用し な い　 ※　 適用する （ 契約金額によ る ） 　 ・ 　 適用し な い　 ※　 適用する （ 契約金額によ る ） 　 ・ 　 適用し な い　 ※　 適用する （ 契約金額によ る ） 　 ・ 　 適用し な い
９ 　 建設リ サイ ク ル９ 　 建設リ サ イ ク ル９ 　 建設リ サイ ク ル９ 　 建設リ サ イ ク ル９ 　 建設リ サイ ク ル９ 　 建設リ サ イ ク ル９ 　 建設リ サ イ ク ル

　 取外し 再使用機材は、 清掃及び絶縁抵抗測定等を 行い 、 機能が良好な こ と を　 取外し 再使用機材は、 清掃及び絶縁抵抗測定等を 行い 、 機能が良好な こ と を　 取外し 再使用機材は、 清掃及び絶縁抵抗測定等を 行い 、 機能が良好な こ と を　 取外し 再使用機材は、 清掃及び絶縁抵抗測定等を 行い 、 機能が良好な こ と を　 取外し 再使用機材は、 清掃及び絶縁抵抗測定等を 行い 、 機能が良好な こ と を　 取外し 再使用機材は、 清掃及び絶縁抵抗測定等を 行い 、 機能が良好な こ と を　 取外し 再使用機材は、 清掃及び絶縁抵抗測定等を 行い 、 機能が良好な こ と を

確認し た 上で 取付る 。 な お、 そ の測定結果表を 監督員に 提出する 。確認し た 上で 取付る 。 な お、 そ の測定結果表を 監督員に 提出する 。確認し た 上で 取付る 。 な お、 そ の測定結果表を 監督員に 提出する 。確認し た 上で 取付る 。 な お、 そ の測定結果表を 監督員に 提出する 。確認し た 上で 取付る 。 な お、 そ の測定結果表を 監督員に 提出する 。確認し た 上で 取付る 。 な お、 そ の測定結果表を 監督員に 提出する 。確認し た 上で 取付る 。 な お、 そ の測定結果表を 監督員に 提出する 。
８ 　 再使用機材８ 　 再使用機材８ 　 再使用機材８ 　 再使用機材８ 　 再使用機材８ 　 再使用機材８ 　 再使用機材

　 受注者は法定外の 労災保険に 付し 、 証書の写し 等を 監督員に 提出する 。　 受注者は法定外の 労災保険に 付し 、 証書の写し 等を 監督員に 提出する 。　 受注者は法定外の 労災保険に 付し 、 証書の写し 等を 監督員に 提出する 。　 受注者は法定外の 労災保険に 付し 、 証書の写し 等を 監督員に 提出する 。　 受注者は法定外の 労災保険に 付し 、 証書の写し 等を 監督員に 提出する 。　 受注者は法定外の 労災保険に 付し 、 証書の写し 等を 監督員に 提出する 。　 受注者は法定外の 労災保険に 付し 、 証書の写し 等を 監督員に 提出する 。

１ . ５ 　 指定部分　 　 　 ・  無　 　 ・ 有（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工期： 令和　 　 年　 　 月　 　 日）１ . ５ 　 指定部分　 　 　 ・  無　 　 ・ 有（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工期： 令和　 　 年　 　 月　 　 日）１ . ５ 　 指定部分　 　 　 ・  無　 　 ・ 有（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工期： 令和　 　 年　 　 月　 　 日）１ . ５ 　 指定部分　 　 　 ・  無　 　 ・ 有（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工期： 令和　 　 年　 　 月　 　 日）１ . ５ 　 指定部分　 　 　 ・  無　 　 ・ 有（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工期： 令和　 　 年　 　 月　 　 日）１ . ５ 　 指定部分　 　 　 ・  無　 　 ・ 有（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工期： 令和　 　 年　 　 月　 　 日）１ . ５ 　 指定部分　 　 　 ・  無　 　 ・ 有（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工期： 令和　 　 年　 　 月　 　 日）

　 　 　 　 　 又は仮設工事等が開始さ れる ま で ） の期間　 ・ 令和　 　 年　 　 月　 　 日ま で の期間） について は、　 　 　 　 　 又は仮設工事等が開始さ れる ま で ） の期間　 ・ 令和　 　 年　 　 月　 　 日ま で の 期間） について は、　 　 　 　 　 又は仮設工事等が開始さ れる ま で ） の期間　 ・ 令和　 　 年　 　 月　 　 日ま で の期間） について は、　 　 　 　 　 又は仮設工事等が開始さ れる ま で ） の期間　 ・ 令和　 　 年　 　 月　 　 日ま で の 期間） について は、　 　 　 　 　 又は仮設工事等が開始さ れる ま で ） の期間　 ・ 令和　 　 年　 　 月　 　 日ま で の期間） について は、　 　 　 　 　 又は仮設工事等が開始さ れる ま で ） の期間　 ・ 令和　 　 年　 　 月　 　 日ま で の 期間） について は、　 　 　 　 　 又は仮設工事等が開始さ れる ま で ） の期間　 ・ 令和　 　 年　 　 月　 　 日ま で の 期間） について は、

（ １ ） こ の工事は特記仕様書、 図面によ る ほ か、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書（ 以下「 特別共通仕様書」（ １ ） こ の工事は特記仕様書、 図面に よ る ほ か、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書（ 以下「 特別共通仕様書」（ １ ） こ の工事は特記仕様書、 図面によ る ほ か、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書（ 以下「 特別共通仕様書」（ １ ） こ の工事は特記仕様書、 図面に よ る ほ か、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書（ 以下「 特別共通仕様書」（ １ ） こ の工事は特記仕様書、 図面によ る ほ か、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書（ 以下「 特別共通仕様書」（ １ ） こ の工事は特記仕様書、 図面に よ る ほ か、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書（ 以下「 特別共通仕様書」（ １ ） こ の工事は特記仕様書、 図面に よ る ほ か、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書（ 以下「 特別共通仕様書」

　 　 　 な お、 市営住宅の 場合は、 公共住宅建設工事共通仕様書、 機材の 品質・ 性能基準を 最優先と する 。　 　 　 な お、 市営住宅の場合は、 公共住宅建設工事共通仕様書、 機材の品質・ 性能基準を 最優先と する 。　 　 　 な お、 市営住宅の 場合は、 公共住宅建設工事共通仕様書、 機材の 品質・ 性能基準を 最優先と する 。　 　 　 な お、 市営住宅の場合は、 公共住宅建設工事共通仕様書、 機材の品質・ 性能基準を 最優先と する 。　 　 　 な お、 市営住宅の 場合は、 公共住宅建設工事共通仕様書、 機材の 品質・ 性能基準を 最優先と する 。　 　 　 な お、 市営住宅の場合は、 公共住宅建設工事共通仕様書、 機材の品質・ 性能基準を 最優先と する 。　 　 　 な お、 市営住宅の場合は、 公共住宅建設工事共通仕様書、 機材の品質・ 性能基準を 最優先と する 。

　 完成図の表紙及び背表紙には 、 工事名、 受・ 発注者名、 完成年月を 記載する　 完成図の表紙及び背表紙には 、 工事名、 受・ 発注者名、 完成年月を 記載する　 完成図の表紙及び背表紙には 、 工事名、 受・ 発注者名、 完成年月を 記載する　 完成図の表紙及び背表紙には 、 工事名、 受・ 発注者名、 完成年月を 記載する　 完成図の表紙及び背表紙には 、 工事名、 受・ 発注者名、 完成年月を 記載する　 完成図の表紙及び背表紙には 、 工事名、 受・ 発注者名、 完成年月を 記載する　 完成図の表紙及び背表紙には 、 工事名、 受・ 発注者名、 完成年月を 記載する

こ と 。 ま た 、 完成図の中に 主要機器一覧表（ 名称、 製造者名、 形式、 容量又はこ と 。 ま た 、 完成図の中に 主要機器一覧表（ 名称、 製造者名、 形式、 容量又はこ と 。 ま た 、 完成図の中に 主要機器一覧表（ 名称、 製造者名、 形式、 容量又はこ と 。 ま た 、 完成図の中に 主要機器一覧表（ 名称、 製造者名、 形式、 容量又はこ と 。 ま た 、 完成図の中に 主要機器一覧表（ 名称、 製造者名、 形式、 容量又はこ と 。 ま た 、 完成図の中に 主要機器一覧表（ 名称、 製造者名、 形式、 容量又はこ と 。 ま た 、 完成図の中に 主要機器一覧表（ 名称、 製造者名、 形式、 容量又は

出力、 数量等） を 記載する こ と 。出力、 数量等） を 記載する こ と 。出力、 数量等） を 記載する こ と 。出力、 数量等） を 記載する こ と 。出力、 数量等） を 記載する こ と 。出力、 数量等） を 記載する こ と 。出力、 数量等） を 記載する こ と 。

※施工に先立ち 、 次の 施工計画書を 提出し 監督員の 承認を 受け る※施工に先立ち 、 次の 施工計画書を 提出し 監督員の承認を 受け る※施工に先立ち 、 次の 施工計画書を 提出し 監督員の 承認を 受け る※施工に先立ち 、 次の 施工計画書を 提出し 監督員の承認を 受け る※施工に先立ち 、 次の 施工計画書を 提出し 監督員の 承認を 受け る※施工に先立ち 、 次の 施工計画書を 提出し 監督員の承認を 受け る※施工に先立ち 、 次の 施工計画書を 提出し 監督員の 承認を 受け る

　 ※総合施工計画書（ 工程・ 品質・ 安全・ 環境配慮・ 仮設計画等を 含む）　 ※総合施工計画書（ 工程・ 品質・ 安全・ 環境配慮・ 仮設計画等を 含む）　 ※総合施工計画書（ 工程・ 品質・ 安全・ 環境配慮・ 仮設計画等を 含む）　 ※総合施工計画書（ 工程・ 品質・ 安全・ 環境配慮・ 仮設計画等を 含む）　 ※総合施工計画書（ 工程・ 品質・ 安全・ 環境配慮・ 仮設計画等を 含む）　 ※総合施工計画書（ 工程・ 品質・ 安全・ 環境配慮・ 仮設計画等を 含む）　 ※総合施工計画書（ 工程・ 品質・ 安全・ 環境配慮・ 仮設計画等を 含む）

　 　 ※工種別施工計画書　 　 ※工種別施工計画書　 　 ※工種別施工計画書　 　 ※工種別施工計画書　 　 ※工種別施工計画書　 　 ※工種別施工計画書　 　 ※工種別施工計画書
　 　 　 ・ 電力設備工事　 ・ 受変電設備工事　 ・ 電力貯蔵設備工事　 　 　 ・ 電力設備工事　 ・ 受変電設備工事　 ・ 電力貯蔵設備工事　 　 　 ・ 電力設備工事　 ・ 受変電設備工事　 ・ 電力貯蔵設備工事　 　 　 ・ 電力設備工事　 ・ 受変電設備工事　 ・ 電力貯蔵設備工事　 　 　 ・ 電力設備工事　 ・ 受変電設備工事　 ・ 電力貯蔵設備工事　 　 　 ・ 電力設備工事　 ・ 受変電設備工事　 ・ 電力貯蔵設備工事　 　 　 ・ 電力設備工事　 ・ 受変電設備工事　 ・ 電力貯蔵設備工事

　 　 　 ・ 発電設備工事　 ・ 通信、 情報設備工事　 ・ 中央監視制御設備工事　 　 　 ・ 発電設備工事　 ・ 通信、 情報設備工事　 ・ 中央監視制御設備工事　 　 　 ・ 発電設備工事　 ・ 通信、 情報設備工事　 ・ 中央監視制御設備工事　 　 　 ・ 発電設備工事　 ・ 通信、 情報設備工事　 ・ 中央監視制御設備工事　 　 　 ・ 発電設備工事　 ・ 通信、 情報設備工事　 ・ 中央監視制御設備工事　 　 　 ・ 発電設備工事　 ・ 通信、 情報設備工事　 ・ 中央監視制御設備工事　 　 　 ・ 発電設備工事　 ・ 通信、 情報設備工事　 ・ 中央監視制御設備工事

　 　 　 ・ 医療関係設備工事　 ・ 昇降機設備工事　 　 　 ・ 医療関係設備工事　 ・ 昇降機設備工事　 　 　 ・ 医療関係設備工事　 ・ 昇降機設備工事　 　 　 ・ 医療関係設備工事　 ・ 昇降機設備工事　 　 　 ・ 医療関係設備工事　 ・ 昇降機設備工事　 　 　 ・ 医療関係設備工事　 ・ 昇降機設備工事　 　 　 ・ 医療関係設備工事　 ・ 昇降機設備工事

　 　 　 ※その 他監督員が必要と 認め る も の　 　 　 ※そ の他監督員が必要と 認める も の　 　 　 ※その 他監督員が必要と 認め る も の　 　 　 ※そ の他監督員が必要と 認める も の　 　 　 ※その 他監督員が必要と 認め る も の　 　 　 ※そ の他監督員が必要と 認める も の　 　 　 ※その 他監督員が必要と 認め る も の

１ ８ 　 接地工事１ ８ 　 接地工事１ ８ 　 接地工事１ ８ 　 接地工事１ ８ 　 接地工事１ ８ 　 接地工事１ ８ 　 接地工事 　 漏電遮断機で 保護さ れて いる 電路と 保護さ れて い な い電路のＤ 種接地極が 共　 漏電遮断機で 保護さ れて いる 電路と 保護さ れて い な い電路のＤ 種接地極が 共　 漏電遮断機で 保護さ れて いる 電路と 保護さ れて い な い電路のＤ 種接地極が 共　 漏電遮断機で 保護さ れて いる 電路と 保護さ れて い な い電路のＤ 種接地極が 共　 漏電遮断機で 保護さ れて いる 電路と 保護さ れて い な い電路のＤ 種接地極が 共　 漏電遮断機で 保護さ れて いる 電路と 保護さ れて い な い電路のＤ 種接地極が 共　 漏電遮断機で 保護さ れて いる 電路と 保護さ れて い な い電路のＤ 種接地極が 共

用し て い な い 場合の 接地線は、 混触防止のた め 、 緑色、 緑／黄又は緑／色帯で用し て い な い場合の 接地線は、 混触防止の た め 、 緑色、 緑／黄又は緑／色帯で用し て い な い 場合の 接地線は、 混触防止のた め 、 緑色、 緑／黄又は緑／色帯で用し て い な い場合の 接地線は、 混触防止の た め 、 緑色、 緑／黄又は緑／色帯で用し て い な い 場合の 接地線は、 混触防止のた め 、 緑色、 緑／黄又は緑／色帯で用し て い な い場合の 接地線は、 混触防止の た め 、 緑色、 緑／黄又は緑／色帯で用し て い な い場合の 接地線は、 混触防止のた め 、 緑色、 緑／黄又は緑／色帯で
区別する 。区別する 。区別する 。区別する 。区別する 。区別する 。区別する 。

２ ６ 　 施工計画書２ ６ 　 施工計画書２ ６ 　 施工計画書２ ６ 　 施工計画書２ ６ 　 施工計画書２ ６ 　 施工計画書２ ６ 　 施工計画書

・ 　 燃料電池発電装置　 　 　 ・ 　 熱併給( ｺｰｼ゙ ｪﾈﾚｰｼｮﾝ) 発電装置・ 　 燃料電池発電装置　 　 　 ・ 　 熱併給( ｺｰｼ゙ ｪﾈﾚ ｼーｮﾝ) 発電装置・ 　 燃料電池発電装置　 　 　 ・ 　 熱併給( ｺｰｼ゙ ｪﾈﾚｰｼｮﾝ) 発電装置・ 　 燃料電池発電装置　 　 　 ・ 　 熱併給( ｺｰｼ゙ ｪﾈﾚ ｼーｮﾝ) 発電装置・ 　 燃料電池発電装置　 　 　 ・ 　 熱併給( ｺｰｼ゙ ｪﾈﾚｰｼｮﾝ) 発電装置・ 　 燃料電池発電装置　 　 　 ・ 　 熱併給( ｺｰｼ゙ ｪﾈﾚ ｼーｮﾝ) 発電装置・ 　 燃料電池発電装置　 　 　 ・ 　 熱併給( ｺｰｼ゙ ｪﾈﾚｰｼｮﾝ) 発電装置

・ 　 太陽光発電装置　 　 　 　 ・ 　 風力発電装置・ 　 太陽光発電装置　 　 　 　 ・ 　 風力発電装置・ 　 太陽光発電装置　 　 　 　 ・ 　 風力発電装置・ 　 太陽光発電装置　 　 　 　 ・ 　 風力発電装置・ 　 太陽光発電装置　 　 　 　 ・ 　 風力発電装置・ 　 太陽光発電装置　 　 　 　 ・ 　 風力発電装置・ 　 太陽光発電装置　 　 　 　 ・ 　 風力発電装置

・ 　 （ 概要）・ 　 （ 概要）・ 　 （ 概要）・ 　 （ 概要）・ 　 （ 概要）・ 　 （ 概要）・ 　 （ 概要）

・ 　 ガ ス タ ービ ン 発電装置　 ・ 　 マ イ ク ロ ガ ス タ ービ ン 発電装置・ 　 ガ ス タ ービ ン 発電装置　 ・ 　 マ イ ク ロ ガ ス タ ービ ン 発電装置・ 　 ガ ス タ ービ ン 発電装置　 ・ 　 マ イ ク ロ ガ ス タ ービ ン 発電装置・ 　 ガ ス タ ービ ン 発電装置　 ・ 　 マ イ ク ロ ガ ス タ ービ ン 発電装置・ 　 ガ ス タ ービ ン 発電装置　 ・ 　 マ イ ク ロ ガ ス タ ービ ン 発電装置・ 　 ガ ス タ ービ ン 発電装置　 ・ 　 マ イ ク ロ ガ ス タ ービ ン 発電装置・ 　 ガ ス タ ービ ン 発電装置　 ・ 　 マ イ ク ロ ガ ス タ ービ ン 発電装置
・ 　 ディ ーゼ ル発電装置　 　 ・ 　 ガ ス エ ン ジ ン 発電装置・ 　 ディ ーゼル発電装置　 　 ・ 　 ガ ス エ ン ジ ン 発電装置・ 　 ディ ーゼ ル発電装置　 　 ・ 　 ガ ス エ ン ジ ン 発電装置・ 　 ディ ーゼル発電装置　 　 ・ 　 ガ ス エ ン ジ ン 発電装置・ 　 ディ ーゼ ル発電装置　 　 ・ 　 ガ ス エ ン ジ ン 発電装置・ 　 ディ ーゼル発電装置　 　 ・ 　 ガ ス エ ン ジ ン 発電装置・ 　 ディ ーゼ ル発電装置　 　 ・ 　 ガ ス エ ン ジ ン 発電装置７ 　 発電設備７ 　 発電設備７ 　 発電設備７ 　 発電設備７ 　 発電設備７ 　 発電設備７ 　 発電設備

・ 直流電源装置　 　 ・ 交流無停電電源装置・ 直流電源装置　 　 ・ 交流無停電電源装置・ 直流電源装置　 　 ・ 交流無停電電源装置・ 直流電源装置　 　 ・ 交流無停電電源装置・ 直流電源装置　 　 ・ 交流無停電電源装置・ 直流電源装置　 　 ・ 交流無停電電源装置・ 直流電源装置　 　 ・ 交流無停電電源装置

・ （ 概要）・ （ 概要）・ （ 概要）・ （ 概要）・ （ 概要）・ （ 概要）・ （ 概要）
６ 　 電力貯蔵設備６ 　 電力貯蔵設備６ 　 電力貯蔵設備６ 　 電力貯蔵設備６ 　 電力貯蔵設備６ 　 電力貯蔵設備６ 　 電力貯蔵設備

ネ ッ ト ワ ーク 機器を 盤内等に 収納する 場合は 、 放熱、 耐塵等を 考慮する 。ネ ッ ト ワ ーク 機器を 盤内等に 収納する 場合は、 放熱、 耐塵等を 考慮する 。ネ ッ ト ワ ーク 機器を 盤内等に 収納する 場合は 、 放熱、 耐塵等を 考慮する 。ネ ッ ト ワ ーク 機器を 盤内等に 収納する 場合は、 放熱、 耐塵等を 考慮する 。ネ ッ ト ワ ーク 機器を 盤内等に 収納する 場合は 、 放熱、 耐塵等を 考慮する 。ネ ッ ト ワ ーク 機器を 盤内等に 収納する 場合は、 放熱、 耐塵等を 考慮する 。ネ ッ ト ワ ーク 機器を 盤内等に 収納する 場合は 、 放熱、 耐塵等を 考慮する 。

　 　 網設備　 　 網設備　 　 網設備　 　 網設備　 　 網設備　 　 網設備　 　 網設備
５ 　 構内情報通信５ 　 構内情報通信５ 　 構内情報通信５ 　 構内情報通信５ 　 構内情報通信５ 　 構内情報通信５ 　 構内情報通信

高 圧 引 込高 圧 引 込高 圧 引 込高 圧 引 込高 圧 引 込高 圧 引 込高 圧 引 込 引込み口は 、 設計図に 示さ れた 位置を 電力会社に引込み口は 、 設計図に示さ れた 位置を 電力会社に引込み口は 、 設計図に 示さ れた 位置を 電力会社に引込み口は 、 設計図に示さ れた 位置を 電力会社に引込み口は 、 設計図に 示さ れた 位置を 電力会社に引込み口は 、 設計図に示さ れた 位置を 電力会社に引込み口は 、 設計図に 示さ れた 位置を 電力会社に

再確認する 。 ま た 、 ケ ーブル等の 埋設及び、 その再確認する 。 ま た 、 ケ ーブ ル等の 埋設及び、 そ の再確認する 。 ま た 、 ケ ーブル等の 埋設及び、 その再確認する 。 ま た 、 ケ ーブ ル等の 埋設及び、 そ の再確認する 。 ま た 、 ケ ーブル等の 埋設及び、 その再確認する 。 ま た 、 ケ ーブ ル等の 埋設及び、 そ の再確認する 。 ま た 、 ケ ーブ ル等の 埋設及び、 その

端末処理は 監督員の立会いの う え で 施工する 。端末処理は 監督員の 立会い のう え で 施工する 。端末処理は 監督員の立会いの う え で 施工する 。端末処理は 監督員の 立会い のう え で 施工する 。端末処理は 監督員の立会いの う え で 施工する 。端末処理は 監督員の 立会い のう え で 施工する 。端末処理は 監督員の立会い のう え で 施工する 。

４ 　 受変電設備４ 　 受変電設備４ 　 受変電設備４ 　 受変電設備４ 　 受変電設備４ 　 受変電設備４ 　 受変電設備

３ 　 雷保護設備３ 　 雷保護設備３ 　 雷保護設備３ 　 雷保護設備３ 　 雷保護設備３ 　 雷保護設備３ 　 雷保護設備 受雷部突針は Ｌ Ｒ １ と する 。受雷部突針はＬ Ｒ １ と する 。受雷部突針は Ｌ Ｒ １ と する 。受雷部突針はＬ Ｒ １ と する 。受雷部突針は Ｌ Ｒ １ と する 。受雷部突針はＬ Ｒ １ と する 。受雷部突針は Ｌ Ｒ １ と する 。

（ １ ） 配線器具（ １ ） 配線器具（ １ ） 配線器具（ １ ） 配線器具（ １ ） 配線器具（ １ ） 配線器具（ １ ） 配線器具

　 ト は複式を 使用し て も よ い 。　 ト は複式を 使用し て も よ い 。　 ト は複式を 使用し て も よ い 。　 ト は複式を 使用し て も よ い 。　 ト は複式を 使用し て も よ い 。　 ト は複式を 使用し て も よ い 。　 ト は複式を 使用し て も よ い 。
　 　 ス イ ッ チ ・ 壁付コ ン セ ン ト ( 2P15A) は 連用形と する 。 な お、 ２ 口コ ン セ ン　 　 ス イ ッ チ・ 壁付コ ン セ ン ト ( 2P15A) は連用形と する 。 な お、 ２ 口コ ン セ ン　 　 ス イ ッ チ ・ 壁付コ ン セ ン ト ( 2P15A) は 連用形と する 。 な お、 ２ 口コ ン セ ン　 　 ス イ ッ チ・ 壁付コ ン セ ン ト ( 2P15A) は連用形と する 。 な お、 ２ 口コ ン セ ン　 　 ス イ ッ チ ・ 壁付コ ン セ ン ト ( 2P15A) は 連用形と する 。 な お、 ２ 口コ ン セ ン　 　 ス イ ッ チ・ 壁付コ ン セ ン ト ( 2P15A) は連用形と する 。 な お、 ２ 口コ ン セ ン　 　 ス イ ッ チ ・ 壁付コ ン セ ン ト ( 2P15A) は連用形と する 。 な お、 ２ 口コ ン セ ン

　 　 コ ン セ ン ト 器具に 具備さ れて いる 送り 配線端子は使用し て は な ら な い。　 　 コ ン セ ン ト 器具に 具備さ れて い る 送り 配線端子は使用し て は な ら な い。　 　 コ ン セ ン ト 器具に 具備さ れて いる 送り 配線端子は使用し て は な ら な い。　 　 コ ン セ ン ト 器具に 具備さ れて い る 送り 配線端子は使用し て は な ら な い。　 　 コ ン セ ン ト 器具に 具備さ れて いる 送り 配線端子は使用し て は な ら な い。　 　 コ ン セ ン ト 器具に 具備さ れて い る 送り 配線端子は使用し て は な ら な い。　 　 コ ン セ ン ト 器具に 具備さ れて い る 送り 配線端子は使用し て は な ら な い。

（ ２ ） 照明器具（ ２ ） 照明器具（ ２ ） 照明器具（ ２ ） 照明器具（ ２ ） 照明器具（ ２ ） 照明器具（ ２ ） 照明器具

　 　 防災用照明器具は 、 建築基準法によ る 非常用照明器具及び消防法に よ る 誘　 　 防災用照明器具は 、 建築基準法によ る 非常用照明器具及び消防法に よ る 誘　 　 防災用照明器具は 、 建築基準法によ る 非常用照明器具及び消防法に よ る 誘　 　 防災用照明器具は 、 建築基準法によ る 非常用照明器具及び消防法に よ る 誘　 　 防災用照明器具は 、 建築基準法によ る 非常用照明器具及び消防法に よ る 誘　 　 防災用照明器具は 、 建築基準法によ る 非常用照明器具及び消防法に よ る 誘　 　 防災用照明器具は 、 建築基準法によ る 非常用照明器具及び消防法に よ る 誘

　 導灯と し 、 関係法令に適合し た も のと する 。　 導灯と し 、 関係法令に適合し た も のと する 。　 導灯と し 、 関係法令に適合し た も のと する 。　 導灯と し 、 関係法令に適合し た も のと する 。　 導灯と し 、 関係法令に適合し た も のと する 。　 導灯と し 、 関係法令に適合し た も のと する 。　 導灯と し 、 関係法令に適合し た も のと する 。

（ ３ ） 照度測定（ ３ ） 照度測定（ ３ ） 照度測定（ ３ ） 照度測定（ ３ ） 照度測定（ ３ ） 照度測定（ ３ ） 照度測定

　 　 フ ラ ッ シ ュ プレ ート は 原則と し て ス テ ン レ ス 又は新金属を 使用する 。　 　 フ ラ ッ シ ュ プ レ ート は 原則と し て ス テ ン レ ス 又は新金属を 使用する 。　 　 フ ラ ッ シ ュ プレ ート は 原則と し て ス テ ン レ ス 又は新金属を 使用する 。　 　 フ ラ ッ シ ュ プ レ ート は 原則と し て ス テ ン レ ス 又は新金属を 使用する 。　 　 フ ラ ッ シ ュ プレ ート は 原則と し て ス テ ン レ ス 又は新金属を 使用する 。　 　 フ ラ ッ シ ュ プ レ ート は 原則と し て ス テ ン レ ス 又は新金属を 使用する 。　 　 フ ラ ッ シ ュ プ レ ート は 原則と し て ス テ ン レ ス 又は新金属を 使用する 。

　 プ レ ート を 使用する こ と が でき る 。　 プ レ ート を 使用する こ と が で き る 。　 プ レ ート を 使用する こ と が でき る 。　 プ レ ート を 使用する こ と が で き る 。　 プ レ ート を 使用する こ と が でき る 。　 プ レ ート を 使用する こ と が で き る 。　 プ レ ート を 使用する こ と が でき る 。

１ 　 電灯設備１ 　 電灯設備１ 　 電灯設備１ 　 電灯設備１ 　 電灯設備１ 　 電灯設備１ 　 電灯設備

　 　 電灯設備工事に 際し 、 新営工事の場合は 新設後の、 改修工事の場合は改修　 　 電灯設備工事に際し 、 新営工事の場合は新設後の、 改修工事の 場合は改修　 　 電灯設備工事に 際し 、 新営工事の場合は 新設後の、 改修工事の場合は改修　 　 電灯設備工事に際し 、 新営工事の場合は新設後の、 改修工事の 場合は改修　 　 電灯設備工事に 際し 、 新営工事の場合は 新設後の、 改修工事の場合は改修　 　 電灯設備工事に際し 、 新営工事の場合は新設後の、 改修工事の 場合は改修　 　 電灯設備工事に際し 、 新営工事の場合は 新設後の、 改修工事の場合は改修

　 前と 改修後の照度測定を J I S C 7612「 照度測定方法」 に よ り 、 学校に おいて　 前と 改修後の照度測定を J I S C 7612「 照度測定方法」 に よ り 、 学校に おいて　 前と 改修後の照度測定を J I S C 7612「 照度測定方法」 に よ り 、 学校に おいて　 前と 改修後の照度測定を J I S C 7612「 照度測定方法」 に よ り 、 学校に おいて　 前と 改修後の照度測定を J I S C 7612「 照度測定方法」 に よ り 、 学校に おいて　 前と 改修後の照度測定を J I S C 7612「 照度測定方法」 に よ り 、 学校に おいて　 前と 改修後の照度測定を J I S C 7612「 照度測定方法」 に よ り 、 学校に おいて

　 は 学校環境衛生基準によ り 実施する こ と 。　 は 学校環境衛生基準に よ り 実施する こ と 。　 は 学校環境衛生基準によ り 実施する こ と 。　 は 学校環境衛生基準に よ り 実施する こ と 。　 は 学校環境衛生基準によ り 実施する こ と 。　 は 学校環境衛生基準に よ り 実施する こ と 。　 は 学校環境衛生基準によ り 実施する こ と 。

（ １ ） 動力制御盤及び開閉器箱の 塗装色は、 監督員の指定し た 色と する 。 負荷（ １ ） 動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は 、 監督員の指定し た 色と する 。 負荷（ １ ） 動力制御盤及び開閉器箱の 塗装色は、 監督員の指定し た 色と する 。 負荷（ １ ） 動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は 、 監督員の指定し た 色と する 。 負荷（ １ ） 動力制御盤及び開閉器箱の 塗装色は、 監督員の指定し た 色と する 。 負荷（ １ ） 動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は 、 監督員の指定し た 色と する 。 負荷（ １ ） 動力制御盤及び開閉器箱の 塗装色は、 監督員の指定し た 色と する 。 負荷

　 　 ケ ーブルこ ろ が し 配線で 、 位置ボ ッ ク ス の図面特記が な く 、 かつ、 照明器　 　 ケ ーブ ルこ ろ がし 配線で 、 位置ボッ ク ス の図面特記が な く 、 か つ、 照明器　 　 ケ ーブルこ ろ が し 配線で 、 位置ボ ッ ク ス の図面特記が な く 、 かつ、 照明器　 　 ケ ーブ ルこ ろ がし 配線で 、 位置ボッ ク ス の図面特記が な く 、 か つ、 照明器　 　 ケ ーブルこ ろ が し 配線で 、 位置ボ ッ ク ス の図面特記が な く 、 かつ、 照明器　 　 ケ ーブ ルこ ろ がし 配線で 、 位置ボッ ク ス の図面特記が な く 、 か つ、 照明器　 　 ケ ーブルこ ろ がし 配線で 、 位置ボッ ク ス の図面特記が な く 、 かつ、 照明器

　 具に送り 配線端子が 具備さ れて いる 場合は 、 位置ボ ッ ク ス を 省略し て も 良い 。　 具に送り 配線端子が 具備さ れて い る 場合は、 位置ボ ッ ク ス を 省略し て も 良い 。　 具に送り 配線端子が 具備さ れて いる 場合は 、 位置ボ ッ ク ス を 省略し て も 良い 。　 具に送り 配線端子が 具備さ れて い る 場合は、 位置ボ ッ ク ス を 省略し て も 良い 。　 具に送り 配線端子が 具備さ れて いる 場合は 、 位置ボ ッ ク ス を 省略し て も 良い 。　 具に送り 配線端子が 具備さ れて い る 場合は、 位置ボ ッ ク ス を 省略し て も 良い 。　 具に送り 配線端子が 具備さ れて い る 場合は 、 位置ボ ッ ク ス を 省略し て も 良い 。

２ 　 動力設備２ 　 動力設備２ 　 動力設備２ 　 動力設備２ 　 動力設備２ 　 動力設備２ 　 動力設備

　 　 用送り 端子台は １ 負荷に つき Ｕ ・ Ｖ ・ Ｗ・ Ｅ の ４ Ｐ を 原則と する 。　 　 用送り 端子台は１ 負荷に つき Ｕ ・ Ｖ ・ Ｗ・ Ｅ の４ Ｐ を 原則と する 。　 　 用送り 端子台は １ 負荷に つき Ｕ ・ Ｖ ・ Ｗ・ Ｅ の ４ Ｐ を 原則と する 。　 　 用送り 端子台は１ 負荷に つき Ｕ ・ Ｖ ・ Ｗ・ Ｅ の４ Ｐ を 原則と する 。　 　 用送り 端子台は １ 負荷に つき Ｕ ・ Ｖ ・ Ｗ・ Ｅ の ４ Ｐ を 原則と する 。　 　 用送り 端子台は１ 負荷に つき Ｕ ・ Ｖ ・ Ｗ・ Ｅ の４ Ｐ を 原則と する 。　 　 用送り 端子台は１ 負荷に つき Ｕ ・ Ｖ ・ Ｗ・ Ｅ の ４ Ｐ を 原則と する 。

（ ２ ） 電動機等各負荷ま で の 接続は、 本工事と する 。 た だ し 、 制御盤以降が別（ ２ ） 電動機等各負荷ま で の 接続は 、 本工事と する 。 た だ し 、 制御盤以降が別（ ２ ） 電動機等各負荷ま で の 接続は、 本工事と する 。 た だ し 、 制御盤以降が別（ ２ ） 電動機等各負荷ま で の 接続は 、 本工事と する 。 た だ し 、 制御盤以降が別（ ２ ） 電動機等各負荷ま で の 接続は、 本工事と する 。 た だ し 、 制御盤以降が別（ ２ ） 電動機等各負荷ま で の 接続は 、 本工事と する 。 た だ し 、 制御盤以降が別（ ２ ） 電動機等各負荷ま で の 接続は 、 本工事と する 。 た だ し 、 制御盤以降が別

　 　 途工事の 場合は 、 当該制御盤の電源側接続ま で と する 。　 　 途工事の場合は、 当該制御盤の 電源側接続ま で と する 。　 　 途工事の 場合は 、 当該制御盤の電源側接続ま で と する 。　 　 途工事の場合は、 当該制御盤の 電源側接続ま で と する 。　 　 途工事の 場合は 、 当該制御盤の電源側接続ま で と する 。　 　 途工事の場合は、 当該制御盤の 電源側接続ま で と する 。　 　 途工事の 場合は、 当該制御盤の 電源側接続ま で と する 。

　 　 分電盤の 塗装色は 、 監督員の 指定し た 色と する 。　 　 分電盤の塗装色は 、 監督員の指定し た 色と する 。　 　 分電盤の 塗装色は 、 監督員の 指定し た 色と する 。　 　 分電盤の塗装色は 、 監督員の指定し た 色と する 。　 　 分電盤の 塗装色は 、 監督員の 指定し た 色と する 。　 　 分電盤の塗装色は 、 監督員の指定し た 色と する 。　 　 分電盤の 塗装色は 、 監督員の 指定し た 色と する 。

　 　 天井又は 壁埋込みの場合のボ ッ ク ス は、 塗り し ろ カ バーと 仕上り 面と が　 　 天井又は壁埋込みの場合のボ ッ ク ス は 、 塗り し ろ カ バーと 仕上り 面と が　 　 天井又は 壁埋込みの場合のボ ッ ク ス は、 塗り し ろ カ バーと 仕上り 面と が　 　 天井又は壁埋込みの場合のボ ッ ク ス は 、 塗り し ろ カ バーと 仕上り 面と が　 　 天井又は 壁埋込みの場合のボ ッ ク ス は、 塗り し ろ カ バーと 仕上り 面と が　 　 天井又は壁埋込みの場合のボ ッ ク ス は 、 塗り し ろ カ バーと 仕上り 面と が　 　 天井又は 壁埋込みの場合のボ ッ ク ス は、 塗り し ろ カ バーと 仕上り 面と が

　 １ ０ ｍ ｍ 程度以上離れる 場合は 継枠を 使用する 。 た だし 、 ボ ード 張り で 、 ボ　 １ ０ ｍ ｍ 程度以上離れる 場合は継枠を 使用する 。 た だし 、 ボ ード 張り で 、 ボ　 １ ０ ｍ ｍ 程度以上離れる 場合は 継枠を 使用する 。 た だし 、 ボ ード 張り で 、 ボ　 １ ０ ｍ ｍ 程度以上離れる 場合は継枠を 使用する 。 た だし 、 ボ ード 張り で 、 ボ　 １ ０ ｍ ｍ 程度以上離れる 場合は 継枠を 使用する 。 た だし 、 ボ ード 張り で 、 ボ　 １ ０ ｍ ｍ 程度以上離れる 場合は継枠を 使用する 。 た だし 、 ボ ード 張り で 、 ボ　 １ ０ ｍ ｍ 程度以上離れる 場合は 継枠を 使用する 。 た だし 、 ボ ード 張り で 、 ボ

　 ード 裏面と 塗り し ろ カ バーの間が離れな い よ う に 施工し た 場合は、 継枠を 必　 ード 裏面と 塗り し ろ カ バーの間が 離れな いよ う に施工し た 場合は 、 継枠を 必　 ード 裏面と 塗り し ろ カ バーの間が離れな い よ う に 施工し た 場合は、 継枠を 必　 ード 裏面と 塗り し ろ カ バーの間が 離れな いよ う に施工し た 場合は 、 継枠を 必　 ード 裏面と 塗り し ろ カ バーの間が離れな い よ う に 施工し た 場合は、 継枠を 必　 ード 裏面と 塗り し ろ カ バーの間が 離れな いよ う に施工し た 場合は 、 継枠を 必　 ード 裏面と 塗り し ろ カ バーの間が 離れな い よ う に 施工し た 場合は、 継枠を 必

　 要と し な い 。　 要と し な い。　 要と し な い 。　 要と し な い。　 要と し な い 。　 要と し な い。　 要と し な い 。

（ ４ ） 分電盤（ ４ ） 分電盤（ ４ ） 分電盤（ ４ ） 分電盤（ ４ ） 分電盤（ ４ ） 分電盤（ ４ ） 分電盤

（ ５ ） 継枠（ ５ ） 継枠（ ５ ） 継枠（ ５ ） 継枠（ ５ ） 継枠（ ５ ） 継枠（ ５ ） 継枠

（ ６ ） 位置ボ ッ ク ス の 省略（ ６ ） 位置ボ ッ ク ス の 省略（ ６ ） 位置ボ ッ ク ス の 省略（ ６ ） 位置ボ ッ ク ス の 省略（ ６ ） 位置ボ ッ ク ス の 省略（ ６ ） 位置ボ ッ ク ス の 省略（ ６ ） 位置ボ ッ ク ス の 省略

　 　 た だし 、 市営住宅におけ る 住戸内の フ ラ ッ シ ュ プレ ート つい て は、 樹脂　 　 た だし 、 市営住宅におけ る 住戸内の フ ラ ッ シ ュ プレ ート つい て は、 樹脂　 　 た だし 、 市営住宅におけ る 住戸内の フ ラ ッ シ ュ プレ ート つい て は、 樹脂　 　 た だし 、 市営住宅におけ る 住戸内の フ ラ ッ シ ュ プレ ート つい て は、 樹脂　 　 た だし 、 市営住宅におけ る 住戸内の フ ラ ッ シ ュ プレ ート つい て は、 樹脂　 　 た だし 、 市営住宅におけ る 住戸内の フ ラ ッ シ ュ プレ ート つい て は、 樹脂　 　 た だし 、 市営住宅におけ る 住戸内の フ ラ ッ シ ュ プレ ート つい て は、 樹脂

２ . ３ 　 工事別一般事項（ 特記事項選択項目は 、 ○印のついた も のを 適用する ）２ . ３ 　 工事別一般事項（ 特記事項選択項目は 、 ○印の ついた も のを 適用する ）２ . ３ 　 工事別一般事項（ 特記事項選択項目は 、 ○印のついた も のを 適用する ）２ . ３ 　 工事別一般事項（ 特記事項選択項目は 、 ○印の ついた も のを 適用する ）２ . ３ 　 工事別一般事項（ 特記事項選択項目は 、 ○印のついた も のを 適用する ）２ . ３ 　 工事別一般事項（ 特記事項選択項目は 、 ○印の ついた も のを 適用する ）２ . ３ 　 工事別一般事項（ 特記事項選択項目は 、 ○印の ついた も のを 適用する ）

　 　 項　 　 　 　 　 目　 　　 　 項　 　 　 　 　 目　 　　 　 項　 　 　 　 　 目　 　　 　 項　 　 　 　 　 目　 　　 　 項　 　 　 　 　 目　 　　 　 項　 　 　 　 　 目　 　　 　 項　 　 　 　 　 目　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

負荷開閉器( PAS)負荷開閉器( PAS)負荷開閉器( PAS)負荷開閉器( PAS)負荷開閉器( PAS)負荷開閉器( PAS)負荷開閉器( PAS)

変圧器設備容量変圧器設備容量変圧器設備容量変圧器設備容量変圧器設備容量変圧器設備容量変圧器設備容量

柱上用高圧気中柱上用高圧気中柱上用高圧気中柱上用高圧気中柱上用高圧気中柱上用高圧気中柱上用高圧気中

受 電 電 圧受 電 電 圧受 電 電 圧受 電 電 圧受 電 電 圧受 電 電 圧受 電 電 圧

主遮断装置主遮断装置主遮断装置主遮断装置主遮断装置主遮断装置主遮断装置

交流３ 相３ 線式　 ６ . ６ kV　 ５ ０ Hz交流３ 相３ 線式　 ６ . ６ kV　 ５ ０ Hz交流３ 相３ 線式　 ６ . ６ kV　 ５ ０ Hz交流３ 相３ 線式　 ６ . ６ kV　 ５ ０ Hz交流３ 相３ 線式　 ６ . ６ kV　 ５ ０ Hz交流３ 相３ 線式　 ６ . ６ kV　 ５ ０ Hz交流３ 相３ 線式　 ６ . ６ kV　 ５ ０ Hz

定格電圧　 ７ ． ２ kV　 　 定格電流　 　 　 A定格電圧　 ７ ． ２ kV　 　 定格電流　 　 　 A定格電圧　 ７ ． ２ kV　 　 定格電流　 　 　 A定格電圧　 ７ ． ２ kV　 　 定格電流　 　 　 A定格電圧　 ７ ． ２ kV　 　 定格電流　 　 　 A定格電圧　 ７ ． ２ kV　 　 定格電流　 　 　 A定格電圧　 ７ ． ２ kV　 　 定格電流　 　 　 A

定格電圧　 　 　 　 kV　 　 定格遮断電流　 　 　 kA定格電圧　 　 　 　 kV　 　 定格遮断電流　 　 　 kA定格電圧　 　 　 　 kV　 　 定格遮断電流　 　 　 kA定格電圧　 　 　 　 kV　 　 定格遮断電流　 　 　 kA定格電圧　 　 　 　 kV　 　 定格遮断電流　 　 　 kA定格電圧　 　 　 　 kV　 　 定格遮断電流　 　 　 kA定格電圧　 　 　 　 kV　 　 定格遮断電流　 　 　 kA

動力用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　 　 　 　動力用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　 　 　 　動力用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　 　 　 　動力用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　 　 　 　動力用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　 　 　 　動力用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　 　 　 　動力用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　 　 　 　

電灯用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　電灯用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　電灯用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　電灯用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　電灯用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　電灯用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　電灯用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　

高圧進相コ ン デン サ　 　 　 　 kVar ×　 　 台高圧進相コ ン デン サ 　 　 　 　 kVar ×　 　 台高圧進相コ ン デン サ　 　 　 　 kVar ×　 　 台高圧進相コ ン デン サ 　 　 　 　 kVar ×　 　 台高圧進相コ ン デン サ　 　 　 　 kVar ×　 　 台高圧進相コ ン デン サ 　 　 　 　 kVar ×　 　 台高圧進相コ ン デン サ　 　 　 　 kVar ×　 　 台

直列リ ア ク ト ル　 　 ・ ６ ％　 　 ・ １ ３ ％直列リ ア ク ト ル　 　 ・ ６ ％　 　 ・ １ ３ ％直列リ ア ク ト ル　 　 ・ ６ ％　 　 ・ １ ３ ％直列リ ア ク ト ル　 　 ・ ６ ％　 　 ・ １ ３ ％直列リ ア ク ト ル　 　 ・ ６ ％　 　 ・ １ ３ ％直列リ ア ク ト ル　 　 ・ ６ ％　 　 ・ １ ３ ％直列リ ア ク ト ル　 　 ・ ６ ％　 　 ・ １ ３ ％

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 kVar ×　 　 台　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 kVar ×　 　 台　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 kVar ×　 　 台　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 kVar ×　 　 台　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 kVar ×　 　 台　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 kVar ×　 　 台　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 kVar ×　 　 台

高圧ケ ーブル端末部は シ ース ずれ防止対策を 施す。高圧ケ ーブル端末部はシ ース ずれ防止対策を 施す。高圧ケ ーブル端末部は シ ース ずれ防止対策を 施す。高圧ケ ーブル端末部はシ ース ずれ防止対策を 施す。高圧ケ ーブル端末部は シ ース ずれ防止対策を 施す。高圧ケ ーブル端末部はシ ース ずれ防止対策を 施す。高圧ケ ーブル端末部は シ ース ずれ防止対策を 施す。
（ 端末処理　 　 ・ 耐塩用　 　 　 　 ・ 一般用　 　 ）（ 端末処理　 　 ・ 耐塩用　 　 　 　 ・ 一般用　 　 ）（ 端末処理　 　 ・ 耐塩用　 　 　 　 ・ 一般用　 　 ）（ 端末処理　 　 ・ 耐塩用　 　 　 　 ・ 一般用　 　 ）（ 端末処理　 　 ・ 耐塩用　 　 　 　 ・ 一般用　 　 ）（ 端末処理　 　 ・ 耐塩用　 　 　 　 ・ 一般用　 　 ）（ 端末処理　 　 ・ 耐塩用　 　 　 　 ・ 一般用　 　 ）

の 汚染に 係る 環境基準に適合する こ と を 確認する こ と 。の 汚染に 係る 環境基準に 適合する こ と を 確認する こ と 。の 汚染に 係る 環境基準に適合する こ と を 確認する こ と 。の 汚染に 係る 環境基準に 適合する こ と を 確認する こ と 。の 汚染に 係る 環境基準に適合する こ と を 確認する こ と 。の 汚染に 係る 環境基準に 適合する こ と を 確認する こ と 。の 汚染に 係る 環境基準に適合する こ と を 確認する こ と 。

　 な お、 施工に際し 、 耐震強度計算書を 監督員に 提出し 、 承諾を 受け る も の と　 な お、 施工に際し 、 耐震強度計算書を 監督員に提出し 、 承諾を 受け る も の と　 な お、 施工に際し 、 耐震強度計算書を 監督員に 提出し 、 承諾を 受け る も の と　 な お、 施工に際し 、 耐震強度計算書を 監督員に提出し 、 承諾を 受け る も の と　 な お、 施工に際し 、 耐震強度計算書を 監督員に 提出し 、 承諾を 受け る も の と　 な お、 施工に際し 、 耐震強度計算書を 監督員に提出し 、 承諾を 受け る も の と　 な お、 施工に際し 、 耐震強度計算書を 監督員に 提出し 、 承諾を 受け る も の と

する 。する 。する 。する 。する 。する 。する 。

（ １ ） 設計用水平地震力（ １ ） 設計用水平地震力（ １ ） 設計用水平地震力（ １ ） 設計用水平地震力（ １ ） 設計用水平地震力（ １ ） 設計用水平地震力（ １ ） 設計用水平地震力

　 機器の 重量［ kgf ］ に 、 設計用水平震度を 乗じ た も の と する 。　 機器の 重量［ kgf ］ に 、 設計用水平震度を 乗じ た も の と する 。　 機器の 重量［ kgf ］ に 、 設計用水平震度を 乗じ た も の と する 。　 機器の 重量［ kgf ］ に 、 設計用水平震度を 乗じ た も の と する 。　 機器の 重量［ kgf ］ に 、 設計用水平震度を 乗じ た も の と する 。　 機器の 重量［ kgf ］ に 、 設計用水平震度を 乗じ た も の と する 。　 機器の 重量［ kgf ］ に 、 設計用水平震度を 乗じ た も の と する 。

　 な お、 特記な き 場合、 設計用水平震度は、 次に よ る 。　 な お、 特記な き 場合、 設計用水平震度は、 次によ る 。　 な お、 特記な き 場合、 設計用水平震度は、 次に よ る 。　 な お、 特記な き 場合、 設計用水平震度は、 次によ る 。　 な お、 特記な き 場合、 設計用水平震度は、 次に よ る 。　 な お、 特記な き 場合、 設計用水平震度は、 次によ る 。　 な お、 特記な き 場合、 設計用水平震度は、 次に よ る 。

２ １ 　 耐震施工２ １ 　 耐震施工２ １ 　 耐震施工２ １ 　 耐震施工２ １ 　 耐震施工２ １ 　 耐震施工２ １ 　 耐震施工

【 備　 考】 （ ※１ ） ： 水槽類に は 、 オ イ ルタ ン ク 等を 含む。【 備　 考】 （ ※１ ） ： 水槽類には 、 オ イ ルタ ン ク 等を 含む。【 備　 考】 （ ※１ ） ： 水槽類に は 、 オ イ ルタ ン ク 等を 含む。【 備　 考】 （ ※１ ） ： 水槽類には 、 オ イ ルタ ン ク 等を 含む。【 備　 考】 （ ※１ ） ： 水槽類に は 、 オ イ ルタ ン ク 等を 含む。【 備　 考】 （ ※１ ） ： 水槽類には 、 オ イ ルタ ン ク 等を 含む。【 備　 考】 （ ※１ ） ： 水槽類に は 、 オ イ ルタ ン ク 等を 含む。

（ ２ ） 設計用鉛直地震力（ ２ ） 設計用鉛直地震力（ ２ ） 設計用鉛直地震力（ ２ ） 設計用鉛直地震力（ ２ ） 設計用鉛直地震力（ ２ ） 設計用鉛直地震力（ ２ ） 設計用鉛直地震力

　 設計用水平地震力の１ ／２ と し 、 水平地震力と 同時に働く も の と する 。　 設計用水平地震力の１ ／２ と し 、 水平地震力と 同時に 働く も の と する 。　 設計用水平地震力の１ ／２ と し 、 水平地震力と 同時に働く も の と する 。　 設計用水平地震力の１ ／２ と し 、 水平地震力と 同時に 働く も の と する 。　 設計用水平地震力の１ ／２ と し 、 水平地震力と 同時に働く も の と する 。　 設計用水平地震力の１ ／２ と し 、 水平地震力と 同時に 働く も の と する 。　 設計用水平地震力の１ ／２ と し 、 水平地震力と 同時に働く も の と する 。

　 重要機器　 重要機器　 重要機器　 重要機器　 重要機器　 重要機器　 重要機器

　 　 ・ 配電盤　 ・ 発電装置( 防災用)  ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置　 　 ・ 配電盤　 ・ 発電装置( 防災用)  ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置　 　 ・ 配電盤　 ・ 発電装置( 防災用)  ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置　 　 ・ 配電盤　 ・ 発電装置( 防災用)  ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置　 　 ・ 配電盤　 ・ 発電装置( 防災用)  ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置　 　 ・ 配電盤　 ・ 発電装置( 防災用)  ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置　 　 ・ 配電盤　 ・ 発電装置( 防災用)  ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置

　 　 ・ 交換機　 ・ 火災報知器受信機 ・ 中央監視装置 ・ 太陽光発電装置　 　 ・ 交換機　 ・ 火災報知器受信機 ・ 中央監視装置 ・ 太陽光発電装置　 　 ・ 交換機　 ・ 火災報知器受信機 ・ 中央監視装置 ・ 太陽光発電装置　 　 ・ 交換機　 ・ 火災報知器受信機 ・ 中央監視装置 ・ 太陽光発電装置　 　 ・ 交換機　 ・ 火災報知器受信機 ・ 中央監視装置 ・ 太陽光発電装置　 　 ・ 交換機　 ・ 火災報知器受信機 ・ 中央監視装置 ・ 太陽光発電装置　 　 ・ 交換機　 ・ 火災報知器受信機 ・ 中央監視装置 ・ 太陽光発電装置

　 上層階の定義は 次によ る 。　 上層階の定義は次によ る 。　 上層階の定義は 次によ る 。　 上層階の定義は次によ る 。　 上層階の定義は 次によ る 。　 上層階の定義は次によ る 。　 上層階の定義は次によ る 。

　 　 2～6階建の場合は最上階、 7～9階建の場合は 上層２ 階、 10～12階建の場合　 　 2～6階建の場合は最上階、 7～9階建の場合は上層２ 階、 10～12階建の場合　 　 2～6階建の場合は最上階、 7～9階建の場合は 上層２ 階、 10～12階建の場合　 　 2～6階建の場合は最上階、 7～9階建の場合は上層２ 階、 10～12階建の場合　 　 2～6階建の場合は最上階、 7～9階建の場合は 上層２ 階、 10～12階建の場合　 　 2～6階建の場合は最上階、 7～9階建の場合は上層２ 階、 10～12階建の場合　 　 2～6階建の場合は最上階、 7～9階建の場合は上層２ 階、 10～12階建の場合

　 は上層３ 階、 13階建以上の場合は上層４ 階と する 。　 は上層３ 階、 13階建以上の場合は上層４ 階と する 。　 は上層３ 階、 13階建以上の場合は上層４ 階と する 。　 は上層３ 階、 13階建以上の場合は上層４ 階と する 。　 は上層３ 階、 13階建以上の場合は上層４ 階と する 。　 は上層３ 階、 13階建以上の場合は上層４ 階と する 。　 は上層３ 階、 13階建以上の場合は上層４ 階と する 。

機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別　 設置場所　 設置場所　 設置場所　 設置場所　 設置場所　 設置場所　 設置場所

設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度

重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器 一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器 重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器 一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器

特定の 施設特定の 施設特定の 施設特定の 施設特定の 施設特定の 施設特定の 施設 一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設

　 盤等の 鍵は 、 既存盤及び別途工事の鍵と の整合を 極力図る も の と する 。　 盤等の 鍵は 、 既存盤及び別途工事の鍵と の整合を 極力図る も の と する 。　 盤等の 鍵は 、 既存盤及び別途工事の鍵と の整合を 極力図る も の と する 。　 盤等の 鍵は 、 既存盤及び別途工事の鍵と の整合を 極力図る も の と する 。　 盤等の 鍵は 、 既存盤及び別途工事の鍵と の整合を 極力図る も の と する 。　 盤等の 鍵は 、 既存盤及び別途工事の鍵と の整合を 極力図る も の と する 。　 盤等の 鍵は 、 既存盤及び別途工事の鍵と の整合を 極力図る も の と する 。１ ３ 　 鍵１ ３ 　 鍵１ ３ 　 鍵１ ３ 　 鍵１ ３ 　 鍵１ ３ 　 鍵１ ３ 　 鍵

　 た だし 、 見え かかり 部の塗装に つい て は監督員の 指示によ る 。　 た だし 、 見え かかり 部の塗装に ついて は監督員の 指示によ る 。　 た だし 、 見え かかり 部の塗装に つい て は監督員の 指示によ る 。　 た だし 、 見え かかり 部の塗装に ついて は監督員の 指示によ る 。　 た だし 、 見え かかり 部の塗装に つい て は監督員の 指示によ る 。　 た だし 、 見え かかり 部の塗装に ついて は監督員の 指示によ る 。　 た だし 、 見え かかり 部の塗装に ついて は監督員の 指示によ る 。

　 　 　 行先の表示　 　 　 行先の表示　 　 　 行先の表示　 　 　 行先の表示　 　 　 行先の表示　 　 　 行先の表示　 　 　 行先の表示
　 ハン ド ホ ール、 プ ルボ ッ ク ス 及び主要な ア ウ ト レ ッ ト ボ ッ ク ス 内の 電線・ ケ　 ハン ド ホ ール、 プ ルボ ッ ク ス 及び主要な ア ウ ト レ ッ ト ボ ッ ク ス 内の 電線・ ケ　 ハン ド ホ ール、 プ ルボ ッ ク ス 及び主要な ア ウ ト レ ッ ト ボ ッ ク ス 内の 電線・ ケ　 ハン ド ホ ール、 プ ルボ ッ ク ス 及び主要な ア ウ ト レ ッ ト ボ ッ ク ス 内の 電線・ ケ　 ハン ド ホ ール、 プ ルボ ッ ク ス 及び主要な ア ウ ト レ ッ ト ボ ッ ク ス 内の 電線・ ケ　 ハン ド ホ ール、 プ ルボ ッ ク ス 及び主要な ア ウ ト レ ッ ト ボ ッ ク ス 内の 電線・ ケ　 ハン ド ホ ール、 プ ルボ ッ ク ス 及び主要な ア ウ ト レ ッ ト ボ ッ ク ス 内の 電線・ ケ１ ５ 　 回路の種別１ ５ 　 回路の種別１ ５ 　 回路の種別１ ５ 　 回路の種別１ ５ 　 回路の種別１ ５ 　 回路の種別１ ５ 　 回路の種別

　 ーブルには、 回路の 種別、 行先の表示を 行う 。　 ーブルに は、 回路の 種別、 行先の表示を 行う 。　 ーブルには、 回路の 種別、 行先の表示を 行う 。　 ーブルに は、 回路の 種別、 行先の表示を 行う 。　 ーブルには、 回路の 種別、 行先の表示を 行う 。　 ーブルに は、 回路の 種別、 行先の表示を 行う 。　 ーブルには、 回路の 種別、 行先の表示を 行う 。

　 全て の 建築物、 工作物に おいて 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前　 全て の 建築物、 工作物において 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前　 全て の 建築物、 工作物に おいて 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前　 全て の 建築物、 工作物において 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前　 全て の 建築物、 工作物に おいて 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前　 全て の 建築物、 工作物において 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前　 全て の 建築物、 工作物において 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前

　 　 以上のこ と を 留意し 、 工程管理、 安全管理に万全を 期する こ と 。　 　 以上の こ と を 留意し 、 工程管理、 安全管理に 万全を 期する こ と 。　 　 以上のこ と を 留意し 、 工程管理、 安全管理に万全を 期する こ と 。　 　 以上の こ と を 留意し 、 工程管理、 安全管理に 万全を 期する こ と 。　 　 以上のこ と を 留意し 、 工程管理、 安全管理に万全を 期する こ と 。　 　 以上の こ と を 留意し 、 工程管理、 安全管理に 万全を 期する こ と 。　 　 以上のこ と を 留意し 、 工程管理、 安全管理に万全を 期する こ と 。

（ １ ） 施工に 先立っ て 建築及び関連設備の業者と 打合せの う え で 施工図を 作成（ １ ） 施工に先立っ て 建築及び関連設備の 業者と 打合せの う え で 施工図を 作成（ １ ） 施工に 先立っ て 建築及び関連設備の業者と 打合せの う え で 施工図を 作成（ １ ） 施工に先立っ て 建築及び関連設備の 業者と 打合せの う え で 施工図を 作成（ １ ） 施工に 先立っ て 建築及び関連設備の業者と 打合せの う え で 施工図を 作成（ １ ） 施工に先立っ て 建築及び関連設備の 業者と 打合せの う え で 施工図を 作成（ １ ） 施工に 先立っ て 建築及び関連設備の業者と 打合せの う え で 施工図を 作成

　 　 し 、 監督員の承諾を 受け る 。　 　 し 、 監督員の 承諾を 受け る 。　 　 し 、 監督員の承諾を 受け る 。　 　 し 、 監督員の 承諾を 受け る 。　 　 し 、 監督員の承諾を 受け る 。　 　 し 、 監督員の 承諾を 受け る 。　 　 し 、 監督員の 承諾を 受け る 。

（ ４ ） 本工事に かかる 官公庁への 諸手続はすべて 受注者が代行し 、 そ の 費用は（ ４ ） 本工事に かかる 官公庁への 諸手続はすべて 受注者が代行し 、 そ の 費用は（ ４ ） 本工事に かかる 官公庁への 諸手続はすべて 受注者が代行し 、 そ の 費用は（ ４ ） 本工事に かかる 官公庁への 諸手続はすべて 受注者が代行し 、 そ の 費用は（ ４ ） 本工事に かかる 官公庁への 諸手続はすべて 受注者が代行し 、 そ の 費用は（ ４ ） 本工事に かかる 官公庁への 諸手続はすべて 受注者が代行し 、 そ の 費用は（ ４ ） 本工事に かかる 官公庁への 諸手続はすべて 受注者が代行し 、 そ の 費用は

　 　 受注者の負担と する 。　 　 受注者の負担と する 。　 　 受注者の負担と する 。　 　 受注者の負担と する 。　 　 受注者の負担と する 。　 　 受注者の負担と する 。　 　 受注者の負担と する 。

（ ５ ） 特記な き 電線・ ケ ーブルは 、 原則と し て エ コ マ テ リ ア ル電線・ ケ ーブ ル（ ５ ） 特記な き 電線・ ケ ーブルは 、 原則と し て エ コ マ テ リ ア ル電線・ ケ ーブ ル（ ５ ） 特記な き 電線・ ケ ーブルは 、 原則と し て エ コ マ テ リ ア ル電線・ ケ ーブ ル（ ５ ） 特記な き 電線・ ケ ーブルは 、 原則と し て エ コ マ テ リ ア ル電線・ ケ ーブ ル（ ５ ） 特記な き 電線・ ケ ーブルは 、 原則と し て エ コ マ テ リ ア ル電線・ ケ ーブ ル（ ５ ） 特記な き 電線・ ケ ーブルは 、 原則と し て エ コ マ テ リ ア ル電線・ ケ ーブ ル（ ５ ） 特記な き 電線・ ケ ーブルは 、 原則と し て エ コ マ テ リ ア ル電線・ ケ ーブ ル

　 　 と し 、 露出部分に使用する 場合は 耐紫外線性能を 有する も のと する 。　 　 と し 、 露出部分に 使用する 場合は耐紫外線性能を 有する も のと する 。　 　 と し 、 露出部分に使用する 場合は 耐紫外線性能を 有する も のと する 。　 　 と し 、 露出部分に 使用する 場合は耐紫外線性能を 有する も のと する 。　 　 と し 、 露出部分に使用する 場合は 耐紫外線性能を 有する も のと する 。　 　 と し 、 露出部分に 使用する 場合は耐紫外線性能を 有する も のと する 。　 　 と し 、 露出部分に 使用する 場合は 耐紫外線性能を 有する も のと する 。

（ ６ ） 改修工事等を 施工する 場合、 施工する 前後に工事対象箇所の写真撮影を（ ６ ） 改修工事等を 施工する 場合、 施工する 前後に工事対象箇所の写真撮影を（ ６ ） 改修工事等を 施工する 場合、 施工する 前後に工事対象箇所の写真撮影を（ ６ ） 改修工事等を 施工する 場合、 施工する 前後に工事対象箇所の写真撮影を（ ６ ） 改修工事等を 施工する 場合、 施工する 前後に工事対象箇所の写真撮影を（ ６ ） 改修工事等を 施工する 場合、 施工する 前後に工事対象箇所の写真撮影を（ ６ ） 改修工事等を 施工する 場合、 施工する 前後に工事対象箇所の写真撮影を

　 　 行う 。 ま た 、 既設ケ ーブル等は施工前後に 絶縁抵抗、 伝送品質等の 測定　 　 行う 。 ま た 、 既設ケ ーブル等は施工前後に 絶縁抵抗、 伝送品質等の 測定　 　 行う 。 ま た 、 既設ケ ーブル等は施工前後に 絶縁抵抗、 伝送品質等の 測定　 　 行う 。 ま た 、 既設ケ ーブル等は施工前後に 絶縁抵抗、 伝送品質等の 測定　 　 行う 。 ま た 、 既設ケ ーブル等は施工前後に 絶縁抵抗、 伝送品質等の 測定　 　 行う 。 ま た 、 既設ケ ーブル等は施工前後に 絶縁抵抗、 伝送品質等の 測定　 　 行う 。 ま た 、 既設ケ ーブル等は施工前後に 絶縁抵抗、 伝送品質等の 測定

　 　 を 行い、 試験記録を 提出する 。　 　 を 行い 、 試験記録を 提出する 。　 　 を 行い、 試験記録を 提出する 。　 　 を 行い 、 試験記録を 提出する 。　 　 を 行い、 試験記録を 提出する 。　 　 を 行い 、 試験記録を 提出する 。　 　 を 行い、 試験記録を 提出する 。

　 　 提出し 、 承諾後施工する 。　 　 提出し 、 承諾後施工する 。　 　 提出し 、 承諾後施工する 。　 　 提出し 、 承諾後施工する 。　 　 提出し 、 承諾後施工する 。　 　 提出し 、 承諾後施工する 。　 　 提出し 、 承諾後施工する 。
（ ３ ） 本工事に 使用する 機器は、 事前に 性能等を 記し た 機器仕様書を 監督員に（ ３ ） 本工事に 使用する 機器は、 事前に 性能等を 記し た 機器仕様書を 監督員に（ ３ ） 本工事に 使用する 機器は、 事前に 性能等を 記し た 機器仕様書を 監督員に（ ３ ） 本工事に 使用する 機器は、 事前に 性能等を 記し た 機器仕様書を 監督員に（ ３ ） 本工事に 使用する 機器は、 事前に 性能等を 記し た 機器仕様書を 監督員に（ ３ ） 本工事に 使用する 機器は、 事前に 性能等を 記し た 機器仕様書を 監督員に（ ３ ） 本工事に 使用する 機器は、 事前に 性能等を 記し た 機器仕様書を 監督員に

（ ２ ） 本工事に 使用する 製作品は 、 事前に製作図を 監督員に 提出し 、 承諾後製（ ２ ） 本工事に 使用する 製作品は 、 事前に製作図を 監督員に 提出し 、 承諾後製（ ２ ） 本工事に 使用する 製作品は 、 事前に製作図を 監督員に 提出し 、 承諾後製（ ２ ） 本工事に 使用する 製作品は 、 事前に製作図を 監督員に 提出し 、 承諾後製（ ２ ） 本工事に 使用する 製作品は 、 事前に製作図を 監督員に 提出し 、 承諾後製（ ２ ） 本工事に 使用する 製作品は 、 事前に製作図を 監督員に 提出し 、 承諾後製（ ２ ） 本工事に 使用する 製作品は 、 事前に製作図を 監督員に 提出し 、 承諾後製

　 　 作する 。　 　 作する 。　 　 作する 。　 　 作する 。　 　 作する 。　 　 作する 。　 　 作する 。

　 　 行う こ と 。　 　 行う こ と 。　 　 行う こ と 。　 　 行う こ と 。　 　 行う こ と 。　 　 行う こ と 。　 　 行う こ と 。

　 　 に提出する 。 ま た 、 停電操作・ 安全処置は 受注者が 行い 、 そ の費用は受注　 　 に提出する 。 ま た 、 停電操作・ 安全処置は 受注者が行い 、 そ の費用は受注　 　 に提出する 。 ま た 、 停電操作・ 安全処置は 受注者が 行い 、 そ の費用は受注　 　 に提出する 。 ま た 、 停電操作・ 安全処置は 受注者が行い 、 そ の費用は受注　 　 に提出する 。 ま た 、 停電操作・ 安全処置は 受注者が 行い 、 そ の費用は受注　 　 に提出する 。 ま た 、 停電操作・ 安全処置は 受注者が行い 、 そ の費用は受注　 　 に提出する 。 ま た 、 停電操作・ 安全処置は 受注者が 行い 、 そ の費用は受注

　 　 者の 負担と する 。　 　 者の 負担と する 。　 　 者の 負担と する 。　 　 者の 負担と する 。　 　 者の 負担と する 。　 　 者の 負担と する 。　 　 者の 負担と する 。

（ ７ ） 受注者は 、 施工に あ た っ て 施設運営に 支障の無い よ う に綿密に 打合せを（ ７ ） 受注者は 、 施工にあ た っ て 施設運営に 支障の無いよ う に綿密に 打合せを（ ７ ） 受注者は 、 施工に あ た っ て 施設運営に 支障の無い よ う に綿密に 打合せを（ ７ ） 受注者は 、 施工にあ た っ て 施設運営に 支障の無いよ う に綿密に 打合せを（ ７ ） 受注者は 、 施工に あ た っ て 施設運営に 支障の無い よ う に綿密に 打合せを（ ７ ） 受注者は 、 施工にあ た っ て 施設運営に 支障の無いよ う に綿密に 打合せを（ ７ ） 受注者は 、 施工にあ た っ て 施設運営に 支障の無い よ う に綿密に 打合せを

（ ８ ） 本工事に おけ る 停電措置が 必要な 場合、 事前に計画書を 電気主任技術者（ ８ ） 本工事に おけ る 停電措置が 必要な 場合、 事前に 計画書を 電気主任技術者（ ８ ） 本工事に おけ る 停電措置が 必要な 場合、 事前に計画書を 電気主任技術者（ ８ ） 本工事に おけ る 停電措置が 必要な 場合、 事前に 計画書を 電気主任技術者（ ８ ） 本工事に おけ る 停電措置が 必要な 場合、 事前に計画書を 電気主任技術者（ ８ ） 本工事に おけ る 停電措置が 必要な 場合、 事前に 計画書を 電気主任技術者（ ８ ） 本工事に おけ る 停電措置が 必要な 場合、 事前に計画書を 電気主任技術者

（ ９ ） 特に騒音振動な ど 周辺に甚大な 影響の あ る 工事について は 、 原則と し て（ ９ ） 特に 騒音振動な ど 周辺に甚大な 影響のあ る 工事について は 、 原則と し て（ ９ ） 特に騒音振動な ど 周辺に甚大な 影響の あ る 工事について は 、 原則と し て（ ９ ） 特に 騒音振動な ど 周辺に甚大な 影響のあ る 工事について は 、 原則と し て（ ９ ） 特に騒音振動な ど 周辺に甚大な 影響の あ る 工事について は 、 原則と し て（ ９ ） 特に 騒音振動な ど 周辺に甚大な 影響のあ る 工事について は 、 原則と し て（ ９ ） 特に騒音振動な ど 周辺に甚大な 影響の あ る 工事について は 、 原則と し て

　 　 学校で は 学校運営に支障を 与え な い 期間、 そ の 他の施設で は 施設管理者と　 　 学校で は学校運営に支障を 与え な い 期間、 そ の他の施設で は 施設管理者と　 　 学校で は 学校運営に支障を 与え な い 期間、 そ の 他の施設で は 施設管理者と　 　 学校で は学校運営に支障を 与え な い 期間、 そ の他の施設で は 施設管理者と　 　 学校で は 学校運営に支障を 与え な い 期間、 そ の 他の施設で は 施設管理者と　 　 学校で は学校運営に支障を 与え な い 期間、 そ の他の施設で は 施設管理者と　 　 学校で は 学校運営に支障を 与え な い 期間、 そ の 他の施設で は 施設管理者と

　 　 打合せし て 設定する こ と 。　 　 打合せし て 設定する こ と 。　 　 打合せし て 設定する こ と 。　 　 打合せし て 設定する こ と 。　 　 打合せし て 設定する こ と 。　 　 打合せし て 設定する こ と 。　 　 打合せし て 設定する こ と 。

（ 10） 工事に 先立ち 、 監督員と 打合せの 上、 住民及び関係自治会等に対し て 工（ 10） 工事に 先立ち 、 監督員と 打合せの 上、 住民及び関係自治会等に対し て 工（ 10） 工事に 先立ち 、 監督員と 打合せの 上、 住民及び関係自治会等に対し て 工（ 10） 工事に 先立ち 、 監督員と 打合せの 上、 住民及び関係自治会等に対し て 工（ 10） 工事に 先立ち 、 監督員と 打合せの 上、 住民及び関係自治会等に対し て 工（ 10） 工事に 先立ち 、 監督員と 打合せの 上、 住民及び関係自治会等に対し て 工（ 10） 工事に 先立ち 、 監督員と 打合せの 上、 住民及び関係自治会等に対し て 工

　 　 事説明を 実施する こ と 又、 工事に先立ち 、 「 工事のお知ら せ」 等を 配布し 、　 　 事説明を 実施する こ と 又、 工事に先立ち 、 「 工事のお知ら せ」 等を 配布し 、　 　 事説明を 実施する こ と 又、 工事に先立ち 、 「 工事のお知ら せ」 等を 配布し 、　 　 事説明を 実施する こ と 又、 工事に先立ち 、 「 工事のお知ら せ」 等を 配布し 、　 　 事説明を 実施する こ と 又、 工事に先立ち 、 「 工事のお知ら せ」 等を 配布し 、　 　 事説明を 実施する こ と 又、 工事に先立ち 、 「 工事のお知ら せ」 等を 配布し 、　 　 事説明を 実施する こ と 又、 工事に先立ち 、 「 工事のお知ら せ」 等を 配布し 、

　 　 周知する 。　 　 周知する 。　 　 周知する 。　 　 周知する 。　 　 周知する 。　 　 周知する 。　 　 周知する 。

２ ８ 　 そ の 他２ ８ 　 そ の 他２ ８ 　 そ の 他２ ８ 　 そ の 他２ ８ 　 そ の 他２ ８ 　 そ の 他２ ８ 　 そ の 他

　 の 承諾を 受け る も の と する 。　 の 承諾を 受け る も の と する 。　 の 承諾を 受け る も の と する 。　 の 承諾を 受け る も の と する 。　 の 承諾を 受け る も の と する 。　 の 承諾を 受け る も の と する 。　 の 承諾を 受け る も の と する 。
　 機器・ 配管等の据付け に おけ る あ と 施工ア ン カ ーの使用につい て は、 監督員　 機器・ 配管等の据付け に おけ る あ と 施工ア ン カ ーの使用につい て は、 監督員　 機器・ 配管等の据付け に おけ る あ と 施工ア ン カ ーの使用につい て は、 監督員　 機器・ 配管等の据付け に おけ る あ と 施工ア ン カ ーの使用につい て は、 監督員　 機器・ 配管等の据付け に おけ る あ と 施工ア ン カ ーの使用につい て は、 監督員　 機器・ 配管等の据付け に おけ る あ と 施工ア ン カ ーの使用につい て は、 監督員　 機器・ 配管等の据付け に おけ る あ と 施工ア ン カ ーの使用につい て は、 監督員２ ２ 　 あ と 施工ア ン カ ー２ ２ 　 あ と 施工ア ン カ ー２ ２ 　 あ と 施工ア ン カ ー２ ２ 　 あ と 施工ア ン カ ー２ ２ 　 あ と 施工ア ン カ ー２ ２ 　 あ と 施工ア ン カ ー２ ２ 　 あ と 施工ア ン カ ー

　 重量１ ０ ０ ｋ ｇ を 超え る 機器の耐震支持に ついて は 、 耐震計算書を 添付し 、　 重量１ ０ ０ ｋ ｇ を 超え る 機器の耐震支持に ついて は、 耐震計算書を 添付し 、　 重量１ ０ ０ ｋ ｇ を 超え る 機器の耐震支持に ついて は 、 耐震計算書を 添付し 、　 重量１ ０ ０ ｋ ｇ を 超え る 機器の耐震支持に ついて は、 耐震計算書を 添付し 、　 重量１ ０ ０ ｋ ｇ を 超え る 機器の耐震支持に ついて は 、 耐震計算書を 添付し 、　 重量１ ０ ０ ｋ ｇ を 超え る 機器の耐震支持に ついて は、 耐震計算書を 添付し 、　 重量１ ０ ０ ｋ ｇ を 超え る 機器の耐震支持に ついて は 、 耐震計算書を 添付し 、

ア ン カ ーボ ルト を 選定する こ と 。ア ン カ ーボ ルト を 選定する こ と 。ア ン カ ーボ ルト を 選定する こ と 。ア ン カ ーボ ルト を 選定する こ と 。ア ン カ ーボ ルト を 選定する こ と 。ア ン カ ーボ ルト を 選定する こ と 。ア ン カ ーボ ルト を 選定する こ と 。

　 施工は 、 （ 一社） 日本建築あ と 施工ア ン カ ー協会の資格を 有する も の 、 又は　 施工は 、 （ 一社） 日本建築あ と 施工ア ン カ ー協会の 資格を 有する も の 、 又は　 施工は 、 （ 一社） 日本建築あ と 施工ア ン カ ー協会の資格を 有する も の 、 又は　 施工は 、 （ 一社） 日本建築あ と 施工ア ン カ ー協会の 資格を 有する も の 、 又は　 施工は 、 （ 一社） 日本建築あ と 施工ア ン カ ー協会の資格を 有する も の 、 又は　 施工は 、 （ 一社） 日本建築あ と 施工ア ン カ ー協会の 資格を 有する も の 、 又は　 施工は 、 （ 一社） 日本建築あ と 施工ア ン カ ー協会の資格を 有する も の 、 又は

十分な 技能及び経験を 有し た 者が 行う こ と 。十分な 技能及び経験を 有し た 者が 行う こ と 。十分な 技能及び経験を 有し た 者が 行う こ と 。十分な 技能及び経験を 有し た 者が 行う こ と 。十分な 技能及び経験を 有し た 者が 行う こ と 。十分な 技能及び経験を 有し た 者が 行う こ と 。十分な 技能及び経験を 有し た 者が 行う こ と 。

　 金属拡張系ア ン カ ーの場合は、 所定の 穿孔深さ 、 拡張の 完了が わか る 記録を　 金属拡張系ア ン カ ーの場合は、 所定の 穿孔深さ 、 拡張の 完了が わか る 記録を　 金属拡張系ア ン カ ーの場合は、 所定の 穿孔深さ 、 拡張の 完了が わか る 記録を　 金属拡張系ア ン カ ーの場合は、 所定の 穿孔深さ 、 拡張の 完了が わか る 記録を　 金属拡張系ア ン カ ーの場合は、 所定の 穿孔深さ 、 拡張の 完了が わか る 記録を　 金属拡張系ア ン カ ーの場合は、 所定の 穿孔深さ 、 拡張の 完了が わか る 記録を　 金属拡張系ア ン カ ーの場合は、 所定の 穿孔深さ 、 拡張の 完了が わか る 記録を

添付する こ と 。添付する こ と 。添付する こ と 。添付する こ と 。添付する こ と 。添付する こ と 。添付する こ と 。

　 （ 原則と し て 、 接着系ア ン カ ーは吊り 支持に 使用し な いも のと する 。 ）　 （ 原則と し て 、 接着系ア ン カ ーは吊り 支持に 使用し な いも のと する 。 ）　 （ 原則と し て 、 接着系ア ン カ ーは吊り 支持に 使用し な いも のと する 。 ）　 （ 原則と し て 、 接着系ア ン カ ーは吊り 支持に 使用し な いも のと する 。 ）　 （ 原則と し て 、 接着系ア ン カ ーは吊り 支持に 使用し な いも のと する 。 ）　 （ 原則と し て 、 接着系ア ン カ ーは吊り 支持に 使用し な いも のと する 。 ）　 （ 原則と し て 、 接着系ア ン カ ーは吊り 支持に 使用し な いも のと する 。 ）

　 あ と 施工ア ン カ ーの 試験は、 ア ン カ ーの種類毎に １ か所引張試験を 実施する　 あ と 施工ア ン カ ーの試験は 、 ア ン カ ーの種類毎に １ か所引張試験を 実施する　 あ と 施工ア ン カ ーの 試験は、 ア ン カ ーの種類毎に １ か所引張試験を 実施する　 あ と 施工ア ン カ ーの試験は 、 ア ン カ ーの種類毎に １ か所引張試験を 実施する　 あ と 施工ア ン カ ーの 試験は、 ア ン カ ーの種類毎に １ か所引張試験を 実施する　 あ と 施工ア ン カ ーの試験は 、 ア ン カ ーの種類毎に １ か所引張試験を 実施する　 あ と 施工ア ン カ ーの 試験は、 ア ン カ ーの種類毎に １ か所引張試験を 実施する

こ と 。こ と 。こ と 。こ と 。こ と 。こ と 。こ と 。

　 接着系ア ン カ ーの 場合は 、 所定の穿孔深さ 、 清掃状況、 マ ーキ ン グ 、 カ プ セ　 接着系ア ン カ ーの 場合は 、 所定の穿孔深さ 、 清掃状況、 マ ーキ ン グ 、 カ プ セ　 接着系ア ン カ ーの 場合は 、 所定の穿孔深さ 、 清掃状況、 マ ーキ ン グ 、 カ プ セ　 接着系ア ン カ ーの 場合は 、 所定の穿孔深さ 、 清掃状況、 マ ーキ ン グ 、 カ プ セ　 接着系ア ン カ ーの 場合は 、 所定の穿孔深さ 、 清掃状況、 マ ーキ ン グ 、 カ プ セ　 接着系ア ン カ ーの 場合は 、 所定の穿孔深さ 、 清掃状況、 マ ーキ ン グ 、 カ プ セ　 接着系ア ン カ ーの 場合は 、 所定の穿孔深さ 、 清掃状況、 マ ーキ ン グ 、 カ プ セ

ル挿入、 埋込みの完了が 分かる 記録を 添付する こ と 。ル挿入、 埋込みの完了が分かる 記録を 添付する こ と 。ル挿入、 埋込みの完了が 分かる 記録を 添付する こ と 。ル挿入、 埋込みの完了が分かる 記録を 添付する こ と 。ル挿入、 埋込みの完了が 分かる 記録を 添付する こ と 。ル挿入、 埋込みの完了が分かる 記録を 添付する こ と 。ル挿入、 埋込みの完了が分かる 記録を 添付する こ と 。

　 前に、 図面に 明示する 箇所につい て Ｘ 線撮影調査を 実施する こ と 。　 前に、 図面に 明示する 箇所につい て Ｘ 線撮影調査を 実施する こ と 。　 前に、 図面に 明示する 箇所につい て Ｘ 線撮影調査を 実施する こ と 。　 前に、 図面に 明示する 箇所につい て Ｘ 線撮影調査を 実施する こ と 。　 前に、 図面に 明示する 箇所につい て Ｘ 線撮影調査を 実施する こ と 。　 前に、 図面に 明示する 箇所につい て Ｘ 線撮影調査を 実施する こ と 。　 前に、 図面に 明示する 箇所につい て Ｘ 線撮影調査を 実施する こ と 。
　 既存コ ン ク リ ート 床、 壁等の 配管貫通部の穴開け 及びあ と 施工ア ン カ ー打設　 既存コ ン ク リ ート 床、 壁等の配管貫通部の穴開け 及びあ と 施工ア ン カ ー打設　 既存コ ン ク リ ート 床、 壁等の 配管貫通部の穴開け 及びあ と 施工ア ン カ ー打設　 既存コ ン ク リ ート 床、 壁等の配管貫通部の穴開け 及びあ と 施工ア ン カ ー打設　 既存コ ン ク リ ート 床、 壁等の 配管貫通部の穴開け 及びあ と 施工ア ン カ ー打設　 既存コ ン ク リ ート 床、 壁等の配管貫通部の穴開け 及びあ と 施工ア ン カ ー打設　 既存コ ン ク リ ート 床、 壁等の 配管貫通部の穴開け 及びあ と 施工ア ン カ ー打設

  本工事で 単独に必要と な る 足場は、 下記によ り 設け る 。  本工事で 単独に必要と な る 足場は、 下記によ り 設け る 。  本工事で 単独に必要と な る 足場は、 下記によ り 設け る 。  本工事で 単独に必要と な る 足場は、 下記によ り 設け る 。  本工事で 単独に必要と な る 足場は、 下記によ り 設け る 。  本工事で 単独に必要と な る 足場は、 下記によ り 設け る 。  本工事で 単独に必要と な る 足場は、 下記によ り 設け る 。

  （ ２ ） 外部足場　 ※ Ａ 種( 枠組足場)  ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 ・ Ｄ 種 ・ Ｅ 種 ・ Ｆ 種  （ ２ ） 外部足場　 ※ Ａ 種( 枠組足場)  ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 ・ Ｄ 種 ・ Ｅ 種 ・ Ｆ 種  （ ２ ） 外部足場　 ※ Ａ 種( 枠組足場)  ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 ・ Ｄ 種 ・ Ｅ 種 ・ Ｆ 種  （ ２ ） 外部足場　 ※ Ａ 種( 枠組足場)  ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 ・ Ｄ 種 ・ Ｅ 種 ・ Ｆ 種  （ ２ ） 外部足場　 ※ Ａ 種( 枠組足場)  ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 ・ Ｄ 種 ・ Ｅ 種 ・ Ｆ 種  （ ２ ） 外部足場　 ※ Ａ 種( 枠組足場)  ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 ・ Ｄ 種 ・ Ｅ 種 ・ Ｆ 種  （ ２ ） 外部足場　 ※ Ａ 種( 枠組足場)  ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 ・ Ｄ 種 ・ Ｅ 種 ・ Ｆ 種

  （ １ ） 内部足場　 ※ 脚立足場　 　 　  （ １ ） 内部足場　 ※ 脚立足場　 　 　  （ １ ） 内部足場　 ※ 脚立足場　 　 　  （ １ ） 内部足場　 ※ 脚立足場　 　 　  （ １ ） 内部足場　 ※ 脚立足場　 　 　  （ １ ） 内部足場　 ※ 脚立足場　 　 　  （ １ ） 内部足場　 ※ 脚立足場　 　 　
２ ４ 　 改修部分の足場２ ４ 　 改修部分の足場２ ４ 　 改修部分の足場２ ４ 　 改修部分の足場２ ４ 　 改修部分の足場２ ４ 　 改修部分の足場２ ４ 　 改修部分の足場

２ ５ 　 墜落制止用器具２ ５ 　 墜落制止用器具２ ５ 　 墜落制止用器具２ ５ 　 墜落制止用器具２ ５ 　 墜落制止用器具２ ５ 　 墜落制止用器具２ ５ 　 墜落制止用器具

　 　 （ フ ルハーネ ス 型）　 　 （ フ ルハーネ ス 型）　 　 （ フ ルハーネ ス 型）　 　 （ フ ルハーネ ス 型）　 　 （ フ ルハーネ ス 型）　 　 （ フ ルハーネ ス 型）　 　 （ フ ルハーネ ス 型）

　 ・ 使用を 要し な い　 ・ 使用を 要し な い　 ・ 使用を 要し な い　 ・ 使用を 要し な い　 ・ 使用を 要し な い　 ・ 使用を 要し な い　 ・ 使用を 要し な い

電力会社 ：電力会社 ：電力会社 ：電力会社 ：電力会社 ：電力会社 ：電力会社 ：

電源を 遮断する 装置を 使用する 。電源を 遮断する 装置を 使用する 。電源を 遮断する 装置を 使用する 。電源を 遮断する 装置を 使用する 。電源を 遮断する 装置を 使用する 。電源を 遮断する 装置を 使用する 。電源を 遮断する 装置を 使用する 。
　 電動ド リ ル等の 刃が鉄筋、 金属配管等に接触し た 場合に 、 自動で電動工具の　 電動ド リ ル等の刃が鉄筋、 金属配管等に接触し た 場合に 、 自動で電動工具の　 電動ド リ ル等の 刃が鉄筋、 金属配管等に接触し た 場合に 、 自動で電動工具の　 電動ド リ ル等の刃が鉄筋、 金属配管等に接触し た 場合に 、 自動で電動工具の　 電動ド リ ル等の 刃が鉄筋、 金属配管等に接触し た 場合に 、 自動で電動工具の　 電動ド リ ル等の刃が鉄筋、 金属配管等に接触し た 場合に 、 自動で電動工具の　 電動ド リ ル等の刃が鉄筋、 金属配管等に接触し た 場合に 、 自動で電動工具の

１ ９ 　 建設発生土の１ ９ 　 建設発生土の１ ９ 　 建設発生土の１ ９ 　 建設発生土の１ ９ 　 建設発生土の１ ９ 　 建設発生土の１ ９ 　 建設発生土の 　 埋戻し 後の 建設残土は、 ※監督員が指示する 構内の 場所に敷き な ら す。　 埋戻し 後の 建設残土は 、 ※監督員が指示する 構内の場所に敷き な ら す。　 埋戻し 後の 建設残土は、 ※監督員が指示する 構内の 場所に敷き な ら す。　 埋戻し 後の 建設残土は 、 ※監督員が指示する 構内の場所に敷き な ら す。　 埋戻し 後の 建設残土は、 ※監督員が指示する 構内の 場所に敷き な ら す。　 埋戻し 後の 建設残土は 、 ※監督員が指示する 構内の場所に敷き な ら す。　 埋戻し 後の 建設残土は、 ※監督員が指示する 構内の 場所に敷き な ら す。

・ 構外搬出適切処理する 。・ 構外搬出適切処理する 。・ 構外搬出適切処理する 。・ 構外搬出適切処理する 。・ 構外搬出適切処理する 。・ 構外搬出適切処理する 。・ 構外搬出適切処理する 。

昇降機 ：昇降機 ：昇降機 ：昇降機 ：昇降機 ：昇降機 ：昇降機 ：

建築 ：建築 ：建築 ：建築 ：建築 ：建築 ：建築 ：
官公庁等打ち 合わ せ相手官公庁等打ち 合わ せ相手官公庁等打ち 合わ せ相手官公庁等打ち 合わ せ相手官公庁等打ち 合わ せ相手官公庁等打ち 合わ せ相手官公庁等打ち 合わ せ相手

・ 　 動力設備・ 　 動力設備・ 　 動力設備・ 　 動力設備・ 　 動力設備・ 　 動力設備・ 　 動力設備
・ 　 電灯設備・ 　 電灯設備・ 　 電灯設備・ 　 電灯設備・ 　 電灯設備・ 　 電灯設備・ 　 電灯設備

・ 　 電熱設備・ 　 電熱設備・ 　 電熱設備・ 　 電熱設備・ 　 電熱設備・ 　 電熱設備・ 　 電熱設備

・ 　 雷保護設備・ 　 雷保護設備・ 　 雷保護設備・ 　 雷保護設備・ 　 雷保護設備・ 　 雷保護設備・ 　 雷保護設備

・ 　 受変電設備・ 　 受変電設備・ 　 受変電設備・ 　 受変電設備・ 　 受変電設備・ 　 受変電設備・ 　 受変電設備

・ 　 電力貯蔵設備・ 　 電力貯蔵設備・ 　 電力貯蔵設備・ 　 電力貯蔵設備・ 　 電力貯蔵設備・ 　 電力貯蔵設備・ 　 電力貯蔵設備

・ 　 発電設備・ 　 発電設備・ 　 発電設備・ 　 発電設備・ 　 発電設備・ 　 発電設備・ 　 発電設備

・ 　 構内情報通信網設備・ 　 構内情報通信網設備・ 　 構内情報通信網設備・ 　 構内情報通信網設備・ 　 構内情報通信網設備・ 　 構内情報通信網設備・ 　 構内情報通信網設備

・ 　 構内交換設備・ 　 構内交換設備・ 　 構内交換設備・ 　 構内交換設備・ 　 構内交換設備・ 　 構内交換設備・ 　 構内交換設備

・ 　 情報表示設備・ 　 情報表示設備・ 　 情報表示設備・ 　 情報表示設備・ 　 情報表示設備・ 　 情報表示設備・ 　 情報表示設備

・ 　 映像、 音響設備・ 　 映像、 音響設備・ 　 映像、 音響設備・ 　 映像、 音響設備・ 　 映像、 音響設備・ 　 映像、 音響設備・ 　 映像、 音響設備

・ 　 誘導支援、 呼出し 設備・ 　 誘導支援、 呼出し 設備・ 　 誘導支援、 呼出し 設備・ 　 誘導支援、 呼出し 設備・ 　 誘導支援、 呼出し 設備・ 　 誘導支援、 呼出し 設備・ 　 誘導支援、 呼出し 設備
・ 　 拡声設備（ 非常放送設備）・ 　 拡声設備（ 非常放送設備）・ 　 拡声設備（ 非常放送設備）・ 　 拡声設備（ 非常放送設備）・ 　 拡声設備（ 非常放送設備）・ 　 拡声設備（ 非常放送設備）・ 　 拡声設備（ 非常放送設備）

・ 　 テ レ ビ 共同受信設備・ 　 テ レ ビ 共同受信設備・ 　 テ レ ビ 共同受信設備・ 　 テ レ ビ 共同受信設備・ 　 テ レ ビ 共同受信設備・ 　 テ レ ビ 共同受信設備・ 　 テ レ ビ 共同受信設備

・ 　 テ レ ビ 電波障害防除設備・ 　 テ レ ビ 電波障害防除設備・ 　 テ レ ビ 電波障害防除設備・ 　 テ レ ビ 電波障害防除設備・ 　 テ レ ビ 電波障害防除設備・ 　 テ レ ビ 電波障害防除設備・ 　 テ レ ビ 電波障害防除設備

・ 　 監視カ メ ラ 設備・ 　 監視カ メ ラ 設備・ 　 監視カ メ ラ 設備・ 　 監視カ メ ラ 設備・ 　 監視カ メ ラ 設備・ 　 監視カ メ ラ 設備・ 　 監視カ メ ラ 設備

・ 　 駐車場管制設備・ 　 駐車場管制設備・ 　 駐車場管制設備・ 　 駐車場管制設備・ 　 駐車場管制設備・ 　 駐車場管制設備・ 　 駐車場管制設備

・ 　 防犯、 入退室管理設備・ 　 防犯、 入退室管理設備・ 　 防犯、 入退室管理設備・ 　 防犯、 入退室管理設備・ 　 防犯、 入退室管理設備・ 　 防犯、 入退室管理設備・ 　 防犯、 入退室管理設備

・ 　 自動火災報知設備・ 　 自動火災報知設備・ 　 自動火災報知設備・ 　 自動火災報知設備・ 　 自動火災報知設備・ 　 自動火災報知設備・ 　 自動火災報知設備

・ 　 自動閉鎖設備・ 　 自動閉鎖設備・ 　 自動閉鎖設備・ 　 自動閉鎖設備・ 　 自動閉鎖設備・ 　 自動閉鎖設備・ 　 自動閉鎖設備

・ 　 ガ ス 漏れ火災警報設備・ 　 ガ ス 漏れ火災警報設備・ 　 ガ ス 漏れ火災警報設備・ 　 ガ ス 漏れ火災警報設備・ 　 ガ ス 漏れ火災警報設備・ 　 ガ ス 漏れ火災警報設備・ 　 ガ ス 漏れ火災警報設備

・ 　 電話配管設備・ 　 電話配管設備・ 　 電話配管設備・ 　 電話配管設備・ 　 電話配管設備・ 　 電話配管設備・ 　 電話配管設備

・ 　 中央監視制御設備・ 　 中央監視制御設備・ 　 中央監視制御設備・ 　 中央監視制御設備・ 　 中央監視制御設備・ 　 中央監視制御設備・ 　 中央監視制御設備

・ 　 医療関係設備・ 　 医療関係設備・ 　 医療関係設備・ 　 医療関係設備・ 　 医療関係設備・ 　 医療関係設備・ 　 医療関係設備

・ 　 昇降機設備・ 　 昇降機設備・ 　 昇降機設備・ 　 昇降機設備・ 　 昇降機設備・ 　 昇降機設備・ 　 昇降機設備

上層階上層階上層階上層階上層階上層階上層階

屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋

中間階中間階中間階中間階中間階中間階中間階

地下・ １ 階地下・ １ 階地下・ １ 階地下・ １ 階地下・ １ 階地下・ １ 階地下・ １ 階

機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器

防振支持の機器防振支持の 機器防振支持の機器防振支持の 機器防振支持の機器防振支持の 機器防振支持の 機器

水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類

機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器

防振支持の機器防振支持の 機器防振支持の機器防振支持の 機器防振支持の機器防振支持の 機器防振支持の 機器

水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）

（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）

機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器機　 　 　 　 　 器

防振支持の機器防振支持の 機器防振支持の機器防振支持の 機器防振支持の機器防振支持の 機器防振支持の 機器

（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）（ ※１ ）水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類水　 槽　 類

2. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 5

2. 0          2. 02. 0          2. 02. 0          2. 02. 0          2. 02. 0          2. 02. 0          2. 02. 0          2. 0

2. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 5

1. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 0

1. 5          1. 51. 5          1. 51. 5          1. 51. 5          1. 51. 5          1. 51. 5          1. 51. 5          1. 5

1. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 0

1. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 6

 1. 0          1. 0  1. 0          1. 0  1. 0          1. 0  1. 0          1. 0  1. 0          1. 0  1. 0          1. 0  1. 0          1. 0 

1. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 0

1. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 0

2. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 52. 0          1. 5

1. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 0

1. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 6

1. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 01. 5          1. 0

1. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 6

0. 6          0. 40. 6          0. 40. 6          0. 40. 6          0. 40. 6          0. 40. 6          0. 40. 6          0. 4

1. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 6

1. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 61. 0          0. 6

　 本工事に使用する 機材等は 、 設計図書に 規定する も の又は こ れと 同等の も の　 本工事に使用する 機材等は、 設計図書に規定する も の又はこ れと 同等の も の　 本工事に使用する 機材等は 、 設計図書に 規定する も の又は こ れと 同等の も の　 本工事に使用する 機材等は、 設計図書に規定する も の又はこ れと 同等の も の　 本工事に使用する 機材等は 、 設計図書に 規定する も の又は こ れと 同等の も の　 本工事に使用する 機材等は、 設計図書に規定する も の又はこ れと 同等の も の　 本工事に使用する 機材等は、 設計図書に 規定する も の又はこ れと 同等の も の

　 　 　 施工ア ン カ ー打設　 　 　 施工ア ン カ ー打設　 　 　 施工ア ン カ ー打設　 　 　 施工ア ン カ ー打設　 　 　 施工ア ン カ ー打設　 　 　 施工ア ン カ ー打設　 　 　 施工ア ン カ ー打設

２ ３ 　 は つり 及びあ と２ ３ 　 はつり 及びあ と２ ３ 　 は つり 及びあ と２ ３ 　 はつり 及びあ と２ ３ 　 は つり 及びあ と２ ３ 　 はつり 及びあ と２ ３ 　 はつり 及びあ と

２ ０ 　 再生砂・ 再生砕石２ ０ 　 再生砂・ 再生砕石２ ０ 　 再生砂・ 再生砕石２ ０ 　 再生砂・ 再生砕石２ ０ 　 再生砂・ 再生砕石２ ０ 　 再生砂・ 再生砕石２ ０ 　 再生砂・ 再生砕石

　 再生砂使用に先立ち 、 １ 購入あ た り １ 検体の六価ク ロ ム 溶出試験を 行い土壌　 再生砂使用に先立ち 、 １ 購入あ た り １ 検体の 六価ク ロ ム 溶出試験を 行い土壌　 再生砂使用に先立ち 、 １ 購入あ た り １ 検体の六価ク ロ ム 溶出試験を 行い土壌　 再生砂使用に先立ち 、 １ 購入あ た り １ 検体の 六価ク ロ ム 溶出試験を 行い土壌　 再生砂使用に先立ち 、 １ 購入あ た り １ 検体の六価ク ロ ム 溶出試験を 行い土壌　 再生砂使用に先立ち 、 １ 購入あ た り １ 検体の 六価ク ロ ム 溶出試験を 行い土壌　 再生砂使用に先立ち 、 １ 購入あ た り １ 検体の六価ク ロ ム 溶出試験を 行い土壌
監督員の 了解を 得た 上で 、 　 ・ 使用で き る 。 　 　 ※使用で き な い 。監督員の 了解を 得た 上で 、 　 ・ 使用で き る 。 　 　 ※使用で き な い 。監督員の 了解を 得た 上で 、 　 ・ 使用で き る 。 　 　 ※使用で き な い 。監督員の 了解を 得た 上で 、 　 ・ 使用で き る 。 　 　 ※使用で き な い 。監督員の 了解を 得た 上で 、 　 ・ 使用で き る 。 　 　 ※使用で き な い 。監督員の 了解を 得た 上で 、 　 ・ 使用で き る 。 　 　 ※使用で き な い 。監督員の 了解を 得た 上で 、 　 ・ 使用で き る 。 　 　 ※使用で き な い 。

　 契約図書中の山砂の類、 砂利、 砕石及びア ス コ ン に 代替し 、 表層以外において　 契約図書中の山砂の類、 砂利、 砕石及びア ス コ ン に代替し 、 表層以外におい て　 契約図書中の山砂の類、 砂利、 砕石及びア ス コ ン に 代替し 、 表層以外において　 契約図書中の山砂の類、 砂利、 砕石及びア ス コ ン に代替し 、 表層以外におい て　 契約図書中の山砂の類、 砂利、 砕石及びア ス コ ン に 代替し 、 表層以外において　 契約図書中の山砂の類、 砂利、 砕石及びア ス コ ン に代替し 、 表層以外におい て　 契約図書中の山砂の類、 砂利、 砕石及びア ス コ ン に 代替し 、 表層以外において

１ ０ 　 完成図書の納品１ ０ 　 完成図書の納品１ ０ 　 完成図書の納品１ ０ 　 完成図書の納品１ ０ 　 完成図書の納品１ ０ 　 完成図書の納品１ ０ 　 完成図書の納品

　 市営住宅の完成図の提出部数は、 Ａ ３ 二つ折り ２ 部と する 。　 市営住宅の完成図の提出部数は、 Ａ ３ 二つ折り ２ 部と する 。　 市営住宅の完成図の提出部数は、 Ａ ３ 二つ折り ２ 部と する 。　 市営住宅の完成図の提出部数は、 Ａ ３ 二つ折り ２ 部と する 。　 市営住宅の完成図の提出部数は、 Ａ ３ 二つ折り ２ 部と する 。　 市営住宅の完成図の提出部数は、 Ａ ３ 二つ折り ２ 部と する 。　 市営住宅の完成図の提出部数は、 Ａ ３ 二つ折り ２ 部と する 。

２ ７ 　 ア ス ベス ト 事前２ ７ 　 ア ス ベス ト 事前２ ７ 　 ア ス ベス ト 事前２ ７ 　 ア ス ベス ト 事前２ ７ 　 ア ス ベス ト 事前２ ７ 　 ア ス ベス ト 事前２ ７ 　 ア ス ベス ト 事前
調査結果の報告調査結果の報告調査結果の報告調査結果の報告調査結果の報告調査結果の報告調査結果の報告

ず、 結果を 知事又は 市長あ て に報告する 。ず、 結果を 知事又は市長あ て に報告する 。ず、 結果を 知事又は 市長あ て に報告する 。ず、 結果を 知事又は市長あ て に報告する 。ず、 結果を 知事又は 市長あ て に報告する 。ず、 結果を 知事又は市長あ て に報告する 。ず、 結果を 知事又は 市長あ て に報告する 。
調査を 建築物石綿含有建材調査者に よ り 実施し 、 ア ス ベス ト 使用有無に 関わ ら調査を 建築物石綿含有建材調査者によ り 実施し 、 ア ス ベス ト 使用有無に 関わら調査を 建築物石綿含有建材調査者に よ り 実施し 、 ア ス ベス ト 使用有無に 関わ ら調査を 建築物石綿含有建材調査者によ り 実施し 、 ア ス ベス ト 使用有無に 関わら調査を 建築物石綿含有建材調査者に よ り 実施し 、 ア ス ベス ト 使用有無に 関わ ら調査を 建築物石綿含有建材調査者によ り 実施し 、 ア ス ベス ト 使用有無に 関わら調査を 建築物石綿含有建材調査者によ り 実施し 、 ア ス ベス ト 使用有無に 関わら

９ 　 自動火災報知設備、９ 　 自動火災報知設備、９ 　 自動火災報知設備、９ 　 自動火災報知設備、９ 　 自動火災報知設備、９ 　 自動火災報知設備、９ 　 自動火災報知設備、

　 　 ガ ス 漏れ火災警報　 　 ガ ス 漏れ火災警報　 　 ガ ス 漏れ火災警報　 　 ガ ス 漏れ火災警報　 　 ガ ス 漏れ火災警報　 　 ガ ス 漏れ火災警報　 　 ガ ス 漏れ火災警報

　 　 設備、 拡声設備　 　 設備、 拡声設備　 　 設備、 拡声設備　 　 設備、 拡声設備　 　 設備、 拡声設備　 　 設備、 拡声設備　 　 設備、 拡声設備

　 　 （ 非常放送設備）　 　 （ 非常放送設備）　 　 （ 非常放送設備）　 　 （ 非常放送設備）　 　 （ 非常放送設備）　 　 （ 非常放送設備）　 　 （ 非常放送設備）

１ ０ 　 昇降機設備１ ０ 　 昇降機設備１ ０ 　 昇降機設備１ ０ 　 昇降機設備１ ０ 　 昇降機設備１ ０ 　 昇降機設備１ ０ 　 昇降機設備

（ １ ） 所轄する 消防署と 打合せのう え 、 各関係条例等に従い 施工する 。（ １ ） 所轄する 消防署と 打合せのう え 、 各関係条例等に 従い 施工する 。（ １ ） 所轄する 消防署と 打合せのう え 、 各関係条例等に従い 施工する 。（ １ ） 所轄する 消防署と 打合せのう え 、 各関係条例等に 従い 施工する 。（ １ ） 所轄する 消防署と 打合せのう え 、 各関係条例等に従い 施工する 。（ １ ） 所轄する 消防署と 打合せのう え 、 各関係条例等に 従い 施工する 。（ １ ） 所轄する 消防署と 打合せのう え 、 各関係条例等に 従い 施工する 。

（ ２ ） 総合盤内の 接続は端子を 使用し 、 回路名を 記入し て おく も の と する 。（ ２ ） 総合盤内の 接続は 端子を 使用し 、 回路名を 記入し て おく も のと する 。（ ２ ） 総合盤内の 接続は端子を 使用し 、 回路名を 記入し て おく も の と する 。（ ２ ） 総合盤内の 接続は 端子を 使用し 、 回路名を 記入し て おく も のと する 。（ ２ ） 総合盤内の 接続は端子を 使用し 、 回路名を 記入し て おく も の と する 。（ ２ ） 総合盤内の 接続は 端子を 使用し 、 回路名を 記入し て おく も のと する 。（ ２ ） 総合盤内の 接続は 端子を 使用し 、 回路名を 記入し て おく も の と する 。

（ ３ ） ガ ス 漏れ警報設備の 動作試験は、 原則と し て ガ ス 納入業者立会いのう え（ ３ ） ガ ス 漏れ警報設備の 動作試験は 、 原則と し て ガ ス 納入業者立会いのう え（ ３ ） ガ ス 漏れ警報設備の 動作試験は、 原則と し て ガ ス 納入業者立会いのう え（ ３ ） ガ ス 漏れ警報設備の 動作試験は 、 原則と し て ガ ス 納入業者立会いのう え（ ３ ） ガ ス 漏れ警報設備の 動作試験は、 原則と し て ガ ス 納入業者立会いのう え（ ３ ） ガ ス 漏れ警報設備の 動作試験は 、 原則と し て ガ ス 納入業者立会いのう え（ ３ ） ガ ス 漏れ警報設備の 動作試験は、 原則と し て ガ ス 納入業者立会いのう え

　 　 で行う も の と する 。　 　 で 行う も のと する 。　 　 で行う も の と する 。　 　 で 行う も のと する 。　 　 で行う も の と する 。　 　 で 行う も のと する 。　 　 で 行う も のと する 。

　 特記な き 場合の 施工は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標　 特記な き 場合の 施工は 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標　 特記な き 場合の 施工は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標　 特記な き 場合の 施工は 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標　 特記な き 場合の 施工は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標　 特記な き 場合の 施工は 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標　 特記な き 場合の 施工は 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標

準仕様書（ 機械設備工事編） に よ る 。準仕様書（ 機械設備工事編） に よ る 。準仕様書（ 機械設備工事編） に よ る 。準仕様書（ 機械設備工事編） に よ る 。準仕様書（ 機械設備工事編） に よ る 。準仕様書（ 機械設備工事編） に よ る 。準仕様書（ 機械設備工事編） に よ る 。

　 な お、 市営住宅の場合は 、 公共住宅建設工事共通仕様書に よ る 。　 な お、 市営住宅の場合は 、 公共住宅建設工事共通仕様書に よ る 。　 な お、 市営住宅の場合は 、 公共住宅建設工事共通仕様書に よ る 。　 な お、 市営住宅の場合は 、 公共住宅建設工事共通仕様書に よ る 。　 な お、 市営住宅の場合は 、 公共住宅建設工事共通仕様書に よ る 。　 な お、 市営住宅の場合は 、 公共住宅建設工事共通仕様書に よ る 。　 な お、 市営住宅の場合は 、 公共住宅建設工事共通仕様書に よ る 。

ｺﾝｾﾝﾄ、 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、 直列ﾕﾆｯﾄｺﾝｾﾝﾄ、 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、 直列ﾕﾆｯﾄｺﾝｾﾝﾄ、 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、 直列ﾕﾆｯﾄｺﾝｾﾝﾄ、 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、 直列ﾕﾆｯﾄｺﾝｾﾝﾄ、 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、 直列ﾕﾆｯﾄｺﾝｾﾝﾄ、 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、 直列ﾕﾆｯﾄｺﾝｾﾝﾄ、 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、 直列ﾕﾆｯﾄ
２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０

１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０

〃〃〃〃〃〃〃

　 　 　 　 　 取付高さ （ ｍ ｍ ）　 　 　 　 　 取付高さ （ ｍ ｍ ）　 　 　 　 　 取付高さ （ ｍ ｍ ）　 　 　 　 　 取付高さ （ ｍ ｍ ）　 　 　 　 　 取付高さ （ ｍ ｍ ）　 　 　 　 　 取付高さ （ ｍ ｍ ）　 　 　 　 　 取付高さ （ ｍ ｍ ）

〃〃〃〃〃〃〃

１ , ０ ０ ０１ , ０ ０ ０１ , ０ ０ ０１ , ０ ０ ０１ , ０ ０ ０１ , ０ ０ ０１ , ０ ０ ０

一　 　 般一　 　 般一　 　 般一　 　 般一　 　 般一　 　 般一　 　 般

１ , ２ ０ ０１ , ２ ０ ０１ , ２ ０ ０１ , ２ ０ ０１ , ２ ０ ０１ , ２ ０ ０１ , ２ ０ ０

２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０

台上～中心台上～中心台上～中心台上～中心台上～中心台上～中心台上～中心

　 壁付、 壁掛型の 機器等の 取付高さ は 、 図面に記載のな い場合は原則と し て 次のと おり と する 。　 壁付、 壁掛型の機器等の 取付高さ は 、 図面に 記載のな い場合は原則と し て 次のと おり と する 。　 壁付、 壁掛型の 機器等の 取付高さ は 、 図面に記載のな い場合は原則と し て 次のと おり と する 。　 壁付、 壁掛型の機器等の 取付高さ は 、 図面に 記載のな い場合は原則と し て 次のと おり と する 。　 壁付、 壁掛型の 機器等の 取付高さ は 、 図面に記載のな い場合は原則と し て 次のと おり と する 。　 壁付、 壁掛型の機器等の 取付高さ は 、 図面に 記載のな い場合は原則と し て 次のと おり と する 。　 壁付、 壁掛型の 機器等の 取付高さ は 、 図面に記載のな い場合は原則と し て 次のと おり と する 。

２ . ４ 　 取付高さ２ . ４ 　 取付高さ２ . ４ 　 取付高さ２ . ４ 　 取付高さ２ . ４ 　 取付高さ２ . ４ 　 取付高さ２ . ４ 　 取付高さ

分電盤、 制御盤、 開閉器箱分電盤、 制御盤、 開閉器箱分電盤、 制御盤、 開閉器箱分電盤、 制御盤、 開閉器箱分電盤、 制御盤、 開閉器箱分電盤、 制御盤、 開閉器箱分電盤、 制御盤、 開閉器箱
防水型コ ン セ ン ト防水型コ ン セ ン ト防水型コ ン セ ン ト防水型コ ン セ ン ト防水型コ ン セ ン ト防水型コ ン セ ン ト防水型コ ン セ ン ト

復帰ボ タ ン （ 　 　 〃　 　 　 ）復帰ボ タ ン （ 　 　 〃　 　 　 ）復帰ボ タ ン （ 　 　 〃　 　 　 ）復帰ボ タ ン （ 　 　 〃　 　 　 ）復帰ボ タ ン （ 　 　 〃　 　 　 ）復帰ボ タ ン （ 　 　 〃　 　 　 ）復帰ボ タ ン （ 　 　 〃　 　 　 ）

呼出ボ タ ン （ 身体障害者用）呼出ボ タ ン （ 身体障害者用）呼出ボ タ ン （ 身体障害者用）呼出ボ タ ン （ 身体障害者用）呼出ボ タ ン （ 身体障害者用）呼出ボ タ ン （ 身体障害者用）呼出ボ タ ン （ 身体障害者用）

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

（ 一般）（ 一般）（ 一般）（ 一般）（ 一般）（ 一般）（ 一般）

２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０

　 〃　 　 （ 身体障害者用）　 〃　 　 （ 身体障害者用）　 〃　 　 （ 身体障害者用）　 〃　 　 （ 身体障害者用）　 〃　 　 （ 身体障害者用）　 〃　 　 （ 身体障害者用）　 〃　 　 （ 身体障害者用）
ス イ ッ チ（ 一般）ス イ ッ チ （ 一般）ス イ ッ チ（ 一般）ス イ ッ チ （ 一般）ス イ ッ チ（ 一般）ス イ ッ チ （ 一般）ス イ ッ チ（ 一般）

２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０

   １ ５ ０   １ ５ ０   １ ５ ０   １ ５ ０   １ ５ ０   １ ５ ０   １ ５ ０
   ２ ０ ０   ２ ０ ０   ２ ０ ０   ２ ０ ０   ２ ０ ０   ２ ０ ０   ２ ０ ０（ 和室）（ 和室）（ 和室）（ 和室）（ 和室）（ 和室）（ 和室）

   ３ ０ ０   ３ ０ ０   ３ ０ ０   ３ ０ ０   ３ ０ ０   ３ ０ ０   ３ ０ ０

   １ ５ ０   １ ５ ０   １ ５ ０   １ ５ ０   １ ５ ０   １ ５ ０   １ ５ ０

〃〃〃〃〃〃〃 ( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500

　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　

１ , １ ０ ０１ , １ ０ ０１ , １ ０ ０１ , １ ０ ０１ , １ ０ ０１ , １ ０ ０１ , １ ０ ０
１ , ３ ０ ０１ , ３ ０ ０１ , ３ ０ ０１ , ３ ０ ０１ , ３ ０ ０１ , ３ ０ ０１ , ３ ０ ０

〃〃〃〃〃〃〃
床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

   ４ ０ ０   ４ ０ ０   ４ ０ ０   ４ ０ ０   ４ ０ ０   ４ ０ ０   ４ ０ ０

廊下表示灯（ 　 　 〃　 　 　 ）廊下表示灯（ 　 　 〃　 　 　 ）廊下表示灯（ 　 　 〃　 　 　 ）廊下表示灯（ 　 　 〃　 　 　 ）廊下表示灯（ 　 　 〃　 　 　 ）廊下表示灯（ 　 　 〃　 　 　 ）廊下表示灯（ 　 　 〃　 　 　 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　

   ９ ０ ０   ９ ０ ０   ９ ０ ０   ９ ０ ０   ９ ０ ０   ９ ０ ０   ９ ０ ０
( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500

２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０２ , ０ ０ ０

１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０１ , ８ ０ ０

〃〃〃〃〃〃〃

   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０

〃〃〃〃〃〃〃

測　 　 点測　 　 点測　 　 点測　 　 点測　 　 点測　 　 点測　 　 点名　 　 　 　 　 　 　 　 称名　 　 　 　 　 　 　 　 称名　 　 　 　 　 　 　 　 称名　 　 　 　 　 　 　 　 称名　 　 　 　 　 　 　 　 称名　 　 　 　 　 　 　 　 称名　 　 　 　 　 　 　 　 称

   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０   ５ ０ ０

   ９ ０ ０   ９ ０ ０   ９ ０ ０   ９ ０ ０   ９ ０ ０   ９ ０ ０   ９ ０ ０

〃〃〃〃〃〃〃

３ 　 そ の他３ 　 そ の他３ 　 そ の他３ 　 そ の他３ 　 そ の他３ 　 そ の他３ 　 そ の他
３ ． １ 　 他工事と の取合区分３ ． １ 　 他工事と の取合区分３ ． １ 　 他工事と の取合区分３ ． １ 　 他工事と の取合区分３ ． １ 　 他工事と の取合区分３ ． １ 　 他工事と の取合区分３ ． １ 　 他工事と の取合区分

　 　 　 　 発注図又は工事区分表に よ る 。　 　 　 　 発注図又は工事区分表によ る 。　 　 　 　 発注図又は工事区分表に よ る 。　 　 　 　 発注図又は工事区分表によ る 。　 　 　 　 発注図又は工事区分表に よ る 。　 　 　 　 発注図又は工事区分表によ る 。　 　 　 　 発注図又は工事区分表に よ る 。

３ ． ２ 　 図面上の 縮尺３ ． ２ 　 図面上の 縮尺３ ． ２ 　 図面上の 縮尺３ ． ２ 　 図面上の 縮尺３ ． ２ 　 図面上の 縮尺３ ． ２ 　 図面上の 縮尺３ ． ２ 　 図面上の 縮尺

３ ． ３ 　 疑義３ ． ３ 　 疑義３ ． ３ 　 疑義３ ． ３ 　 疑義３ ． ３ 　 疑義３ ． ３ 　 疑義３ ． ３ 　 疑義

　 　 　 　 本特記仕様書、 特別共通仕様書及び標準仕様書等におい て 疑義が生じ た 場合は 、　 　 　 　 本特記仕様書、 特別共通仕様書及び標準仕様書等において 疑義が生じ た 場合は 、　 　 　 　 本特記仕様書、 特別共通仕様書及び標準仕様書等におい て 疑義が生じ た 場合は 、　 　 　 　 本特記仕様書、 特別共通仕様書及び標準仕様書等において 疑義が生じ た 場合は 、　 　 　 　 本特記仕様書、 特別共通仕様書及び標準仕様書等におい て 疑義が生じ た 場合は 、　 　 　 　 本特記仕様書、 特別共通仕様書及び標準仕様書等において 疑義が生じ た 場合は 、　 　 　 　 本特記仕様書、 特別共通仕様書及び標準仕様書等におい て 疑義が生じ た 場合は 、

　 　 　 　 監督員と 協議する も のと する 。　 　 　 　 監督員と 協議する も の と する 。　 　 　 　 監督員と 協議する も のと する 。　 　 　 　 監督員と 協議する も の と する 。　 　 　 　 監督員と 協議する も のと する 。　 　 　 　 監督員と 協議する も の と する 。　 　 　 　 監督員と 協議する も のと する 。

（ 台上）（ 台上）（ 台上）（ 台上）（ 台上）（ 台上）（ 台上）　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　

　 〃　 　 （ 人感セ ン サ ー切換用）　 〃　 　 （ 人感セ ン サ ー切換用）　 〃　 　 （ 人感セ ン サ ー切換用）　 〃　 　 （ 人感セ ン サ ー切換用）　 〃　 　 （ 人感セ ン サ ー切換用）　 〃　 　 （ 人感セ ン サ ー切換用）　 〃　 　 （ 人感セ ン サ ー切換用）

端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤

　 　 　 　 図面上の 縮尺は 、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ａ １ 版と し た 縮尺と する 。　 　 　 　 図面上の 縮尺は、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ａ １ 版と し た 縮尺と する 。　 　 　 　 図面上の 縮尺は 、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ａ １ 版と し た 縮尺と する 。　 　 　 　 図面上の 縮尺は、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ａ １ 版と し た 縮尺と する 。　 　 　 　 図面上の 縮尺は 、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ａ １ 版と し た 縮尺と する 。　 　 　 　 図面上の 縮尺は、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ａ １ 版と し た 縮尺と する 。　 　 　 　 図面上の 縮尺は 、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ａ １ 版と し た 縮尺と する 。

( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500( 上端1, 900以下) 1, 500

市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅

３ ． ４ 　 工事用図面３ ． ４ 　 工事用図面３ ． ４ 　 工事用図面３ ． ４ 　 工事用図面３ ． ４ 　 工事用図面３ ． ４ 　 工事用図面３ ． ４ 　 工事用図面

　 　 　 　 工事用着手時原設計図　 縮小製図（ A3版　 A3以上の設計図はA3に縮小）　 　 　 　 工事用着手時原設計図　 縮小製図（ A3版　 A3以上の設計図は A3に縮小）　 　 　 　 工事用着手時原設計図　 縮小製図（ A3版　 A3以上の設計図はA3に縮小）　 　 　 　 工事用着手時原設計図　 縮小製図（ A3版　 A3以上の設計図は A3に縮小）　 　 　 　 工事用着手時原設計図　 縮小製図（ A3版　 A3以上の設計図はA3に縮小）　 　 　 　 工事用着手時原設計図　 縮小製図（ A3版　 A3以上の設計図は A3に縮小）　 　 　 　 工事用着手時原設計図　 縮小製図（ A3版　 A3以上の設計図はA3に縮小）

　 　 　 　 ※要（ 　 　 部） 　 ・ 不要　 　 　 　 ※要（ 　 　 部） 　 ・ 不要　 　 　 　 ※要（ 　 　 部） 　 ・ 不要　 　 　 　 ※要（ 　 　 部） 　 ・ 不要　 　 　 　 ※要（ 　 　 部） 　 ・ 不要　 　 　 　 ※要（ 　 　 部） 　 ・ 不要　 　 　 　 ※要（ 　 　 部） 　 ・ 不要

舗装版切断時に 発生する 濁水の 処理に係る 特記仕様書舗装版切断時に 発生する 濁水の処理に 係る 特記仕様書舗装版切断時に 発生する 濁水の 処理に係る 特記仕様書舗装版切断時に 発生する 濁水の処理に 係る 特記仕様書舗装版切断時に 発生する 濁水の 処理に係る 特記仕様書舗装版切断時に 発生する 濁水の処理に 係る 特記仕様書舗装版切断時に 発生する 濁水の処理に 係る 特記仕様書

　 　 ３ 　 こ の 特記仕様書に 疑義等が生じ た 場合に ついて は 、 別途監督員と 協議する も の と する 。　 　 ３ 　 こ の 特記仕様書に 疑義等が生じ た 場合について は 、 別途監督員と 協議する も の と する 。　 　 ３ 　 こ の 特記仕様書に 疑義等が生じ た 場合に ついて は 、 別途監督員と 協議する も の と する 。　 　 ３ 　 こ の 特記仕様書に 疑義等が生じ た 場合について は 、 別途監督員と 協議する も の と する 。　 　 ３ 　 こ の 特記仕様書に 疑義等が生じ た 場合に ついて は 、 別途監督員と 協議する も の と する 。　 　 ３ 　 こ の 特記仕様書に 疑義等が生じ た 場合について は 、 別途監督員と 協議する も の と する 。　 　 ３ 　 こ の 特記仕様書に 疑義等が生じ た 場合について は 、 別途監督員と 協議する も の と する 。
　 　 　 議する も の と する 。　 　 　 議する も のと する 。　 　 　 議する も の と する 。　 　 　 議する も のと する 。　 　 　 議する も の と する 。　 　 　 議する も のと する 。　 　 　 議する も のと する 。
　 　 ２ 　 受注者は 、 舗装版切断時に濁水を 生じ な い工法を 使用する 場合において は、 事前に監督員と 協　 　 ２ 　 受注者は、 舗装版切断時に濁水を 生じ な い工法を 使用する 場合におい て は、 事前に監督員と 協　 　 ２ 　 受注者は 、 舗装版切断時に濁水を 生じ な い工法を 使用する 場合において は、 事前に監督員と 協　 　 ２ 　 受注者は、 舗装版切断時に濁水を 生じ な い工法を 使用する 場合におい て は、 事前に監督員と 協　 　 ２ 　 受注者は 、 舗装版切断時に濁水を 生じ な い工法を 使用する 場合において は、 事前に監督員と 協　 　 ２ 　 受注者は、 舗装版切断時に濁水を 生じ な い工法を 使用する 場合におい て は、 事前に監督員と 協　 　 ２ 　 受注者は、 舗装版切断時に濁水を 生じ な い工法を 使用する 場合におい て は、 事前に監督員と 協

　 　 　 更の対象と し な いも のと する 。　 　 　 更の対象と し な いも のと する 。　 　 　 更の対象と し な いも のと する 。　 　 　 更の対象と し な いも のと する 。　 　 　 更の対象と し な いも のと する 。　 　 　 更の対象と し な いも のと する 。　 　 　 更の対象と し な い も のと する 。
第５ 条　 濁水処理量につい て は 、 舗装版の切断延長や切断厚が 変わっ た 場合を 除き 、 原則と し て 設計変第５ 条　 濁水処理量につい て は 、 舗装版の切断延長や切断厚が 変わっ た 場合を 除き 、 原則と し て 設計変第５ 条　 濁水処理量につい て は 、 舗装版の切断延長や切断厚が 変わっ た 場合を 除き 、 原則と し て 設計変第５ 条　 濁水処理量につい て は 、 舗装版の切断延長や切断厚が 変わっ た 場合を 除き 、 原則と し て 設計変第５ 条　 濁水処理量につい て は 、 舗装版の切断延長や切断厚が 変わっ た 場合を 除き 、 原則と し て 設計変第５ 条　 濁水処理量につい て は 、 舗装版の切断延長や切断厚が 変わっ た 場合を 除き 、 原則と し て 設計変第５ 条　 濁水処理量につい て は 、 舗装版の 切断延長や切断厚が 変わっ た 場合を 除き 、 原則と し て 設計変

第２ 条　 受注者は 、 回収し た 濁水を 次のと おり 処理する も のと する 。第２ 条　 受注者は 、 回収し た 濁水を 次の と おり 処理する も のと する 。第２ 条　 受注者は 、 回収し た 濁水を 次のと おり 処理する も のと する 。第２ 条　 受注者は 、 回収し た 濁水を 次の と おり 処理する も のと する 。第２ 条　 受注者は 、 回収し た 濁水を 次のと おり 処理する も のと する 。第２ 条　 受注者は 、 回収し た 濁水を 次の と おり 処理する も のと する 。第２ 条　 受注者は 、 回収し た 濁水を 次の と おり 処理する も のと する 。

　 　 　 　 ・ 種類及び処理量　 　 汚泥（ 油分を 含む汚泥） 　 　 ． 　 m3　 　 　 　 ・ 種類及び処理量　 　 汚泥（ 油分を 含む汚泥） 　 　 ． 　 m3　 　 　 　 ・ 種類及び処理量　 　 汚泥（ 油分を 含む汚泥） 　 　 ． 　 m3　 　 　 　 ・ 種類及び処理量　 　 汚泥（ 油分を 含む汚泥） 　 　 ． 　 m3　 　 　 　 ・ 種類及び処理量　 　 汚泥（ 油分を 含む汚泥） 　 　 ． 　 m3　 　 　 　 ・ 種類及び処理量　 　 汚泥（ 油分を 含む汚泥） 　 　 ． 　 m3　 　 　 　 ・ 種類及び処理量　 　 汚泥（ 油分を 含む汚泥） 　 　 ． 　 m3
　 　 　 　 ・ 中間処理施設　 　 　 　 　 　 市　 　 　 地内、 （ 株）　 　 　 　 ・ 中間処理施設　 　 　 　 　 　 市　 　 　 地内、 （ 株）　 　 　 　 ・ 中間処理施設　 　 　 　 　 　 市　 　 　 地内、 （ 株）　 　 　 　 ・ 中間処理施設　 　 　 　 　 　 市　 　 　 地内、 （ 株）　 　 　 　 ・ 中間処理施設　 　 　 　 　 　 市　 　 　 地内、 （ 株）　 　 　 　 ・ 中間処理施設　 　 　 　 　 　 市　 　 　 地内、 （ 株）　 　 　 　 ・ 中間処理施設　 　 　 　 　 　 市　 　 　 地内、 （ 株）

　 　 　 　 ・ 処理方法　 　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場に搬入（ 処理に焼却又は溶融含ま ず）　 　 　 　 ・ 処理方法　 　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場に搬入（ 処理に焼却又は 溶融含ま ず）　 　 　 　 ・ 処理方法　 　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場に搬入（ 処理に焼却又は溶融含ま ず）　 　 　 　 ・ 処理方法　 　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場に搬入（ 処理に焼却又は 溶融含ま ず）　 　 　 　 ・ 処理方法　 　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場に搬入（ 処理に焼却又は溶融含ま ず）　 　 　 　 ・ 処理方法　 　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場に搬入（ 処理に焼却又は 溶融含ま ず）　 　 　 　 ・ 処理方法　 　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場に搬入（ 処理に焼却又は 溶融含ま ず）

　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場又は再資源化（ 処理に焼却又は 溶融を 含む）　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場又は 再資源化（ 処理に焼却又は溶融を 含む）　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場又は再資源化（ 処理に焼却又は 溶融を 含む）　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場又は 再資源化（ 処理に焼却又は溶融を 含む）　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場又は再資源化（ 処理に焼却又は 溶融を 含む）　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場又は 再資源化（ 処理に焼却又は溶融を 含む）　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場又は 再資源化（ 処理に焼却又は溶融を 含む）

　 　 ２ 　 受注者は 、 別の 中間処理施設を 選定する 場合に は、 事前に 監督員と 協議する も の と する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 別の中間処理施設を 選定する 場合には、 事前に監督員と 協議する も の と する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 別の 中間処理施設を 選定する 場合に は、 事前に 監督員と 協議する も の と する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 別の中間処理施設を 選定する 場合には、 事前に監督員と 協議する も の と する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 別の 中間処理施設を 選定する 場合に は、 事前に 監督員と 協議する も の と する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 別の中間処理施設を 選定する 場合には、 事前に監督員と 協議する も の と する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 別の中間処理施設を 選定する 場合に は、 事前に監督員と 協議する も の と する 。

第３ 条　 受注者は 、 舗装版切断作業を 行いな がら 濁水を 可能な 限り 回収し 、 作業後速やか に回収し た第３ 条　 受注者は 、 舗装版切断作業を 行いな がら 濁水を 可能な 限り 回収し 、 作業後速やか に回収し た第３ 条　 受注者は 、 舗装版切断作業を 行いな がら 濁水を 可能な 限り 回収し 、 作業後速やか に回収し た第３ 条　 受注者は 、 舗装版切断作業を 行いな がら 濁水を 可能な 限り 回収し 、 作業後速やか に回収し た第３ 条　 受注者は 、 舗装版切断作業を 行いな がら 濁水を 可能な 限り 回収し 、 作業後速やか に回収し た第３ 条　 受注者は 、 舗装版切断作業を 行いな がら 濁水を 可能な 限り 回収し 、 作業後速やか に回収し た第３ 条　 受注者は 、 舗装版切断作業を 行いな がら 濁水を 可能な 限り 回収し 、 作業後速やか に回収し た

　 　 　 濁水を 産業廃棄物の 汚泥（ 油分を 含む汚泥） と し て 中間処理施設に運搬及び処理する も のと す　 　 　 濁水を 産業廃棄物の 汚泥（ 油分を 含む汚泥） と し て 中間処理施設に運搬及び処理する も のと す　 　 　 濁水を 産業廃棄物の 汚泥（ 油分を 含む汚泥） と し て 中間処理施設に運搬及び処理する も のと す　 　 　 濁水を 産業廃棄物の 汚泥（ 油分を 含む汚泥） と し て 中間処理施設に運搬及び処理する も のと す　 　 　 濁水を 産業廃棄物の 汚泥（ 油分を 含む汚泥） と し て 中間処理施設に運搬及び処理する も のと す　 　 　 濁水を 産業廃棄物の 汚泥（ 油分を 含む汚泥） と し て 中間処理施設に運搬及び処理する も のと す　 　 　 濁水を 産業廃棄物の 汚泥（ 油分を 含む汚泥） と し て 中間処理施設に運搬及び処理する も のと す

　 　 　 る 。　 　 　 る 。　 　 　 る 。　 　 　 る 。　 　 　 る 。　 　 　 る 。　 　 　 る 。

　 　 ２ 　 受注者は 、 汚泥の 中間処理業の許可を 受け て い る 業者と 産業廃棄物処分委託契約を 締結し な　 　 ２ 　 受注者は 、 汚泥の 中間処理業の 許可を 受け て いる 業者と 産業廃棄物処分委託契約を 締結し な　 　 ２ 　 受注者は 、 汚泥の 中間処理業の許可を 受け て い る 業者と 産業廃棄物処分委託契約を 締結し な　 　 ２ 　 受注者は 、 汚泥の 中間処理業の 許可を 受け て いる 業者と 産業廃棄物処分委託契約を 締結し な　 　 ２ 　 受注者は 、 汚泥の 中間処理業の許可を 受け て い る 業者と 産業廃棄物処分委託契約を 締結し な　 　 ２ 　 受注者は 、 汚泥の 中間処理業の 許可を 受け て いる 業者と 産業廃棄物処分委託契約を 締結し な　 　 ２ 　 受注者は 、 汚泥の 中間処理業の 許可を 受け て い る 業者と 産業廃棄物処分委託契約を 締結し な

　 　 　 け ればな ら な いも の と する 。　 　 　 け ればな ら な い も の と する 。　 　 　 け ればな ら な いも の と する 。　 　 　 け ればな ら な い も の と する 。　 　 　 け ればな ら な いも の と する 。　 　 　 け ればな ら な い も の と する 。　 　 　 け ればな ら な い も の と する 。

　 　 ３ 　 受注者は 、 自ら 運搬を 行う 場合を 除き 、 汚泥の 収集運搬業の 許可を 受け て い る 業者と 産業廃　 　 ３ 　 受注者は 、 自ら 運搬を 行う 場合を 除き 、 汚泥の収集運搬業の 許可を 受け て いる 業者と 産業廃　 　 ３ 　 受注者は 、 自ら 運搬を 行う 場合を 除き 、 汚泥の 収集運搬業の 許可を 受け て い る 業者と 産業廃　 　 ３ 　 受注者は 、 自ら 運搬を 行う 場合を 除き 、 汚泥の収集運搬業の 許可を 受け て いる 業者と 産業廃　 　 ３ 　 受注者は 、 自ら 運搬を 行う 場合を 除き 、 汚泥の 収集運搬業の 許可を 受け て い る 業者と 産業廃　 　 ３ 　 受注者は 、 自ら 運搬を 行う 場合を 除き 、 汚泥の収集運搬業の 許可を 受け て いる 業者と 産業廃　 　 ３ 　 受注者は 、 自ら 運搬を 行う 場合を 除き 、 汚泥の 収集運搬業の 許可を 受け て いる 業者と 産業廃

　 　 　 棄物収集運搬委託契約を 締結し な け ればな ら な い も のと する 。　 　 　 棄物収集運搬委託契約を 締結し な け ればな ら な いも のと する 。　 　 　 棄物収集運搬委託契約を 締結し な け ればな ら な い も のと する 。　 　 　 棄物収集運搬委託契約を 締結し な け ればな ら な いも のと する 。　 　 　 棄物収集運搬委託契約を 締結し な け ればな ら な い も のと する 。　 　 　 棄物収集運搬委託契約を 締結し な け ればな ら な いも のと する 。　 　 　 棄物収集運搬委託契約を 締結し な け ればな ら な い も のと する 。

　 　 ４ 　 受注者は 、 濁水の 処理に 関する 履行について 、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律に おい て　 　 ４ 　 受注者は 、 濁水の 処理に 関する 履行について 、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律に おいて　 　 ４ 　 受注者は 、 濁水の 処理に 関する 履行について 、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律に おい て　 　 ４ 　 受注者は 、 濁水の 処理に 関する 履行について 、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律に おいて　 　 ４ 　 受注者は 、 濁水の 処理に 関する 履行について 、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律に おい て　 　 ４ 　 受注者は 、 濁水の 処理に 関する 履行について 、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律に おいて　 　 ４ 　 受注者は 、 濁水の 処理に 関する 履行について 、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律に おい て

　 　 　 定める 産業廃棄物管理票（ 以下「 マ ニ フ ェ ス ト 」 と いう 。 ） に よ り 管理する も のと する 。　 　 　 定める 産業廃棄物管理票（ 以下「 マニ フ ェ ス ト 」 と いう 。 ） に よ り 管理する も のと する 。　 　 　 定める 産業廃棄物管理票（ 以下「 マ ニ フ ェ ス ト 」 と いう 。 ） に よ り 管理する も のと する 。　 　 　 定める 産業廃棄物管理票（ 以下「 マニ フ ェ ス ト 」 と いう 。 ） に よ り 管理する も のと する 。　 　 　 定める 産業廃棄物管理票（ 以下「 マ ニ フ ェ ス ト 」 と いう 。 ） に よ り 管理する も のと する 。　 　 　 定める 産業廃棄物管理票（ 以下「 マニ フ ェ ス ト 」 と いう 。 ） に よ り 管理する も のと する 。　 　 　 定める 産業廃棄物管理票（ 以下「 マニ フ ェ ス ト 」 と いう 。 ） に よ り 管理する も のと する 。

第４ 条　 受注者は 、 施工計画書に おい て 、 濁水の 回収、 運搬及び処理に関する 方法を 定め な け ればな第４ 条　 受注者は 、 施工計画書に おい て 、 濁水の 回収、 運搬及び処理に 関する 方法を 定め な け ればな第４ 条　 受注者は 、 施工計画書に おい て 、 濁水の 回収、 運搬及び処理に関する 方法を 定め な け ればな第４ 条　 受注者は 、 施工計画書に おい て 、 濁水の 回収、 運搬及び処理に 関する 方法を 定め な け ればな第４ 条　 受注者は 、 施工計画書に おい て 、 濁水の 回収、 運搬及び処理に関する 方法を 定め な け ればな第４ 条　 受注者は 、 施工計画書に おい て 、 濁水の 回収、 運搬及び処理に 関する 方法を 定め な け ればな第４ 条　 受注者は 、 施工計画書に おい て 、 濁水の 回収、 運搬及び処理に関する 方法を 定め な け ればな

　 　 　 し た 委託契約書の 写し 及び許可証の写し を 添付する こ と 。　 　 　 し た 委託契約書の写し 及び許可証の写し を 添付する こ と 。　 　 　 し た 委託契約書の 写し 及び許可証の写し を 添付する こ と 。　 　 　 し た 委託契約書の写し 及び許可証の写し を 添付する こ と 。　 　 　 し た 委託契約書の 写し 及び許可証の写し を 添付する こ と 。　 　 　 し た 委託契約書の写し 及び許可証の写し を 添付する こ と 。　 　 　 し た 委託契約書の写し 及び許可証の写し を 添付する こ と 。
　 　 　 ら な いも の と する 。 ま た 、 中間処理業者及び収集運搬業者と 第3条第3項及び第4項に 基づき 締結　 　 　 ら な いも の と する 。 ま た 、 中間処理業者及び収集運搬業者と 第3条第3項及び第4項に 基づき 締結　 　 　 ら な いも の と する 。 ま た 、 中間処理業者及び収集運搬業者と 第3条第3項及び第4項に 基づき 締結　 　 　 ら な いも の と する 。 ま た 、 中間処理業者及び収集運搬業者と 第3条第3項及び第4項に 基づき 締結　 　 　 ら な いも の と する 。 ま た 、 中間処理業者及び収集運搬業者と 第3条第3項及び第4項に 基づき 締結　 　 　 ら な いも の と する 。 ま た 、 中間処理業者及び収集運搬業者と 第3条第3項及び第4項に 基づき 締結　 　 　 ら な いも の と する 。 ま た 、 中間処理業者及び収集運搬業者と 第3条第3項及び第4項に 基づき 締結

　 　 ２ 　 受注者は 、 工事検査時に マニ フ ェ ス ト 原本を 提示する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 工事検査時に マニ フ ェ ス ト 原本を 提示する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 工事検査時に マニ フ ェ ス ト 原本を 提示する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 工事検査時に マニ フ ェ ス ト 原本を 提示する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 工事検査時に マニ フ ェ ス ト 原本を 提示する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 工事検査時に マニ フ ェ ス ト 原本を 提示する 。　 　 ２ 　 受注者は 、 工事検査時に マニ フ ェ ス ト 原本を 提示する 。

　 　 　 ト 舗装版切断時に 発生する 濁水（ 以下「 濁水」 と いう 。 ） の 処理に関し 必要な 事項を 定める も　 　 　 ト 舗装版切断時に発生する 濁水（ 以下「 濁水」 と いう 。 ） の処理に関し 必要な 事項を 定める も　 　 　 ト 舗装版切断時に 発生する 濁水（ 以下「 濁水」 と いう 。 ） の 処理に関し 必要な 事項を 定める も　 　 　 ト 舗装版切断時に発生する 濁水（ 以下「 濁水」 と いう 。 ） の処理に関し 必要な 事項を 定める も　 　 　 ト 舗装版切断時に 発生する 濁水（ 以下「 濁水」 と いう 。 ） の 処理に関し 必要な 事項を 定める も　 　 　 ト 舗装版切断時に発生する 濁水（ 以下「 濁水」 と いう 。 ） の処理に関し 必要な 事項を 定める も　 　 　 ト 舗装版切断時に発生する 濁水（ 以下「 濁水」 と いう 。 ） の処理に関し 必要な 事項を 定める も
第１ 条　 こ の特記仕様書は 、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書に 定める も ののほ か、 ア ス フ ァ ル第１ 条　 こ の特記仕様書は 、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書に 定める も のの ほか、 ア ス フ ァ ル第１ 条　 こ の特記仕様書は 、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書に 定める も ののほ か、 ア ス フ ァ ル第１ 条　 こ の特記仕様書は 、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書に 定める も のの ほか、 ア ス フ ァ ル第１ 条　 こ の特記仕様書は 、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書に 定める も ののほ か、 ア ス フ ァ ル第１ 条　 こ の特記仕様書は 、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書に 定める も のの ほか、 ア ス フ ァ ル第１ 条　 こ の特記仕様書は 、 春日部市電気設備工事特別共通仕様書に 定める も のの ほか、 ア ス フ ァ ル

　 　 　 の で あ る 。　 　 　 の で あ る 。　 　 　 の で あ る 。　 　 　 の で あ る 。　 　 　 の で あ る 。　 　 　 の で あ る 。　 　 　 の で あ る 。

第１ 条　 こ の 特記仕様書は 、 昇降機設備工事（ 新設、 増設又は更新） に おいて 、 昇降機を 常時適法な 状態第１ 条　 こ の 特記仕様書は 、 昇降機設備工事（ 新設、 増設又は更新） に おいて 、 昇降機を 常時適法な 状態第１ 条　 こ の 特記仕様書は 、 昇降機設備工事（ 新設、 増設又は更新） に おいて 、 昇降機を 常時適法な 状態第１ 条　 こ の 特記仕様書は 、 昇降機設備工事（ 新設、 増設又は更新） に おいて 、 昇降機を 常時適法な 状態第１ 条　 こ の 特記仕様書は 、 昇降機設備工事（ 新設、 増設又は更新） に おいて 、 昇降機を 常時適法な 状態第１ 条　 こ の 特記仕様書は 、 昇降機設備工事（ 新設、 増設又は更新） に おいて 、 昇降機を 常時適法な 状態第１ 条　 こ の 特記仕様書は 、 昇降機設備工事（ 新設、 増設又は更新） に おいて 、 昇降機を 常時適法な 状態
に維持でき る よ う 必要な 事項を 定める 。 な お、 こ の 特記仕様書に 記載さ れて いな い事項は、 「 昇降に維持でき る よ う 必要な 事項を 定める 。 な お、 こ の 特記仕様書に 記載さ れて い な い事項は、 「 昇降に維持でき る よ う 必要な 事項を 定める 。 な お、 こ の 特記仕様書に 記載さ れて いな い事項は、 「 昇降に維持でき る よ う 必要な 事項を 定める 。 な お、 こ の 特記仕様書に 記載さ れて い な い事項は、 「 昇降に維持でき る よ う 必要な 事項を 定める 。 な お、 こ の 特記仕様書に 記載さ れて いな い事項は、 「 昇降に維持でき る よ う 必要な 事項を 定める 。 な お、 こ の 特記仕様書に 記載さ れて い な い事項は、 「 昇降に維持でき る よ う 必要な 事項を 定める 。 な お、 こ の 特記仕様書に 記載さ れて いな い事項は、 「 昇降

昇降機の適切な 維持管理に係る 特記仕様書昇降機の適切な 維持管理に 係る 特記仕様書昇降機の適切な 維持管理に係る 特記仕様書昇降機の適切な 維持管理に 係る 特記仕様書昇降機の適切な 維持管理に係る 特記仕様書昇降機の適切な 維持管理に 係る 特記仕様書昇降機の適切な 維持管理に係る 特記仕様書

８ 　 構内交換設備８ 　 構内交換設備８ 　 構内交換設備８ 　 構内交換設備８ 　 構内交換設備８ 　 構内交換設備８ 　 構内交換設備 局線電話の引込位置は 、 第一種電気通信事業者と 打合せのう え で施工する 。局線電話の引込位置は 、 第一種電気通信事業者と 打合せのう え で 施工する 。局線電話の引込位置は 、 第一種電気通信事業者と 打合せのう え で施工する 。局線電話の引込位置は 、 第一種電気通信事業者と 打合せのう え で 施工する 。局線電話の引込位置は 、 第一種電気通信事業者と 打合せのう え で施工する 。局線電話の引込位置は 、 第一種電気通信事業者と 打合せのう え で 施工する 。局線電話の引込位置は 、 第一種電気通信事業者と 打合せのう え で 施工する 。

　 　 と いう 。 ） 及び監督員の指示に従い施工する。　 　 と いう 。 ） 及び監督員の指示に従い施工する。　 　 と いう 。 ） 及び監督員の指示に従い施工する。　 　 と いう 。 ） 及び監督員の指示に従い施工する。　 　 と いう 。 ） 及び監督員の指示に従い施工する。　 　 と いう 。 ） 及び監督員の指示に従い施工する。　 　 と いう 。 ） 及び監督員の指示に従い施工する。
　 　 修工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築設備工事標準図（ 電気設備工事編） （ 以下「 標準仕様書等」　 　 修工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築設備工事標準図（ 電気設備工事編） （ 以下「 標準仕様書等」　 　 修工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築設備工事標準図（ 電気設備工事編） （ 以下「 標準仕様書等」　 　 修工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築設備工事標準図（ 電気設備工事編） （ 以下「 標準仕様書等」　 　 修工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築設備工事標準図（ 電気設備工事編） （ 以下「 標準仕様書等」　 　 修工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築設備工事標準図（ 電気設備工事編） （ 以下「 標準仕様書等」　 　 修工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築設備工事標準図（ 電気設備工事編） （ 以下「 標準仕様書等」
　 　 と いう 。 ） 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築改　 　 と いう 。 ） 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築改　 　 と いう 。 ） 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築改　 　 と いう 。 ） 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築改　 　 と いう 。 ） 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築改　 　 と いう 。 ） 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築改　 　 と いう 。 ） 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築改

研究所監修） によ る。研究所監修） によ る。研究所監修） によ る。研究所監修） によ る。研究所監修） によ る。研究所監修） によ る。研究所監修） によ る。

　 設備機器の固定は、 「 建築設備耐震設計・ 施工指針」 （ 独立行政法人建築　 設備機器の固定は、 「 建築設備耐震設計・ 施工指針」 （ 独立行政法人建築　 設備機器の固定は、 「 建築設備耐震設計・ 施工指針」 （ 独立行政法人建築　 設備機器の固定は、 「 建築設備耐震設計・ 施工指針」 （ 独立行政法人建築　 設備機器の固定は、 「 建築設備耐震設計・ 施工指針」 （ 独立行政法人建築　 設備機器の固定は、 「 建築設備耐震設計・ 施工指針」 （ 独立行政法人建築　 設備機器の固定は、 「 建築設備耐震設計・ 施工指針」 （ 独立行政法人建築

　 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合する手すり 、 中さん及　 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合する手すり 、 中さ ん及　 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合する手すり 、 中さん及　 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合する手すり 、 中さ ん及　 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合する手すり 、 中さん及　 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合する手すり 、 中さ ん及　 「 働きやすい安心感のある足場に関する基準」 に適合する手すり 、 中さん及

　 び幅木の機能を有する足場と し 、 足場の組立て、 解体又は変更の作業は、 ｢手　 び幅木の機能を有する足場と し 、 足場の組立て、 解体又は変更の作業は、 ｢手　 び幅木の機能を有する足場と し 、 足場の組立て、 解体又は変更の作業は、 ｢手　 び幅木の機能を有する足場と し 、 足場の組立て、 解体又は変更の作業は、 ｢手　 び幅木の機能を有する足場と し 、 足場の組立て、 解体又は変更の作業は、 ｢手　 び幅木の機能を有する足場と し 、 足場の組立て、 解体又は変更の作業は、 ｢手　 び幅木の機能を有する足場と し 、 足場の組立て、 解体又は変更の作業は、 ｢手

　 据置方式又は( 2) 手すり 先行専用足場方式によ り 行う も のと する。　 据置方式又は( 2) 手すり 先行専用足場方式によ り 行う も のと する。　 据置方式又は( 2) 手すり 先行専用足場方式によ り 行う も のと する。　 据置方式又は( 2) 手すり 先行専用足場方式によ り 行う も のと する。　 据置方式又は( 2) 手すり 先行専用足場方式によ り 行う も のと する。　 据置方式又は( 2) 手すり 先行専用足場方式によ り 行う も のと する。　 据置方式又は( 2) 手すり 先行専用足場方式によ り 行う も のと する。

※足場を 設け る 場合は、 「 「 手すり 先行工法等に 関する ガ イ ド ラ イ ン 」 につい※足場を 設け る 場合は、 「 「 手すり 先行工法等に関する ガ イ ド ラ イ ン 」 につい※足場を 設け る 場合は、 「 「 手すり 先行工法等に 関する ガ イ ド ラ イ ン 」 につい※足場を 設け る 場合は、 「 「 手すり 先行工法等に関する ガ イ ド ラ イ ン 」 につい※足場を 設け る 場合は、 「 「 手すり 先行工法等に 関する ガ イ ド ラ イ ン 」 につい※足場を 設け る 場合は、 「 「 手すり 先行工法等に関する ガ イ ド ラ イ ン 」 につい※足場を 設け る 場合は、 「 「 手すり 先行工法等に 関する ガ イ ド ラ イ ン 」 につい

　 て」 （ 厚生労働省令） の「 手すり 先行工法等に関するガイド ラ イン」 によ り 、　 て」 （ 厚生労働省令） の「 手すり 先行工法等に関するガイド ラ イン」 によ り 、　 て」 （ 厚生労働省令） の「 手すり 先行工法等に関するガイド ラ イン」 によ り 、　 て」 （ 厚生労働省令） の「 手すり 先行工法等に関するガイド ラ イン」 によ り 、　 て」 （ 厚生労働省令） の「 手すり 先行工法等に関するガイド ラ イン」 によ り 、　 て」 （ 厚生労働省令） の「 手すり 先行工法等に関するガイド ラ イン」 によ り 、　 て」 （ 厚生労働省令） の「 手すり 先行工法等に関するガイド ラ イン」 によ り 、

　 すり 先行工法によ る足場の組立て等の作業に関する基準」 の２ の( 1) 手すり　 すり 先行工法によ る足場の組立て等の作業に関する基準」 の２ の( 1) 手すり　 すり 先行工法によ る足場の組立て等の作業に関する基準」 の２ の( 1) 手すり　 すり 先行工法によ る足場の組立て等の作業に関する基準」 の２ の( 1) 手すり　 すり 先行工法によ る足場の組立て等の作業に関する基準」 の２ の( 1) 手すり　 すり 先行工法によ る足場の組立て等の作業に関する基準」 の２ の( 1) 手すり　 すり 先行工法によ る足場の組立て等の作業に関する基準」 の２ の( 1) 手すり

　 ※使用を要する　 　 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイド ライン　 による　 ※使用を要する　 　 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイド ライン　 によ る　 ※使用を要する　 　 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイド ライン　 による　 ※使用を要する　 　 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイド ライン　 によ る　 ※使用を要する　 　 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイド ライン　 による　 ※使用を要する　 　 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイド ライン　 によ る　 ※使用を要する　 　 墜落制止用器具の安全な使用に関するガイド ライン　 によ る

２ 　 昇降機と は 、 本工事で 施工し た 昇降機設備を いう 。２ 　 昇降機と は 、 本工事で 施工し た 昇降機設備を いう 。２ 　 昇降機と は 、 本工事で 施工し た 昇降機設備を いう 。２ 　 昇降機と は 、 本工事で 施工し た 昇降機設備を いう 。２ 　 昇降機と は 、 本工事で 施工し た 昇降機設備を いう 。２ 　 昇降機と は 、 本工事で 施工し た 昇降機設備を いう 。２ 　 昇降機と は 、 本工事で 施工し た 昇降機設備を いう 。

３ 　 発注者と は 、 本工事の 発注者を い う 。３ 　 発注者と は 、 本工事の 発注者を いう 。３ 　 発注者と は 、 本工事の 発注者を い う 。３ 　 発注者と は 、 本工事の 発注者を いう 。３ 　 発注者と は 、 本工事の 発注者を い う 。３ 　 発注者と は 、 本工事の 発注者を いう 。３ 　 発注者と は 、 本工事の 発注者を い う 。
４ 　 受注者と は 、 本工事の 受注者を い う 。４ 　 受注者と は 、 本工事の 受注者を いう 。４ 　 受注者と は 、 本工事の 受注者を い う 。４ 　 受注者と は 、 本工事の 受注者を いう 。４ 　 受注者と は 、 本工事の 受注者を い う 。４ 　 受注者と は 、 本工事の 受注者を いう 。４ 　 受注者と は 、 本工事の 受注者を い う 。
５ 　 製造者と は 、 昇降機の 製造者を い う 。５ 　 製造者と は 、 昇降機の 製造者を いう 。５ 　 製造者と は 、 昇降機の 製造者を い う 。５ 　 製造者と は 、 昇降機の 製造者を いう 。５ 　 製造者と は 、 昇降機の 製造者を い う 。５ 　 製造者と は 、 昇降機の 製造者を いう 。５ 　 製造者と は 、 昇降機の 製造者を い う 。

７ 　 保守点検受注者と は、 管理者から の委託に よ り 、 保守・ 点検業務を 受注し た 者を いう 。７ 　 保守点検受注者と は 、 管理者か ら の委託に よ り 、 保守・ 点検業務を 受注し た 者を いう 。７ 　 保守点検受注者と は、 管理者から の委託に よ り 、 保守・ 点検業務を 受注し た 者を いう 。７ 　 保守点検受注者と は 、 管理者か ら の委託に よ り 、 保守・ 点検業務を 受注し た 者を いう 。７ 　 保守点検受注者と は、 管理者から の委託に よ り 、 保守・ 点検業務を 受注し た 者を いう 。７ 　 保守点検受注者と は 、 管理者か ら の委託に よ り 、 保守・ 点検業務を 受注し た 者を いう 。７ 　 保守点検受注者と は、 管理者か ら の委託に よ り 、 保守・ 点検業務を 受注し た 者を いう 。
６ 　 管理者と は 、 昇降機の 引渡し を 受け 、 施設管理を 行う 者を い う 。６ 　 管理者と は 、 昇降機の 引渡し を 受け 、 施設管理を 行う 者を い う 。６ 　 管理者と は 、 昇降機の 引渡し を 受け 、 施設管理を 行う 者を い う 。６ 　 管理者と は 、 昇降機の 引渡し を 受け 、 施設管理を 行う 者を い う 。６ 　 管理者と は 、 昇降機の 引渡し を 受け 、 施設管理を 行う 者を い う 。６ 　 管理者と は 、 昇降機の 引渡し を 受け 、 施設管理を 行う 者を い う 。６ 　 管理者と は 、 昇降機の 引渡し を 受け 、 施設管理を 行う 者を い う 。

第３ 条　 製造者ま た は受注者は、 次の 各号に 掲げる 責任を 果た すよ う 努めな け ればな ら な い。第３ 条　 製造者ま た は 受注者は、 次の各号に 掲げる 責任を 果た すよ う 努めな け ればな ら な い。第３ 条　 製造者ま た は受注者は、 次の 各号に 掲げる 責任を 果た すよ う 努めな け ればな ら な い。第３ 条　 製造者ま た は 受注者は、 次の各号に 掲げる 責任を 果た すよ う 努めな け ればな ら な い。第３ 条　 製造者ま た は受注者は、 次の 各号に 掲げる 責任を 果た すよ う 努めな け ればな ら な い。第３ 条　 製造者ま た は 受注者は、 次の各号に 掲げる 責任を 果た すよ う 努めな け ればな ら な い。第３ 条　 製造者ま た は 受注者は、 次の 各号に 掲げる 責任を 果た すよ う 努めな け ればな ら な い。

第２ 条　 こ の特記仕様書におけ る 用語の 定義は、 次の各号によ る 。第２ 条　 こ の特記仕様書におけ る 用語の 定義は、 次の 各号によ る 。第２ 条　 こ の特記仕様書におけ る 用語の 定義は、 次の各号によ る 。第２ 条　 こ の特記仕様書におけ る 用語の 定義は、 次の 各号によ る 。第２ 条　 こ の特記仕様書におけ る 用語の 定義は、 次の各号によ る 。第２ 条　 こ の特記仕様書におけ る 用語の 定義は、 次の 各号によ る 。第２ 条　 こ の特記仕様書におけ る 用語の 定義は、 次の 各号によ る 。

２ 　 製造者は、 製造し た 昇降機の部品等を 、 昇降機の 引渡し から 起算し て 耐用年数を 勘案し て 適切な２ 　 製造者は、 製造し た 昇降機の部品等を 、 昇降機の 引渡し から 起算し て 耐用年数を 勘案し て 適切な２ 　 製造者は、 製造し た 昇降機の部品等を 、 昇降機の 引渡し から 起算し て 耐用年数を 勘案し て 適切な２ 　 製造者は、 製造し た 昇降機の部品等を 、 昇降機の 引渡し から 起算し て 耐用年数を 勘案し て 適切な２ 　 製造者は、 製造し た 昇降機の部品等を 、 昇降機の 引渡し から 起算し て 耐用年数を 勘案し て 適切な２ 　 製造者は、 製造し た 昇降機の部品等を 、 昇降機の 引渡し から 起算し て 耐用年数を 勘案し て 適切な２ 　 製造者は、 製造し た 昇降機の部品等を 、 昇降機の 引渡し から 起算し て 耐用年数を 勘案し て 適切な

３ 　 製造者は、 適切な 維持管理を 行う こ と がで き る よ う 、 管理者に対し て 維持管理に 必要な 情報又は３ 　 製造者は、 適切な 維持管理を 行う こ と がで き る よ う 、 管理者に 対し て 維持管理に 必要な 情報又は３ 　 製造者は、 適切な 維持管理を 行う こ と がで き る よ う 、 管理者に対し て 維持管理に 必要な 情報又は３ 　 製造者は、 適切な 維持管理を 行う こ と がで き る よ う 、 管理者に 対し て 維持管理に 必要な 情報又は３ 　 製造者は、 適切な 維持管理を 行う こ と がで き る よ う 、 管理者に対し て 維持管理に 必要な 情報又は３ 　 製造者は、 適切な 維持管理を 行う こ と がで き る よ う 、 管理者に 対し て 維持管理に 必要な 情報又は３ 　 製造者は、 適切な 維持管理を 行う こ と がで き る よ う 、 管理者に対し て 維持管理に 必要な 情報又は
期間供給する こ と 。期間供給する こ と 。期間供給する こ と 。期間供給する こ と 。期間供給する こ と 。期間供給する こ と 。期間供給する こ と 。

機材を 提供又は公開する と と も に、 問い合わ せ等に 対応する 体制を 整備する こ と 。機材を 提供又は公開する と と も に、 問い合わ せ等に 対応する 体制を 整備する こ と 。機材を 提供又は公開する と と も に、 問い合わ せ等に 対応する 体制を 整備する こ と 。機材を 提供又は公開する と と も に、 問い合わ せ等に 対応する 体制を 整備する こ と 。機材を 提供又は公開する と と も に、 問い合わ せ等に 対応する 体制を 整備する こ と 。機材を 提供又は公開する と と も に、 問い合わ せ等に 対応する 体制を 整備する こ と 。機材を 提供又は公開する と と も に、 問い合わ せ等に 対応する 体制を 整備する こ と 。
４ 　 製造者は 保守点検受注者から の 依頼に対し 協力する こ と 。４ 　 製造者は保守点検受注者から の 依頼に 対し 協力する こ と 。４ 　 製造者は 保守点検受注者から の 依頼に対し 協力する こ と 。４ 　 製造者は保守点検受注者から の 依頼に 対し 協力する こ と 。４ 　 製造者は 保守点検受注者から の 依頼に対し 協力する こ と 。４ 　 製造者は保守点検受注者から の 依頼に 対し 協力する こ と 。４ 　 製造者は保守点検受注者から の 依頼に 対し 協力する こ と 。
５ 　 受注者は、 製造者に対し 、 前各号の規定を 遵守する よ う 要請する こ と 。５ 　 受注者は、 製造者に対し 、 前各号の規定を 遵守する よ う 要請する こ と 。５ 　 受注者は、 製造者に対し 、 前各号の規定を 遵守する よ う 要請する こ と 。５ 　 受注者は、 製造者に対し 、 前各号の規定を 遵守する よ う 要請する こ と 。５ 　 受注者は、 製造者に対し 、 前各号の規定を 遵守する よ う 要請する こ と 。５ 　 受注者は、 製造者に対し 、 前各号の規定を 遵守する よ う 要請する こ と 。５ 　 受注者は、 製造者に対し 、 前各号の規定を 遵守する よ う 要請する こ と 。

第４ 条　 こ の 特記仕様書に 定め のな い事項に ついて は 、 必要に応じ て 発注者と 受注者が 協議し て 定める 。第４ 条　 こ の 特記仕様書に 定めのな い 事項に ついて は、 必要に応じ て 発注者と 受注者が協議し て 定める 。第４ 条　 こ の 特記仕様書に 定め のな い事項に ついて は 、 必要に応じ て 発注者と 受注者が 協議し て 定める 。第４ 条　 こ の 特記仕様書に 定めのな い 事項に ついて は、 必要に応じ て 発注者と 受注者が協議し て 定める 。第４ 条　 こ の 特記仕様書に 定め のな い事項に ついて は 、 必要に応じ て 発注者と 受注者が 協議し て 定める 。第４ 条　 こ の 特記仕様書に 定めのな い 事項に ついて は、 必要に応じ て 発注者と 受注者が協議し て 定める 。第４ 条　 こ の 特記仕様書に 定めのな い 事項に ついて は、 必要に応じ て 発注者と 受注者が協議し て 定める 。

機の適切な維持管理に関する指針」 による。機の適切な維持管理に関する指針」 による。機の適切な維持管理に関する指針」 による。機の適切な維持管理に関する指針」 による。機の適切な維持管理に関する指針」 による。機の適切な維持管理に関する指針」 による。機の適切な維持管理に関する指針」 による。

契約工期契約工期契約工期契約工期契約工期契約工期契約工期

１ ２ 　 金属電線管の１ ２ 　 金属電線管の１ ２ 　 金属電線管の１ ２ 　 金属電線管の１ ２ 　 金属電線管の１ ２ 　 金属電線管の１ ２ 　 金属電線管の
豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

春日部市南中曽根107番地2春日部市南中曽根107番地2春日部市南中曽根107番地2春日部市南中曽根107番地2春日部市南中曽根107番地2春日部市南中曽根107番地2春日部市南中曽根107番地2

建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る

建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る建築工事特記仕様書によ る

契 約 確 定 日 か ら 令和９ 年２ 月28日ま で  契 約 確 定 日 か ら 令和９ 年２ 月28日ま で  契 約 確 定 日 か ら 令和９ 年２ 月28日ま で  契 約 確 定 日 か ら 令和９ 年２ 月28日ま で  契 約 確 定 日 か ら 令和９ 年２ 月28日ま で  契 約 確 定 日 か ら 令和９ 年２ 月28日ま で  契 約 確 定 日 か ら 令和９ 年２ 月28日ま で  
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02図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

管理普通特別教室棟
動力・ 弱電設備　 １ 階職員便所他（ 改修前）

Ｔ Ｂ -４

10回路

露出ﾎ゙ ｯｸｽ

端子盤

埋込型

PB. WP

250□x150

警報盤
露出型

撤去

撤去

撤去

撤去 撤去

PCV0. 4-2C

CVV2□-6C 

CVV2□-6C 

撤去

端子盤20P
露出型

PCV0. 4-2CMM( A) 寸法
W200H430D100

寸法

W500H400D160

CVV2□-4C

CVV2□-2C

（ 受水槽）

（ 受水槽）

（ 高架水槽）

（ 高架水槽）

（ 浄化槽）

（ 浄化槽）

( G36)
( G36)
( G36)

CVV2□-3C
CVV2□-2Cx2

盤内警報表示

Ｎ Ｏ 名      称 警  報

Ｎ Ｏ . １

Ｎ Ｏ . ２

Ｎ Ｏ . ３

Ｎ Ｏ . ４

満　 水

Ｎ Ｏ . ５

満　 水

Ｎ Ｏ 名      称 警  報

高架水槽

高架水槽

受水槽

受水槽

浄化槽

予　 備

予　 備

予　 備

予　 備

予　 備

減　 水

減　 水

故　 障

Ｎ Ｏ . ６

Ｎ Ｏ . ７

Ｎ Ｏ . ８

Ｎ Ｏ . ９

Ｎ Ｏ . 10

印刷室

生徒指導室

職員玄関

男子

女子

UP

EXP. J② C=50

廊下

事務室
職員室 校長室

4
,
5
0
0

7
,
2
0
0

2
,
7
0
0

3
,
3
0
0

7
,
2
0
0

3
,
9
0
0

2
,
1
0
0

1
6
,
5
0
0

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

押入

職員便所

倉庫倉庫



用具

用具

吊戸棚

5
00

8
00

4
5
0

FL±0 CH=2, 400

FL±0 CH=2, 400

FL±0 CH=2, 400

誰でも ト イ レ

FL±0 CH=2, 400

給湯ｺ ﾅーー

男子職員ト イ レ

女子職員ト イ レ

W15

W
18

W
1
8

W18

W
15

W
15

W18

UP

職員玄関

事務室 校長室

印刷室

廊下

女子ト イ レ

Ｂ

Ｄ

Ａ

Ｃ

2
,
7
0
0

3
,
9
0
0

3
,
3
0
0

7
,
2
0
0

2
,
1
0
0

7
,
2
0
0

1
6
,
5
0
0

W
2
5

W18

W
1
8

W
1
5

W18

W18W15

W
1
8

W
1
5

W
1
8

W18

W
1
8

W18

W
1
8

W
1
5

W
1
8

4
,
5
0
0男子ト イ レ

誰でも ト イ レ
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03図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

管理普通特別教室棟
動力・ 弱電設備　 １ 階職員便所他（ 改修後）

10回路

新設

EM-CEE2□-3C

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-6C 

EM-CEE2□-6C 

EM-CEE2□-3C

EM-CEE2□-2C

新設

新設

新設

PB. WP. SUS
300□x200

新設
端子盤( TB-4)

屋外壁掛型

700x1000x200SUS製

既存ｹ-ﾌﾞ ﾙ接続

（ 受水槽）
（ 受水槽）EM-CEE2□-4C

（ ｷｭ-ﾋﾞ ｸﾙ）

（ 浄化槽）

EM-CEE2□-4C

700x1000x200（ SUS製）
既存ｹ-ﾌﾞ ﾙ接続

EM-CEE2□-6C 

EM-CEE2□-3C

EM-CEE2□-2C

新設

（ 受水槽）
（ 受水槽）EM-CEE2□-4C

（ ｷｭ-ﾋﾞ ｸﾙ）

（ 浄化槽）

( E51)

( G42)
( G42)

( G42)

警報盤

露出型

盤名称

端子盤ﾘｽﾄ

盤内警報表示

Ｎ Ｏ 名      称 警  報

Ｎ Ｏ . １

Ｎ Ｏ . ２

Ｎ Ｏ . ３

Ｎ Ｏ . ４

満　 水

Ｎ Ｏ . ５

満　 水

Ｎ Ｏ 名      称 警  報

高架水槽

高架水槽

受水槽

受水槽

浄化槽

予　 備

予　 備

予　 備

減　 水

減　 水

故　 障

Ｎ Ｏ . ６

Ｎ Ｏ . ７

Ｎ Ｏ . ８

Ｎ Ｏ . ９

Ｎ Ｏ . 10

TM

Ａ
Ｃ

１
０

０
Ｖ

X2 01 02

X1 X2 Xn
( 外部移報用)

X1 X2

BXBZ0n

Xn

Xn

X1 X2

F

X1 Xn

ﾀｲﾏ-付

ﾌﾞ ｻ゙ -
停止

露出型

348

警報盤（ 自己保持型） バッ テリ ー内蔵

ラ ン プテス ト 用押し 釦

警　 報 自火報

TB-4 SUS製
屋外壁掛型

予備

端子台20P
予備ｽﾍ゚ -ｽ

受変電設備 異　 常

異　 常受変電設備

端子台  30P実装端子台  20P実装

警報回路については現場再確認する こ と 。

RC壁

斫り 工事

100φ



用具

用具

吊戸棚

FL±0 CH=2, 400

FL±0 CH=2, 400

FL±0 CH=2, 400

誰でも ト イ レ

FL±0 CH=2, 400

給湯ｺ ﾅーー

男子職員ト イ レ

女子職員ト イ レ

W15

W
18

W
1
8

W18

W
15

W
15

W18

UP

職員玄関

事務室 校長室

印刷室

廊下

Ｂ

Ｄ

Ａ

Ｃ

2
,
7
0
0

3
,
9
0
0

3
,
3
0
0

7
,
2
0
0

2
,
1
0
0

7
,
2
0
0

1
6
,
5
0
0

W
2
5

W
1
8

W
1
8

W18

W
1
8

W
1
5

W
1
8

4
,
5
0
0
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04図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

管理普通特別教室棟
幹線・ コ ン セ ン ト 設備　 １ 階職員ト イ レ （ 改修後）

新設

警報盤

EM-EEF2. 0-3C( MM・ B)

EET

電子ﾚﾝｼ゙ 用

1L-1･新設
壁掛露出型

既存

警報盤電源

EM-EEF2. 0-3C( E25) EM-EEF2. 0-3C　 　 ( E25)

2EET

2EET

2EET

2EET
2EET

EM-CE8□-3CE5. 5□

EM-CE8□-3CE5. 5□( E31)

EM-CE8□-3CE5. 5□( E31)

L-P･既存

電灯･動力盤埋込型

MCB3P50AF30ATx1増設

移設品
自火報受信機
P-1級30回線

（ 新設）

1φ 3W 200/100V

電圧 容量負荷名称
( V) ( VA)

ELCB2P1E20A ELCB2P1E20A
100 100

〃 〃

100 100
〃 〃

100 100

合計 合計

（ 鋼製屋内壁掛型）

容量 電圧 負荷名称
( VA) ( V)

C1 C2

C3 C4

C5 C6

900

900

予備

2, 100

900

予備

既設壁貫通補修

既設壁
貫通補修

既設壁

斫り 補修

既設壁

貫通補修

PB

150□x100

PB
150□x100

PB

150□x100

PB

150□x100

既設Ｒ Ｃ 壁貫通補修 φ75以下

機器名称記号 仕様 適用

既設流用

設備機器凡例（ 新設）

改修項目及び特記事項

電灯分電盤 新設

新設プルボッ ク ス

新設

配管配線

特記なき 配管は下記によ る 。

新設

新設

新設

新設

新設

ケ－ブル配線

電灯・ 動力分電盤　 L-P

露出配管配線

150x150x100　 塗装共

EM-EEF2. 0-3C　 二重天井こ ろ がし 配線

（ 配管・ 配線）

二重天井こ ろ がし 配線

露出

１ . 各既設電灯盤の主幹の２ 次側へ、 各新設開閉器箱の電源は接続と する 。

屋内壁掛型

埋込コ ン セン ト 2P15Ax2接地端子付　 新金属プレ ート2EET

埋込コ ン セン トEET 2P15Ax1接地端子付　 新金属プレ ート

1L-1

警報盤 屋内壁掛型ﾊ゙ ｯﾃﾘ-内蔵

電灯分電盤( １ Ｌ -１ )

既設電灯盤Ｌ -Ｐ へ

CV8□-3CE5. 5□

MCCB3P2E

50AF/30AT

女子職員ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ 男子職員ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ

誰でも ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ 1200 電子ﾚﾝｼ゙ ｺﾝｾﾝﾄ

3. 9kVA

1, 800

C1

C2

C3

C4
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05図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

540

540

管理普通特別教室棟
電灯設備　 １ 階職員ト イ レ （ 改修前）

B

2

警報盤

2

露出ﾎ゙ ｯｸｽ

人感ｾﾝｻ-

換気扇

( E25)

Ｌ -Ｐ
電灯・ 動力盤埋込型

露出型

開閉器盤露出型

外灯用
MCB2P20Ax1

L-Pﾍ

換気扇

移設
自火報

受信機

電源

電源

換気扇

PB. VE

撤去再取付

撤去

2

但し 、 コ ン ク リ ート 内配管は既設維持と する 。

改修 項目及 び特 記事 項

１ . 特記なき 配線配管は下記によ る 。 （ 撤去配管配線）

I V1. 6mmx2( C19)

記号 機器名称 適用仕様

２ . 設備機器凡例（ 撤去）

撤去照明器具

（ 電灯コ ン セン ト 設備）

３ . 特記 事 項

( １ )  照 明 器 具 及 びス イ ッ チ 、 コ ン セ ン ト 類 は す べ て 撤 去 と す る 。

( ４ )  撤 去 に あ た っ て は 改修 図 を 十 分 参照 の う え 撤 去 を 行 う こ と 。

( ３ )  特 記 無 き コ ン セ ン ト 用 回 路の 配 管配 線 は 既 設 維 持 と す る 。

Ｆ Ｌ Ｒ ４ ０ Ｗｘ １ 　 逆富士型

（ 配管・ 配線）

配管配線 撤去隠ぺい配管

配管配線 既設流用

撤去埋込ス イ ッ チ １ Ｐ １ ５ Ａ ｘ １ 　 金属プレ ート

撤去

撤去埋込コ ン セン ト

埋込ス イ ッ チ＋コ ンセン ト

撤去照明器具

撤去照明器具

照明器具

照明器具

撤去

撤去

埋込ス イ ッ チ

埋込ス イ ッ チ

埋込ス イ ッ チ

撤去

撤去

撤去

撤去

既設流用

埋込コ ン セン ト 撤去

撤去

２ Ｐ １ ５ Ａ ｘ ２ 　 金属プレ ート

Ｆ Ｌ ２ ０ Ｗｘ ２ 　 逆富士型

Ｆ Ｌ ２ ０ Ｗｘ １ 　 ブラ ケッ ト

１ Ｐ １ ５ Ａ ｘ ２ 　 金属プレ ート

１ Ｐ １ ５ Ａ ｘ ３ 　 金属プレ ート

１ ０ 回路

I V1. 6mmx4( C25)

I V2. 0mmx2( C19)

I V1. 6mmx3( C19)

露出型

Ｆ Ｃ Ｌ ３ ０ Ｗ＋２ ０ Ｗペン ダン ト

Ｉ Ｌ ６ ０ Ｗｘ １ シ－リ ン グラ イ ト

1P15Ax1　 金属プレ ート 露出ﾎ゙ ｯｸｽ

1P15Ax1+2P15Ax1金属ﾌ゚ ﾚ ﾄー露出ﾎ゙ ｯｸｽ

１ Ｐ １ ５ Ａ ｘ ２ +Ｐ Ｌ 金属プレ ート

露出配管

警報盤

プルボッ ク ス

人感セン サ－

( ５ )  既 存 電 気 図 と 現 況 に 相 違 が あ る 場合 現 況 優 先 と す る 。

Ｓ

( ２ )  コ ン ク リ ー ト 埋 込 配管 は 残置 と する 。

Ｓ

Ｓ

印刷室

生徒指導室

職員玄関

男子

女子

UP

EXP. J② C=50

廊下

事務室
職員室 校長室

4
,
5
0
0

7
,
2
0
0

2
,
7
0
0

3
,
3
0
0

7
,
2
0
0

3
,
9
0
0

2
,
1
0
0

1
6
,
5
0
0

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

押入

職員便所

倉庫倉庫



用具

用具

吊戸棚

FL±0 CH=2, 400

FL±0 CH=2, 400

FL±0 CH=2, 400

誰でも ト イ レ

FL±0 CH=2, 400

給湯ｺ ﾅーー

男子職員ト イ レ

女子職員ト イ レ

W15

W
18

W
1
8

W18

W
15

W
15

W18

UP

職員玄関

事務室 校長室

印刷室

廊下

Ｂ

Ｄ

Ａ

Ｃ

2
,
7
0
0

3
,
9
0
0

3
,
3
0
0

7
,
2
0
0

2
,
1
0
0

7
,
2
0
0

1
6
,
5
0
0

W
2
5

W18

W
1
8

W
1
8

W18

W
1
8

W
1
5

W
1
8

4
,
5
0
0

照明器具姿図( 新設)

<A402>

<A322>

LSS9-4-37( 公共施設型番)

( 公共施設型番) LSS9-4-48

( 公共施設型番) LRS1-13 1. 630l m4. 000l m

5. 200l m

LEDﾍ゙ ｽーﾗｲﾄ( FLR40Wx2型相当)  温白色

LEDﾍ゙ ｽーﾗｲﾄ( FHF32Wx2型相当)  温白色

＜B32＞ LEDﾀﾞ ｳﾝﾗｲﾄ( FHT32W型相当)  温白色

春 　 日 　 部 　 市
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06図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

S

S

S

S

SS

S

S

管理普通特別教室棟
電灯設備　 １ 階職員ト イ レ （ 改修後）

B

B

換気扇

( E25)

既存電源

DF

SL

2SL
F

CL

既存

電源

既存

電源

＜A402＞x2

＜A402＞x2

＜A402＞

既存

電源

2SL

＜B32＞x2

F

＜B32＞x2

CL

＜A402＞

＜B32＞

＜B32＞

CL

E

L-P（ 既存）
電灯・ 動力盤

開閉器盤露出型

外灯用

MCB2P20Ax1

撤去再取付

ﾌ゚ ﾙﾎ゙ ｯｸｽ 150x150x100( SS)  塗装共 新設115

改 修 項 目 及 び 特 記 事 項

EM-EEF1. 6mm-2C

EM-EEF1. 6mm-3C

１ . 特記なき 配線配管は下記によ る 。 （ 新設配管配線）

適用仕様機器名称記号

2. 設備機器凡例( 新設)

S 人感ｾﾝｻー  親機 新設AC100V 8A 広範囲検知型

( 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備)

人感ｾﾝｻー 操作用ｽｲｯﾁ

AC100V 1A 換気扇連動端子付 新設人感ｾﾝｻー  子機FS

新設

DC12V 新設人感ｾﾝｻー  子機CLS

設備工事天井埋込型換気扇

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎ゙ ｯｸｽ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎ゙ ｯｸｽ 新設

既設

配管配線 新設MA 立下げ部分のみﾒﾀﾙﾓー ﾙA配管

( 配管･配線)

配管配線 新設露出

配管配線 天井裏ｹー ﾌﾞ ﾙこ ろ がし 新設

配管配線 既設

既設RC壁貫通補修 新設φ75以下

但し 、 壁内立下げ部分及び貫通部分は電線管( PF管) にて保護と する 。

３ . 特記事項

( １ ） 特記な き 照明器具及びス イ ッ チ 、 コ ン セ ン ト 類は すべて 新設と する 。

( ２ )  照明及び換気扇は 人感セ ン サ ーに て 点滅制御を 行う 。

( ５ )  各階便所の 人感セ ン サ ーは 、 廊下側へは 干渉し な い よ う 検知範囲を 調整と する 。

( ４ )  人感セ ン サ ー操作用ス イ ッ チ の 取付高さ は、 生徒が 触れる こ と が な い 高さ ( FL+2, 000) に 取付と する 。

人感ｾﾝｻー 操作用ｽｲｯﾁ2SL 新設

新設人感ｾﾝｻー  子機S

新設

設備工事

埋込ｽｲｯﾁ

2回路用 金属ﾌﾟ ﾚ ﾄー

1P15A 金属ﾌ゚ ﾚ ﾄー

壁掛型換気扇

SL 1回路用 金属ﾌﾟ ﾚ ﾄー

DF AC100V1A換気扇消し 遅れOFF機能付 WTK2604相当品

WTK29129相当品

WTK29318相当品

WTK24818相当品

WTA5820WK相当品

WTA5822WK相当品

EM-I E1. 6mm： 接地

EM-EEF1. 6mm-3C( 1CE)

EM-EEF2. 0mm-3C( 1CE)
2. 0

( ３ )  換気扇は 別途設備工事と する 。



用具

用具

3
95

75
0

7
5
0

3
95

3
8
0

7
50

3
95

1
,
0
5
0

1,
5
2
5

2
,
29

0
1
,4

00
9
35

7,
20

0

4
2
0

8
00

8
0
0

3
95

1
,
0
5
0

2,
4
1
5

1
,4

00
1
,4

00
9
35

7,
20

0

900 1, 900 900 400400

1, 050 2, 400 1, 050

2, 2502, 250

4, 500

男子ト イ レ

FL±0 CH=2, 400

FL±0 CH=2, 400

女子ト イ レ

PS

管理普通特別教室棟
幹線・ コ ン セ ン ト 設備　 １ ～３ 階ト イ レ （ 改修後）

C1

C2C3

L-1 L-2 L-3

S-1A S-2A S-3A

S-1A S-2A S-3A

EM-CE8□-3CE5. 5□0( E31)

EM-CE8□-3CE5. 5□0( E31)

EM-EEF2. 0-3Cx3( E31)

既存盤廻り

既存RC壁

斫り ・ 補修

EET

2EET

2EET2EET

2EET

既設Ｒ Ｃ 壁貫通補修 φ75以下

新設埋込コ ン セント2EET

１ ～３ 階ト イ レ 平 面図

機器名称記号 仕様 適用

既設流用

設備機器凡例（ 新設）

改修項目及び特記事項

電灯分電盤 新設

（ 配管・ 配線）

新設プルボッ ク ス

新設

配管配線

特記なき 配管は下記によ る 。

新設

（ 新設）

1φ 3W 200/100V

電圧 容量負荷名称
( V) ( VA)

ELCB2P1E20A ELCB2P1E20A
100 100

〃 〃

100 100
〃 〃

合計 合計

（ 鋼製屋内壁掛型）

容量 電圧 負荷名称
( VA) ( V)

C1 C2

C3 C4

新設

電灯分電盤

ケ－ブル配線

露出配管配線

150x150x100　 塗装共

EM-EEF2. 0-3C　 二重天井こ ろ がし 配線

二重天井こ ろ がし 配線

露出

１ . 各既設電灯盤の主幹の２ 次側へ、 各新設開閉器箱の電源は接続と する 。

屋内壁掛露出型S-1A・ S-2A・ S-3A

電灯分電盤（ S-1A・ S-2A・ S-3A）

女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ 900

女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ 女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ450 900

9001, 350

予備

4. 8kVACV8□-3CE5. 5□

開閉器盤・ 壁掛露出型

既設電灯盤へ

2P15Ax2接地端子付　 金属プレ ート

1階 2階 3階

1階 2階 3階

既存1～3F
電灯盤

1階 2階 3階

新設1～3F
開閉器盤

春 　 日 　 部 　 市
学  校  教  育  部
教  育  施  設  課
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 1/ 50 07図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

改 修 後



用具

用具

3
95

75
0

7
5
0

3
95

3
8
0

7
50

3
95

1
,
0
5
0

1,
5
2
5

2
,
29

0
1
,4

00
9
35

7,
20

0

4
2
0

8
00

8
0
0

3
95

1
,
0
5
0

2,
4
1
5

1
,4

00
1
,4

00
9
35

7,
20

0

900 1, 900 900 400400

1, 050 2, 400 1, 050

2, 2502, 250

4, 500

男子ト イ レ

FL±0 CH=2, 400 FL±0 CH=2, 400

女子ト イ レ

PS

照明器具姿図( 新設)

<A402>

LSS9-4-37( 公共施設型番) 4. 000l m

LEDﾀﾞ ｳﾝﾗｲﾄ( FHT32W型相当)  温白色

( 公共施設型番) LRS1-13 1. 630l m

LEDﾍ゙ ｽーﾗｲﾄ( FLR40Wx2型相当)  温白色

＜B32＞

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ｓ Ｓ
S

管理普通特別教室棟
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 １ ～３ 階ト イ レ ( 改修前・ 改修後）

露出型

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

換気扇

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ
ﾉｽ゙ ﾙﾌ゚ ﾚ-ﾄ

人感ｾﾝｻ-

ﾉｽﾞ ﾙﾌ゚ ﾚ-ﾄ

VVF1. 6-2C( MM・ A)

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

換気扇

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

換気扇

換気扇

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

換気扇

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

VVF1. 6-2C( MM・ A)

人感ｾﾝｻ-

換気扇

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

換気扇

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

換気扇

露出型

人感ｾﾝｻ-

ﾉｽ゙ ﾙﾌﾟ ﾚ-ﾄ

埋込型
ﾌﾗｯｼｭﾌ゚ ﾚ-ﾄ人感ｾﾝｻ-

埋込型

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟ ﾚ-ﾄ

天井埋込ｺﾝｾﾝﾄ

CL

FF

CL

2SL

CL

CL

2SL

改 修項目 及び 特記事項

EM-EEF1. 6mm-2C

EM-EEF1. 6mm-3C

１ . 特記なき 配線配管は下記によ る 。 （ 新設配管配線）

但し 、 壁内立下げ部分及び貫通部分は電線管( PF管) にて保護と する 。

適用仕様機器名称記号

２ . 設備機器凡例（ 新設）

人感セン サー 親機 新設AC100V 8A　 広範囲検知型

（ 電灯コ ン セン ト 設備）

2回路用　 金属プレ ート人感ｾﾝｻー 操作用ｽｲｯﾁ

AC100V 1A　 換気扇連動端子付 新設人感セン サー 子機

2SL

F

新設

DC12V 新設人感セン サー 子機CL

新設

設備工事

アウ ト レ ッ ト ボッ ク ス 既設

（ 配管・ 配線）

配管配線 天井裏ケ ーブルこ ろ がし 新設

３ . 特記事 項

( １ ） 特記 な き 照明器 具及 びス イ ッ チ 、 コ ン セ ン ト 類は す べて 新設 と する 。

( ２ )  照 明及び 換気扇 は 人 感セ ン サ ーに て 点滅制御 を 行う 。

WTK29129相当品

WTK29318相当品

WTK24818相当品

WTA5822WK相当品

但し 、 コ ン ク リ ート 内配管は既設維持と する 。

１ . 特記なき 配線配管は下記によ る 。 （ 撤去配管配線）

記号 機器名称 適用仕様

２ . 設備機器凡例（ 撤去）

撤去照明器具

（ 電灯コ ン セン ト 設備）

( １ )  照明 器具 及びス イ ッ チ 、 コ ン セ ン ト 類は すべて 撤 去と す る 。

( ２ )  コ ン ク リ ート 埋 込配管は 残置 と する 。

( ４ )  撤去 に あ た っ て は 改修図 を 十 分参照 の う え 撤去を 行う こ と 。

( ３ )  特記 無き コ ン セ ン ト 用回 路の 配管配 線は 既設維持 と する 。

（ 配管・ 配線）

配管配線 撤去隠ぺい配管

配管配線

撤去埋込ス イ ッ チ

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

照明器具 撤去

撤去

( ５ )  図面 と 現 況が 相 違あ る 場 合は 現場優 先と する 。

FLR40Wx2　 逆富士型

1P15Ax1　 金属プレ ート

2P15Ax1　 金属プレ ート

1個用　 金属プレ ート

露出型

別途設備工事

LED40形　 直付け型

埋込型

壁掛換気扇

改 修項 目及び 特記 事項

ﾉｽ゙ ﾙﾌﾟ ﾚ ﾄー 天井埋込

人感ｾﾝｻ- 天井取付

人感ｾﾝｻ- 壁取付

I V1. 6mmx2( E19)

Ｓ

2P15Ax1,  金属ﾌ゚ ﾚ ﾄー

( ４ )  各 階便所 の 人感 セ ン サ ー は 、 廊下側 へは 干渉 し な い よ う 検知 範囲を 調整 と す る 。

( ３ )  人 感セ ン サ ー操 作用 ス イ ッ チ の 取付 高さ は 、

生徒 が 触れ る こ と が な い 高さ ( FL+2, 000) に 取付 と す る 。

３ . 特記事 項

露出（ ＭＭ・ Ａ ）

壁掛型型換気扇

埋込コ ン セン ト 　 天井埋込

I V1. 6mmx2( E19) 既存配管配線

EM-EEF1. 6mm-3C( 1C接地)

S

S

S

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 天井埋込

１ ～３ 階 ト イ レ 平面 図３ 階ト イ レ 平 面図１ 階ト イ レ 平 面図 ２ 階ト イ レ 平 面図

S

＜A402＞x2＜A402＞x2

＜C32＞

＜C32＞

＜C32＞

＜C32＞

＜C32＞

＜C32＞

PS

W
1
8

W
1
5

男子便所
女子便所

PS

W
1
8

W
1
5

男子便所
女子便所

PS

W
1
8

W
1
5

男子便所
女子便所

2, 250 2, 250

7
,
2
0
0

9
0
0

2, 250 2, 250

7
,
2
0
0

9
0
0

2, 250 2, 250

7
,
2
0
0

9
0
0
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工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

改 修 前 改 修 後
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09図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

管理普通特別教室棟
自動火災報知設備　 １ 階職員ト イ レ （ 改修前）

自火報

受信機

RPW-AAW-30-M2

下部端子盤

自火報

複受信機

撤去

撤去

撤去

HP1. 2-20P露出配線

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

移設

撤去 撤去

撤去

既存のま ま

PB. WP

200□x100

CPEV0. 9-30P

CPEV0. 9-10P( G22)

配線撤去

配管既存のま まHP1. 2-20P

露出配線

但し 、 コ ン ク リ ート 内配管は既設維持と する 。

改修項目及び特記事項

１ . 特記なき 配線配管は下記によ る 。 （ 撤去配管配線）

記号 機器名称 適用仕様

３ . 特記事項

（ 配管・ 配線）

配管配線 撤去隠ぺい配管

撤去

撤去

撤去

撤去

配管配線 撤去

（ 自動火災報知設備）

Ｐ 型１ 級３ ０ 回線 移設自動火災報知受信機

自動火災報知複受信機 ３ ０ 回線

差動式ス ポッ ト 型感知器 ２ 種　 露出型

定温式ス ポッ ト 型感知器 １ 種　 防水型　 ７ ０ ℃

定温式ス ポッ ト 型感知器 特殊　 露出型

I V1. 2mmx4( C19)

２ . 設備機器凡例（ 撤去・ 移設）

( １ )  撤去に あ た っ て は 改修図を 十分参照の う え 撤去を 行う こ と 。

( ２ )  配管材Ｆ は 金属製可と う 電線管と する 。

露出配管配線

o

o

印刷室

生徒指導室

職員玄関

男子

女子

UP

EXP. J② C=50

廊下

事務室
職員室 校長室

4
,
5
0
0

7
,
2
0
0

2
,
7
0
0

3
,
3
0
0

7
,
2
0
0

3
,
9
0
0

2
,
1
0
0

1
6
,
5
0
0

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

押入

職員便所

倉庫倉庫



用具

用具

吊戸棚

5
00

8
00

4
5
0

FL±0 CH=2, 400
FL±0 CH=2, 400

FL±0 CH=2, 400

誰でも ト イ レ

FL±0 CH=2, 400

給湯ｺ ﾅーー

男子職員ト イ レ
女子職員ト イ レ

W15

W
18

W
1
8

W18

W
15

W
15

W18

UP

職員玄関

事務室 校長室

印刷室

廊下

女子ト イ レ

Ｂ

Ｄ

Ａ

Ｃ

2
,
7
0
0

3
,
9
0
0

3
,
3
0
0

7
,
2
0
0

2
,
1
0
0

7
,
2
0
0

1
6
,
5
0
0

W
2
5

W18

W
1
8W

1
5

W18

W18W15

W
1
8

W
1
5

W
1
8

W18

W
1
8

W18

W
1
8

W
1
5

W
1
8

4
,
5
0
0男子ト イ レ

誰でも ト イ レ

春 　 日 　 部 　 市
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10図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

管理普通特別教室棟
自動火災報知設備　 １ 階職員便所他（ 改修後）

露出配管配線

既存

新設

新設

新設

新設

EM-HP1. 2-30P隠蔽配線

移設品

自火報受信機
P型1級30回線

( E51)

EM-HP1. 2-30P( G42)
新設

EM-HP1. 2-30P( 51)

EM-HP1. 2-30P( F42)

新設
端子盤（ 弱電共用）

既存ｹ-ﾌ゙ ﾙ接続

新設

新設
PB. VE

150□x100

EM-I E1. 2x4( 既存C25)

P. B300□x200
露出配管配線 電線新設

新設

PB. VE
150□x100

既存ｹ-ﾌ゙ ﾙ接続

EM-HP1. 2-30P( F42)

但し 、 コ ン ク リ ート 内配管は既設維持と する 。

改修項目及び特記事項

記号 機器名称 適用仕様

３ . 特記事項

（ 配管・ 配線）

配管配線

配管配線

既設Ｒ Ｃ 壁貫通補修 φ75以下 新設

プルボッ ク ス

（ 自動火災報知設備）

Ｐ 型１ 級３ ０ 回線 移設自動火災報知受信機

定温式ス ポッ ト 型感知器 １ 種　 防水型　 ７ ０ ℃

１ . 特記なき 配線配管は下記によ る 。

２ . 設備機器凡例（ 移設・ 新設）

EM-AE1. 2-2C

( ２ )  配管材Ｆ は 金属製可と う 電線管と する 。

( １ )  移設に あ た っ て は 既存配線等現場調査確認する こ と 。

二重天井こ ろ がし 配線配線

打込み

露出

新設

新設

既存

新設

新設VE150x150x100

PB. WP弱電共用

RC壁

斫り ・ 補修工事2箇所

100φ弱電共用

RC壁

斫り ・ 補修工事
100φ弱電共用



PS

用
具

置
場 用具置場

S
K

CH=2, 400
男子ﾄｲﾚ

CH=2, 400

女子ﾄｲﾚ

CH=2, 400

誰でも ﾄｲﾚ CH=2, 400

誰でも ﾄｲﾚ

普通教室棟
幹線・ ｺﾝｾﾝﾄ設備１ ～３ 階ト イ レ 平面図（ 改修後）

C1

C2

C3

C4

C5

Ｌ -３Ｌ -２LP-１

S-1B S-2B S-3B

S-1B S-2B S-3B

既設RC
壁貫通補修 EM-I E2. 0x6E2. 0( E31)

PB
150□ｘ 100

PB
150□ｘ 100

PB
150□ｘ 100

既設RC
壁貫通補修

EM-CE8□-3CE5. 5□0( E31)

PB
150□ｘ 100

EM-CE8□-3CE5. 5□0( E31)

PB
150□ｘ 100

PB
150□ｘ 100

EM-I E2. 0x10E2. 0( E31) EM-I E2. 0x10E2. 0( E31)

2EET

2EET

2EET

2EET

2EET
2EET

2EET

2EET

2EET

既存盤廻り
既存RC壁
斫り ・ 補修

機器名称記号 仕様 適用

既設流用

設備機器凡例（ 新設）

改修項目及び特記事項

電灯分電盤 新設

（ 配管・ 配線）

新設プルボッ ク ス

新設

配管配線

特記なき 配管は下記によ る 。

新設

（ 新設）

1φ 3W 200/100V

電圧 容量負荷名称
( V) ( VA)

ELCB2P1E20A ELCB2P1E20A
100 100

〃 〃

100 100
〃 〃

100 100

合計 合計

（ 鋼製屋内壁掛型）

容量 電圧 負荷名称
( VA) ( V)

C1 C2

C3 C4

C5 C6

既設Ｒ Ｃ 壁貫通補修 φ75以下 新設

新設埋込コ ン セント2EET

電灯分電盤

ケ－ブル配線

露出配管配線

150x150x100　 塗装共

EM-EEF2. 0-3C　 二重天井こ ろ がし 配線

二重天井こ ろ がし 配線

露出

１ . 各既設電灯盤の主幹の２ 次側へ、 各新設開閉器箱の電源は接続と する 。

S-1B･S-2B･S-3B 屋内壁掛露出型

電灯分電盤( S-1B･S-2B･S-3B)

男子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ

女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ

誰でも ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ

900

900

900

2, 700

開閉器盤・ 壁掛露出型

女子ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ

予備

男子ﾄｲﾚ
誰でも ﾄｲﾚｺﾝｾﾝﾄ

1, 200

900

2, 100

4. 8kVACV8□-3CE5. 5□( E31)

既設電灯盤へ

2P15Ax2接地端子付　 金属プレ ート

新設1～3F
開閉器盤

１ 階 ２ 階 ３ 階

2F既存
電灯盤

3F既存
電灯盤

1F既存
電 灯
動力盤

１ 階 ２ 階 ３ 階

-E
 1/100
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図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

改 修 後

9, 000

5003, 8004, 700

1, 450850 9, 000

EPS

倉庫

ダス ト シュ ート

手洗場

4, 500 4, 500

X12X11X9

2
00

廊下

支援教室

PS

UP

廊下

階段室D

Y4

Y3

Y2

Y5
1
6
,
3
0
0

2
,
3
0
0

4
,
5
0
0

2
,
5
0
0

教材室

屋内消火栓

ス ロ ープ

PS

②普通教室棟 

足洗場



照明器具姿図( 新設)

<A402>

LSS9-4-37( 公共施設型番)

( 公共施設型番)

4. 000l m

LEDﾀﾞ ｳﾝﾗｲﾄ( FHT32W型相当)  温白色

( 公共施設型番) LRS1-13 1. 630l m

<A402>

LEDﾍ゙ ｽーﾗｲﾄ( FLR40Wx2型相当)  温白色

＜B32＞

3. 200l mLSS9-2-15

LEDﾍ゙ ｽーﾗｲﾄ( FL20Wx2型相当)  温白色<A202>

<A202>

S

普通教室棟
電灯設備１ ～３ 階平面図( 改修前・ 改修後）

４ ２

Ａ

DF DF

F

CL

CL

CL

2SL

SL

F

CL

CL

SL

2SL

100V電源

露出ﾎ゙ ｯｸｽ
100V電源

露出ﾎ゙ ｯｸｽ

I V2. 0x2（ C19）
既存のま ま

EM-I E1. 6x2E1. 6（ 既存管C19）

E E

CL

CL

改 修項目 及び 特記事項

EM-EEF1. 6mm-2C

EM-EEF1. 6mm-3C

１ . 特記なき 配線配管は下記によ る 。 （ 新設配管配線）

但し 、 壁内立下げ部分及び貫通部分は電線管( PF管) にて保護と する 。

適用仕様機器名称記号

２ . 設備機器凡例（ 新設）

人感セン サー 親機 新設AC100V 8A　 広範囲検知型

（ 電灯コ ン セン ト 設備）

2回路用　 金属プレ ート人感ｾﾝｻー 操作用ｽｲｯﾁ

AC100V 1A　 換気扇連動端子付 新設人感セン サー 子機

2SL

F

新設

DC12V 新設人感セン サー 子機CL

新設

設備工事

アウ ト レ ッ ト ボッ ク ス 既設

（ 配管・ 配線）

３ . 特記事 項

( １ ） 特記 な き 照明器 具及 びス イ ッ チ 、 コ ン セ ン ト 類は す べて 新設 と する 。

( ２ )  照 明及び 換気扇 は 人 感セ ン サ ーに て 点滅制御 を 行う 。

WTK29129相当品

WTK29318相当品

WTK24818相当品

WTA5822WK相当品

人感ｾﾝｻー 操作用ｽｲｯﾁ 新設

設備工事天井埋込型換気扇

天井裏ケーブルこ ろ がし 新設

但し 、 コ ン ク リ ート 内配管は既設維持と する 。

１ . 特記なき 配線配管は下記によ る 。 （ 撤去配管配線）

記号 機器名称 適用仕様

２ . 設備機器凡例（ 撤去）

撤去照明器具

（ 電灯コ ン セン ト 設備）

( １ )  照明 器具 及びス イ ッ チ 、 コ ン セ ン ト 類は すべて 撤 去と す る 。

( ２ )  コ ン ク リ ート 埋 込配管は 残置 と する 。

( ４ )  撤去 に あ た っ て は 改修図 を 十 分参照 の う え 撤去を 行う こ と 。

( ３ )  特記 無き コ ン セ ン ト 用回 路の 配管配 線は 既設維持 と する 。

（ 配管・ 配線）

配管配線 撤去隠ぺい配管

撤去埋込ス イ ッ チ

撤去

撤去

( ５ )  図面 と 現 況が 相 違あ る 場 合は 現場優 先と する 。

1P15Ax1　 金属プレ ート

2P15Ax1　 金属プレ ート

別途設備工事

FLR40Wx1　 逆富士型

壁掛換気扇

I V1. 6mmx2( E19)

改 修項 目及び 特記 事項

I V1. 6mmx2E1. 6( E19)

2P15A接地極付,  金属ﾌﾟ ﾚ ﾄー

( ４ )  各 階便所 の 人感 セ ン サ ー は 、 廊下側 へは 干渉 し な い よ う 検知 範囲を 調整 と す る 。

( ３ )  人 感セ ン サ ー操 作用 ス イ ッ チ の 取付 高さ は 、

生徒 が 触れ る こ と が な い 高さ ( FL+2, 000) に 取付 と す る 。

３ . 特記事 項

埋込コ ン セン ト 　 天井埋込

EM-I E1. 6mm（ 接地）

E

壁掛型換気扇

SL 1回路用　 金属プレ ート

EM-EEF1. 6mm-3C( 1C接地)

S

S

S埋込ｺﾝｾﾝﾄ 壁埋込

１ ～３ 階 ト イ レ 平面図

１ ～３ 階ト イ レ 平面図

WTA5820WK相当品

配線

 FLR40Wx1

（ V型） x2

 FLR40Wx1

（ V型） x2

200V回路

各階 100V
既存電灯盤へ

2F・ 3F 1F

＜B32＞

＜B32＞

＜B32＞

＜B32＞

＜B32＞

＜B32＞

＜B32＞x2 ＜B32＞x2

＜A402＞

＜A402＞

＜A402＞

＜A402＞

＜A202＞

＜A202＞

＜A202＞

＜A402＞

＜B32＞

S S

S S

S

S

S

S

S

S

S

S

調べ物学習室

2
0
0

6
,
8
0
0

7
,
0
0
0

女子ト イ レ
男子ト イ レ

PS

PS

用
具

置
場 用具置場

S
K

CH=2, 400

男子ﾄｲﾚ

CH=2, 400

女子ﾄｲﾚ

CH=2, 400

誰でも ﾄｲﾚ
CH=2, 400

誰でも ﾄｲﾚ

5003, 8004, 700

9, 000

1
,
3
4
5

9
4
0

9
4
0

1
,
7
7
5

1
,
8
0
0

2
0
0

7
,
0
0
0

2, 500 2, 200 2, 100 2, 200

1, 595 1, 840 1, 265 2, 205 1, 595

8
0
0

9
4
0

9
4
0

9
6
8

1
,
3
5
2

2
,
0
0
0

7
,
0
0
0
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春 　 日 　 部 　 市
学  校  教  育  部
教  育  施  設  課

図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

改 修 後改 修 前



WL

既 設（ 撤去）

設置場所： 受水槽ポン プ室

3φ3W200V

揚水ﾎ゚ ﾝﾌ゚ No. 1 揚水ﾎ゚ ﾝﾌﾟ No. 2

A GL RLx2 x2

x2

自交

WL-Ry

手動

警報盤

MCCB3P
50AF
MCCB2P

( 屋内鋼製壁掛型)

LF5P

受水槽 高架水槽
LF4P

WL

20AT

設置場所： 受水槽ポン プ室

3φ3W200V

揚水ﾎ゚ ﾝﾌﾟ No. 1 揚水ﾎ゚ ﾝﾌ゚ No. 2 電磁弁

A A
GL RLx2 x2

x2

自交

WL-Ry

GL RL

自動

手動

手動

ELCB3P

警報盤

50AF 50AF
MCCB3P MCCB3P

50AF
MCCB2P

( 屋内鋼製壁掛型)

LF5P

受水槽 高架水槽
LF4P

Ｐ －Ｂ Ｐ －Ｂ

( 5. 5kW) ( 5. 5kW)

外形寸法: W500xH950xD200  

( 5. 5kW) ( 5. 5kW)

100AF
50AT 15AT 50AT 50AT

50AT

新 設

100AF

6, 400

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=1800

1
,
0
0
2

1
,
0
0
2

4
5

4
,
0
9
8

6, 400

ﾎ゚ ﾝﾌﾟ 室

1, 0021, 002 1, 002 1, 002451, 002
5, 100

45

1
,
0
0
2

1
,
0
0
2

4
5

ﾎ゚ ﾝﾌﾟ 室

3
,
7
5
0 3
,
7
5
0

2, 650 2, 650

WP
1

WT
1 WT

1

WP
1

受水槽平面詳細図( 撤去) 受水槽平面詳細図（ 新設）

受水槽 5, 000×4, 000×2, 000

緊急遮断弁装置
制御盤（ 機械設備工事）

FL

既存動力盤

Ｐ -Ｂ

壁掛露出型

揚水ﾎ゚ ﾝﾌﾟ
3φ200V5. 5. KWx2
自動交互運転
既存再使用

EC（ C25）

撤去

撤去

LF-4

撤去
CVV2□-4C（ G22）

撤去
CVV2□-4C

ﾒｯｾﾝｼ゙ ｬ-吊り

CVV2□-4C（ C25） 打込み
撤去　 配線のみ

撤去　 配線のみ

撤去　 配線のみ

撤去　 配線のみ

I V5. 5□x3E2. 0（ F22） 露出

Ｐ -Ｂ

壁掛露出型

揚水ﾎ゚ ﾝﾌ゚
3φ200V5. 5. KWx2
自動交互運転
既存再使用

LF-4

新設　 配線のみ

新設　 配線のみ

EM-I E5. 5□x3I E2. 0（ 既存F22） 露出

新設　 配線のみ

新設

LF-4

新設

EM-I E2. 0x2E1. 6（ E25）
新設　 配管・ 配線

新設

新設

新設

EM-CEE2□-4C（ G22） 露出

EM-CEE2□-4C（ G22） 露出

新設
EM-CEE2□-4C（ G22） 露出

屋外電極切換ｽｲｯﾁ盤

新設
EM-CEE2□-4C（ E25） 露出

斫り 工事I V5. 5□x3E2. 0（ E25） 露出

I V5. 5□x3E2. 0（ E25） 露出 EM-I E5. 5□x3I E2. 0（ 既存E25） 露出

EM-I E5. 5□x3I E2. 0（ 既存E25） 露出
PB. WP. SUS
200□x150

PB. WP. SUS
200□x150

PB
200□x150

Ｐ -Ｂ

新設

新設

新設

CV22□-3C( G36)
CVV2□-5C( G36)
CVV2□-6C( G36)

既存配管配線

新設動力盤

予備配管( G22) x2

W500xH950xD200

予備配管( G22) x2

既存配管配線

新設

撤去

新設
PB. WP. SUS
W500xH300xD200

EM-CEE2□-6C( G36)
EM-CEE2□-5C( G36)
EM-CET22□  ( G36)
新設

既存ｹ-ﾌ゙ ﾙ接続替え

EM-CEE2□-4C（ F22） x2露出

Ａ

Ａ

動力・ 動力設備　 受水槽（ 改修前・ 改修後）

１ . 特 記事 項

１ . 特記 事項

( １ )  破 線配 線は 露 出 配管・ 配線と する 。

( １ )  破線配 線は 露出 配 管・ 配線 と す る 。

( ２ )  コ ン ク リ ー ト 埋 込 配管は 残 置と する 。

( ３ )  配管材 Ｆ は 金属 製 可と う 電 線管 と す る 。

( ４ )  既存電 気図 と 現 況 に 相違が あ る 場合 現況優 先と する 。
( ２ )  配 管材 Ｆ は 金 属 製可と う 電線 管と する 。

記号 機器名称 適用仕様

改修 項目及 び特 記事項

撤去

（ 動力設備）

動力制御盤

撤去LF 4P

ポンプモータ ー 設備工事

（ 配管・ 配線）

配管配線 露出

配管配線

既設流用

地中埋設

改修項目及び特記事項

記号 機器名称 適用仕様

( 動力設備)

動力制御盤

液面電極 LF 4P

新設

新設

( 配管･配線)

配管配線 露出

新設ﾌﾟ ﾙﾎ゙ ｯｸｽ配管配線

新設

露出 新設

ﾌﾟ ﾙﾎ゙ ｯｸｽ

P-B

既存再使用

打込み

液面電極　 電極棒共

Ｐ

LF4

１ . 設備機器凡例（ 撤去）

P-B

電極棒共

屋外切換ｽｲｯﾁ盤

200x200x100( SUS) WP

W500xH300xD2000( SUS) WP

新設・ 流用

LF4

１ . 設備機器凡例（ 新設）

２ . 特記事項

( ２ )  Ｐ -Ｂ 制御盤～Ｐ Ｂ への 立下げ配管配線は 新設と する 。

( １ )  特記な き 配線配管及び機器は 全て 新設と する 。

既存

( １ )  撤去 に あ た っ て は 改 修図 を 十分 参 照の う え 撤 去 を 行 う こ と 。

２ . 特 記事 項

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

-E
 1/100

 1/ 50 13
春 　 日 　 部 　 市
学  校  教  育  部
教  育  施  設  課

図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

改 修 後改 修 前



LF-5
撤去

PB. WP
100□x75

再使用

LF-5

PB. WP
100□x75

再使用

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ新設

配線のみ新設

配線のみ新設

新設

配線のみ撤去

配線のみ新設

配線のみ新設

異種接続

異種接続

CVV2□-5C( G22)

CVV2□-5C( G22)

異種接続

異種接続

EM-CEE2□-5C( 既存G22)

CVV2□-5C( G22)

CVV2□-5C( F22)

CVV2□-5C( F22)

EM-CEE2□-5C既存( F22)

EM-CEE2□-5C( 既存F22)

立上り 架台配管配線 立上り 架台配管配線

EM-CEE2□-5C( 既存G22)

EM-CEE2□-5C( 既存G22)

既存配管G22撤去再取付

普通教室棟
動力設備　 高架水槽（ 改修前・ 改修後）

( １ )  配 線・ 電極 及び電 極棒は す べて 新設と する 。

( ３ )  プ ル ボ ッ ク ス は 再 使用と す る 。

１ . 特 記事 項

( ３ )  プ ル ボ ッ ク ス は 再 使用と す る 。

( １ )  配線・ 電極 及び 電 極棒は す べて 撤去 と する 。

( ５ )  既存電 気図 と 現 況 に 相違が あ る 場合 現況優 先と する 。 ( ４ )  配 管材 Ｆ は 金属製 可と う 電 線管 と する 。

( ４ )  配管材 Ｆ は 金属 製 可と う 電 線管 と す る 。

１ . 特記 事項

( ２ )  配管材 は 既 存の ま ま と する 。 （ 撤去 再取付 は 行わ な い ）

( ２ )  配 管材 は 既 存の ま ま 再使用 と す る 。 （ 一部 撤去 再取付 ）

-E
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春 　 日 　 部 　 市
学  校  教  育  部
教  育  施  設  課

図面名称

工事名称日付

縮尺　 A1：

　 A3：

図面No.

豊春中学校校舎ト イ レ 改修工事

改 修 後改 修 前

X9 X11

Y2

Y1

4, 500

X9 X11

Y2

Y1

4, 500

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0



ポンプ室

保健室

DW

階段室B
PS

UP

職員玄関

UP

倉庫

６組 放送室
男子
便所

女子
便所

ホール

さわやか相談室 ７組

更衣室
理科準備室

廊下

外部階段Ａ
(鉄骨造)

階段室A

倉庫

配膳室

昇降口

(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造)
外部階段Ｂ

職員室

倉庫

事務室 校長室

印刷室

スロープ

DN

廊下

廊下UP

UP

UP

科学部室 第二理科室

女子トイレ

給食棟

渡り廊下

男子

第一理科室

倉庫

ス
トー

ブ
庫

被服室

手洗場手洗場

廊下

調べ物学習室 支援教室行事準備室

廊下

国際理解室

配膳室

階段室C
廊下

階段室D

倉庫

教材室

UP

PS
DW

PS

ダストシュート

EPSPS

屋内消火栓

テラステラステラス

UP

誰でもﾄｲﾚ 誰でもﾄｲﾚ

男子トイレ女子トイレ

PS

仮設トイレ

9
0
0

既存換気扇

ｹ-ﾌﾞﾙ貫通

設備配管用

取付支持材に取付

PB.WP.VE
100□x100 天井ｻﾄﾞﾙ止め

ﾒｯｾﾝｼﾞｬ-吊り

EM-CE5.5□-3C(1CE)(PF28)

EM-CE5.5□-3C(1CE)(PF28)

既存

電灯盤

予備回路に接続

EM-CE5.5□-3C(1CE)

EM-CE5.5□-3C(1CE)(PF28)

春　日　部　市
学 校 教 育 部
教 育 施 設 課

図面名称

工事名称日付

縮尺　A1：
　A3：

図面No.

豊春中学校校舎トイレ改修工事

仮設トイレ電気設備図
-E

 1/100
 1/ 50 15

仮設トイレ電気図（参考図）
注記.１

仮設トイレ用分電盤は仮設トイレ工事とする。

盤以降電気設備も同様とする。

注記.２
トイレ改修工事終了後の電気設備の撤去は「仮設電気設備撤去工事」とする。


